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は し が　　き

　わが国の耕地面積は全土地面積のうちわすか16.％にすぎないといわれる．したがって国土の大部

分が山である．

　日本資本主催は極めて急速に発展した．しかしながら，わが国の農業は日本資本主義の発達の歴

史的．独自的な事情によって農民層の分解を顕著には進めたかった．したがって農業部門は諸産業

のなかで依然もっとも多くの人口を包含する部門としてのこっている．もちろん第二次大戦後の農

地改革の結果として，この分解がはげしくなっていることは見のがせないが，国家独占資本の激烈

と収奪は，農業を飯米宿得の零細経営におしこめたり，生活苦の激化の結果としての窮迫販売にか

りたてたりしている．そのヽためブルジョア的な商品生産は農業セは芽生える余地が少く零細農業の

道をあゆんでいる．

　このような農業部門の一環をなす山村の経済構造はどうか．そこに住む人々の生産と労働と生活

とをとおして吾々がつかんだところのものをこいこ紹介するのが本報告の目的である・

　われわれはこれを，高知県高岡郡仁淀村大宇別核字本村というたっﾌﾞこ24戸iの農家経済と，それを

包含する部落構造についての調査から開始したが，調査を重ねるにつれてその周辺の部落との関連

および仁淀村全体の経済構造にも視野を拡げる必要にせまられたし，まﾌﾞこより広く高知県全体，さ

らにわが国全体の経済構造についてよりくわしく研究する必要を痛感し穴:．

　人里はなれた山の奥，汽車や電車やビルをみるには一日がかりで山を下らなぼならす，ただはる

か下の方，仁淀川の渓流にそって一日に２度往復する松山行きのバスの走るのをみて近代社会の呼

吸にふれるにすぎぬ「とうもろこし」を常食とする人々の生活それ自体が，いかに資本主義の生産

関係に支配されていろかをわれわれは身に痛感した・

　この調査報告はあくまで中間報告の段階にとゞまる.‥これを理論的に深めるためにはわれわれは

さらに実地調査をいく度かかさねなければならないし，それにもとづく共同討議も深めねぼならな

いで忿）ろう．これらはすべて今後に残された課題である．

　この調査は1955年10月高知県農林部農業改良課の依頼により，高知大学教育学部川島，同文理学

部関田が開始し，第２回の1956年８月初句および第３回の同８月下旬には以上２人のほか高知短期

大学社会科学科二宮，森井そして高知大学文理学部西沢が加わり，この間共同討議をｍねることに

よってまとめﾌﾞこものである．各章節は以上５人が分担執筆したが，内容については共同で責任を負

うものでき）る．（提出期限まで短時日しかなかったという時間的な制約で，各章節のあいだの文．

体，体裁などの統一をとりえなかった点は寛恕を乞いたい．）

　　おわりに，実地調査に際して種々の援助と協力をたまわった本村部落の農民・婦人の方々，高知

　県農林部農業改良課・仁淀地区長業相談所・別岐中学校・対校小学校・仁淀村役場の方々，そのほ

’か多くの方々に心から感謝の意を表したい．



第1章切畑経営地帯の経済構造

第1節仁淀村大字別抜字木材の概況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

第２節　本村部落における全体としての股家の性格と各農家階層の状態

第３節　別枝本村およびその周辺部落における住民の労働状態

第４節　労働力の移動状態一転出状況

第５節　木材景気と三髄価格変動による農家経済への影響と労働力の移動状態　　　　‘

第６節　山村の農民をこのような窮迫した状態においこんでいる主要な原因はどこピあるか

　　　１　仁淀村の産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　．

　　　２　旧別府村における土地（とくに山林）の所有状況

　　　３　このような土地所有関係にもとずく経済的諸関係について

・結　　　論

　　第１節　仁淀村大字別枝字本村の概況

　高知市より西へ約56.5粁（14里14丁），仁淀川の最上流，愛媛県との国境に位置するこの仁淀村

は，高岡郡でも山村として特徴的な村の一つである．この村は，高知市より窪川行の汽車で１時間

の佐川から，さらにバスで仁淀川をさかのぼること２時間余の地点にあり，交通はきわめて不便

で，また海抜500～600mという高位置にあるため，南国土佐といえどもここでは冬期にはかなりの

積雪をみる．そして大字別枝はこの仁淀村でも最も奥に必穿る．仁淀村役場の所在地森からバスで

さらにのぼTること40分余りで，伊予との国境のバス停秋葉口につく．ここでは仁淀川はすでに巾

30mにもたらない渓流となり，発電所の鉄筋の建物だけがひときわ目だっている．秋葉口から仁淀

川の支流岩屋川に没って，羊腸のような坂道をあえぎながらのぼること約２粁，しかしこの道はす

でに戦時中（昭和15年）トラックの通れる程度の林道として聞かれていた（もちろん名目は村道とし

て村民の負担によってつくられたものではあるが）．本村に辿り着きわれわれの眼にうつるものと

いえばご，ます山腹に栽培された三極，枯（主として三極）でと）り，野か畑か区別のつかない土地

に植えつけられたとうもろこしてあり，長家附近の甘藷の畑である．そして岩屋川の流れに沿っ

て，１畝にたらないような狭小の水田がわすかに並んでいる．われわれの主要な調査対象である

本村は，まったくの山の中にある．山林は，もちろん部分的には植林されているが，すでに杉，

檜の伐採されたあとに生え茂る雑木林が大部分である．この必たりの山は，昔から「別府山ゴとい

われ，24戸から或るこの本村部落は，大字別呟上の一番入口に位置し，第２章でも述べられるよう

に，古くから存在する村落である．

　長家は山腹に階段式にならんで散在しているが，どれもこれ･も茅ぶきの小屋のようなもので，参

るからに゛山の民の住家．という印象をうける／それらの農家が，かならすといっていいほど公軒

並んでいるが，その一方（大体小さい方のもの）が隠居である．これらの長家の間には，やはりか

なりの貧富の差があることが感じとられる．家と家を結ぶ畦道のような坂をのぼっていくと，一番

頂上に最近800～1,000万円の寄附を,附近の部落や村々から集めて楼門を新築した秋葉山（火の神を

まつる神社）の森がこんもり茂っている．この神社は部落を見下し，あたかもこの一帯を支配して

　　　　　　　　　　　　　　　どぅまん　　　おんそtどんもういるかの観を呈している．また堂満さま，恩曾善蒙の社，大師堂，法泉寺など，堂や社の多いこと

は，この部落の一特徴をなしているように思われる．そしてＮという旧い庄屋で，現在秋葉神社の

神主の家は，周囲を森林や竹やぶに囲まれて，これらの農家と対照して何か古風な感じさえ与えて

いる．この部落に所属するものとして，下の方の村道に沿うたぼこ屋，雑貨店など３軒の商店がき

るが，これらは本村の農家部落から一応はなれている．

　われわれは，ここで別岐上全体のなかにおいて本村の占める位置を必きらかにするだめに，この
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大字に昌している他の部落にも概観的にふれてお

こう．別技上には左表のような諸部落が必り，

これらは本村よりさらに奥に位置する．そしてこ

れらの諸部落の子弟の教育のﾌﾞこめに，本村には中

学校が，そして芋生野には小学校がある．とりわ

け，霧の窪，芋生野，都などでは部落住民の階層

の差がいちじるしく，土地所有においてはもちろ

んのこと，住居でも瓦葺きの巨大な門がまえのも

のから，この附近一般にみられる茅ぶきのもの，

さらに杉皮ぶきの小屋にいたるまでの開きがあ

る．芋生野はとくに大字の中心地として商店の数

も多く，これらの山村部落のうちでは最もひらけ

yこところで，明治30～40年頃にはここに警察の派出

所がおかれ(現在はないが)．今も別府山から伐り出

された木材の集積地として，材木はここからトラッ

クで運搬されている．都には，仁淀村における最大

の山林地主に属するものが二，三あり，部落長家7)

階層のひらきがひどいことはいうまでもないが，宗

教的な制約が多く，子方制度が今も根強くのこって

いる．生芋は，この別枝の最奥に岸)り，ここは歴史

的にも新しく，最近(おそらく明治中期頃)人々の

住みついたところで，土地がやせ，とうもろこし．

　　　　　　　　　　　しむ　　　　　　●　●●●●●

よ
１
穴
卵
和
ふ
～

いも等の,反当収穫量も，下の諸部落と比奴すればは　　ヽ

●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東
るかに少い．また切畑経営でも小作が多く，三極価’津

　會

４

格の低落のために最近では部落のすべてのものが炭　　jfｕ゛

焼きに従事し，山林をもﾌﾞこない彼らは，雑木林所有

者や商人資本（おもに都，芋生野に住む）に従属し

ている．

Ｉ
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　このような生産状態の中では山林大地主と商人資本（雑貨商）だけが目だって富裕である．

　要するに，別技上のこれら諸部落の中では本村は中位に属し，階層間の差異も他ほどひどくなく

したがって部落としてはまとまりのと）るものといわれ七いる．

　このような概観のもとにわれわれは節を改めて別杖本村の内部にたち入って考察することにしよ

う．

　註. 1955年10月の第１回調査は高知県股林部農業改良課と共同で行い，調査の結果は一部，同課「農家生活技

　　術連絡研究結果報告轡」（昭和30年度）に収められている．本章では同宿の数字をも引用した．それは生計

　　費，公租公課，及び食生活に関するもので，聴取りできなかった部分や，聴取りえても数字に正確を期しえ

　　なかった部分が多いが，大体の傾向を把えるためには役立つ．

　　第２節　本村部落における全体としての農家の性格と各農家階層の状態

　われわれが本村に入ってます限にうつったのは，家々の周辺のいわゆる熟畑（本畑＝こやし）に

植えつけられたとうもろこしといもでき）り，山の迫や山腹に栽培されている製紙原料の三極，枯で
●●●●●● ●●

あり，まﾌﾞと家々の庭にほされた白く製精されつつある三極であった.-そして人々の労働も目にみえ

る限りでは，切畑（ほとんど三極畑）の下草刈り，蔓切り等であった．
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切畑経営地帯の経済揖造（川烏・関田・原沢・二宮・森井）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

５

　最初にわれわれの接したのは，部落における農業研究会の人々（とくにその中心ノンバーは，後

･にもふれるようにこの部落での中間層上位の人たちである）で，彼らの主として問題としているこ

　とは，三柾価格の下落とそれに対処しての作物転換であり，農業経営による現金収入をいかに増や

すかということであった．それでわれわれはます長家の土地所有状況を調査した．しかしながら，

･ついでわれわれの注意をひきおこしたことは，これらの農民のうち全部が年間の数十Fしと）るいは

半ば以上も賃労働に従事しているということであった.

｀なお兼業農家としては，村の教育長，教員，農協組合長，そして神職などが必げられろが，これ

,らのものは一応階層区分される農家から除外することにした．　　・

　要するに長家経営は，ます熟畑に蓼けるとうもろこし，いも類と，き）るか無しかのような水田か

らするヽ米など自給食糧生産である．つぎに商品作物としては，その主だったものは切畑における

.三極などの栽培であって，その他に茶，黄蜀葵，こんにゃく芋，かんらんなどがあるが，それら

　もとりたてていうほどのものではない．他の現金収入は，もっばら林業と土方の賃労働に依存し

ている．　また家畜としては牛と最近飼いはじめた小数の山羊と，わすかのニワトリがあるだけで

あ’る．　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　゛この牛は飼育販売を目的とするもので，他面厩肥をとるのであるが，特に材木運搬などに利用されるものも

　ある．

　これらの事情からわれわれは，農家階尼に）区分にあたっては，土地所有状況を主にし，それに村

.民税の所得割（およびその部落指数）と秋葉神社造築への寄付（昭和27年度）を考慮した．そして

土地所有のなかではとくに山林（その中でもとりわけ植林地）を他の土地より高く評価しだ．゛

　゛なお，この区分の方法は，土地の人たちが「株の太さ」と称している階層の上下の基準と一致するものであ

　る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　．

　　　　　　〔本村における土地種類別面積〕

　その結果としてわれわれは次頁折込みのような農家の階層区分表を得ﾌﾟと．

　これらの農家を表のように一応，上層，中間層，下層にわけてみたが，それは必ずしも正確な階

層分解の傾向をしめすものではない．上層乃Ｎ０.1およびやむを得ず賃労働に出られないもの（例

えばＮ０．７ ）をのぞいて，他はすべて経営内ではその労働力を完全に燃焼できず，賃労働に従事し

ている．すなわち，桂林への経営拡張乃傾向をとっているNo. 1農家と，切畑における三植栽埓拡

吹への方向をたどっているNo. 2長家をのぞくとに他はすべて長家経営として確立していず，賃労

働収入によってその経営をささえていて，このプロレタリア的性格が下層にむかうにつれて深くな

るにすぎないのでき）る．したがって大観的にみれぽ，上層をのぞく中間層農家の主要なものはプロ

レタリア的:農家経営であり，下層は農家であるよりもむしろ完全にプロレタリア化しているものと

みなすべきである．゛

　゛農業，林業におけるプロレタリアートは，土地等の生産諸手段から完全にきりはなされた工業プロレタリア

　ートとは異り，部分的に土地に結びついている．それは，農林業にあっては，工業のように労働が定期的では

　なく，農林業労働者の形態は,日雇,臨時雇がむしろ一般的な形だからである．そして’このような不定期な状態

　の賃労働者を農山村に保持するためには，どうしてもこれらの賃労働者が自給食糧部分に足るか足らない程度

　の耕作土地を保持していることが必要とされる．このことはまた，農林業労働者の低賃金のー理由でもある．

　　したがってバこの部落の現金収入が，大づかみには，経営における商品作物生産からGO％，そし

て賃労働からの収入が40％という持成をなしている．
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ここでわれわれは更にたち入って，これらの階層毎の特殊性を考察しよう．

　　〔農家階層毎の土地状況〕　　　　　　　　　　　　　’

ﾚﾑづﾚ
熟　畑 いも地 切　畑｜採草地 　山　　林

植林|雑木林

賃付地賃労備

きり畑日　敷自作 小作 自作 小作 自作 小作旧作 小作

上　眉

　（２）

総面積

一戸当

反 反 　反

4.0

2.0

｀反 　反

3.0

1.5

反 　　反

90.0

45.0

反 ，反

7.0

3.5

反 　町
16.1

8.05

　　町

222.9

111.45

　反

41.0

20.5

　　日

45

22.S

中間圈
　(1匈

総面積

一戸当

8.65

0.665

1.8

0.13

32.65

　2.51

0.6

O.05

20.0

　1.5

2.35

0.18

10S.9

　8.00

102.5

　　7.88

8.6

0.66

16.0

　1.23

18.37

　1.41

25.7

　1.67

2.0

0.15

1220

　111

下　眉

　（５）

総面積

一戸当

2.8

0.56

４

2.7

0.54

9.0

1.8

５．５　０．４

１．１　0.08

0.25

o.os

0.25

0.05

590

148

　別表及び上の表のように各階層の平均を出すことには問題がと)ろうが，一応この平均数字によっ

て各農家階層の特徴をつかむことができよう．

　　　　　　〔価階眉の一戸当平均土地所有状況〕

農　家

階眉別

自給食糧生産耕地 採草地
･商品生産部分 貸付地 胆霖

ボ　田　｜熟　畑　｜いも娃 切　　畑 山　　林 「マフkT･ 山林労働
土方労働自作 小作.|自作｜小作｜自作 小作｜ 自作 小作 自作丿小作｜植林 鼓木抹9J刈･|

上　眉

（2戸）

反 反 　反

2.0

反 　反
1.5

、反　反

3.5

反 　反

45.0

反　町
8.05

　　町

111.45

　　反

20.5

　　日
22.5

昌 0.665 0.13 2.51 0.05 1.5 0.18 i 0.66

i

1.23 8.00 7.88 1.41 1.67 0.15 n1

ゾ
0.56 0.54 0.08 1.8 1.1 0.05 0.05 148

　　ます自給作物生産緋地については，中間層が最も多く，小作地を入れてまで自給部分確保に懸命

にか．．でいる姿がみられる．とれに対して上層農家では，もちろん自給食糧生産のための熟畑やい

も地をもっているが，彼らは中間層ほどこれに力点をおかす，むしろ山林経営（植林），切畑経営

　（三極生産）等商品生産の方向によりつよく進もうとしている．したがって自給作物栽培は，この

経営では副次的な�みしかもっていない．そして自給食糧生産にそれほどのウェイトをおかない点．

では下層長家も同様である．もちろん上層では商業的践林業経営へと上向拡大を遂げていくうえで

の自給生産の相対的軽視であるのに対して，下層では，脱農民化し，完全なプロレタリア化を遂げ

る方向においての自給食糧生産への軽視でぢる．すなわち中間層と比較すれば，上ぼと下層におい･

て現金収入と支出がより多く，彼らが貨幣経済により深くまきこまれている．このことは，農家の

消費生活（とくに食費）について･みることによっても知られよう．

　次の表は戸別農家の食糧に対する現金支出を示すものであるが，大雑把にみて中間層とくらべて

下層と上層に現金支出の多いことがよみとられる．゛

　゛「ところが面白いことにこの部落では，『暮しのよいものほど，キビ（とうもろこし）を多く食っている.」

　と,云われている．貧しい者ほど，現金を要する配給を受けなければならない所に，この部落の生活向上のひ

　つかしさか伺はれる．このことは，部落一の物持ちの家にラジオがないこと，r貧しいものが案外，ミカン，

　葉子等を多く買う（勿論掛買で）」という商店の話等を思い併せて考えてみなければならない処であろう.」

　（藤本精三ｌヽとうもろこしの村を訪ねて４「農業高知」第５巻第1号より）これは隣村東津野村についての記’

述であるが，この部落についても類似の事情があろう．しかし，主食はともかくとして，副食，調味料に対す

る支出の少い点で，全体として粗食であることを，この表からも明確に.看取することができよう．



村議，農協専務　　種苗作りに月の半ば従事

　　　　　　　　　200日(年間)
}主要な働き手

　　　　　　　　　年間の大部分

　　〔中学生〕･

49

43

22

15

13

72

20

青年団長，団の用事で出ていくこと
が多い

次　　　女

　母（隠居）

次　　　男
　　　　　　}本家からはなれて，タバコ，菓子その他雑貨品を商っている

〔高校生〕

〔農家経営労働状態〕

してとどまっている．ここに，農業技術の　下

‘レタソア化の方向に追いつめられながら

も，どうにか現状を維持し，一応経営者と

:栢，桔，茶，黄蜀葵，かんらん，しＧだけ　中間眉j

,など，可能な限りき)らゆる種類の作物に手

をのぼしている．このように，いちじるし

く多角的な経営をなすことによって，プロ

･持し，かつそれを少しでも拡張しようとし

て，あらゆる努力を傾けている．すなわち

これら中間層の勤労賃民は，常により有利

と商品作物への耕作転換に心を配り，三

中間層農家は，どうにかして農業経営を維　上

　このように下層農家は，賃金収入にまっ

友:く依存し，農業経営は副業あるいはそれ

以下的な程度にしか考えていないのに反し

切畑経営地帯の経済借造て川島・関田・西沢・二宮・森井）

向上や，有利な商品作物の栽埓について話

しあうところの農業研究会の生れる経済的

基礎がある．

　しかしながら，これら中間層乱平均す

れば年間の100 R以上,を賃労働に従事して

いるのであるから，彼らの経営は，前述し

長
　
三
一

１，
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１

３

３

３

　
Ｉ
タ
タ

１
１
１

―
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860
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15し
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050
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1
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‐
　
　
－
１
２
１
　
　
　
１
２
２

0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
　
0

6
2
0
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1
4
0
2
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6
0
4
0

3
2
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4
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2
2
4
4
6

－
－0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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0

0
0
5
0
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0
5
5
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0
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5
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5
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5
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3
5
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一
一
一
［
0
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0
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0
一
一
『
0
0
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0
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（

　
　
　
　
０
４
０
　
　
　
Ｓ
５
９
）

　
　
－
－
１
－
―
‐

0
0
0
0
m
　
　
5
0
8
S
　
　
0
0
0
0
0
0
6
0
6
5
0
0
0
0

0
C
O
i
―
l
O
t
O
C
N
O
O
C
N
C
O
ｒ
-
i
C
Ｎ
C
Ｎ
J

１
　
１
　
2
1
2
2
1
1
　
１
１

調査農

家番号
主　　　食
米　｜　麦

副　食 調味料 合　計

上　眉 １

２

　　円　　　円rni

. 1,500
　800ﾔ)2･000

　田

350
350

　円

600
350

　　円
4,250
3,5aﾆ

〔戸別農家の食粕に対する現金支出〕

７

3,185

2,490

4.620

下　眉

,14

19

23

20 ・
ﾕ２

　　－

1,500
3,500

1,300
　　－

　　　－

. 3,800

　　　－

　2,000

　5,000

400
100
360

270
－

300
200
300
300
160

(?)700
5,500
4,160
3,870
5,160

兼　業

　3

13

　8

15

2,000
1,200
1,150
1,000

　3,000

　　　－
●　　＿.

　　　－

　600
1,500

　500
　400

600
600
360
250

6,200
3,300
2,010
1,650

主

自給食笥生産耕地
採草地・

(自作地)

商　　　品　　　生　　●産

賃　付　地
　(熟　畑)

ボ　　田
熟　　畑
(自作地)

いも地
(自作地) きり畑 植　　林 雑木林

な　　し 2.0反 1.0反 　2.0反
(2個所)

10.0反 9.0町 210.0町 1.0反

宜ようにプロレタリア的経営とみなされるぺきであろう．

　以下にか･いて各階層農家の特性をより個別的，具体的にのべてみよう．

　１．上　層　長　家

　この２戸, No. 1 , No. 2は規戚関係にあり, No. 1は山林経営（桂林）に拡大発展しようとす

るものでき）り,No..2は，切畑にふヽける三極栽培の拡張の傾向をとっている．

　No. 1,の経営状態は次のようである．（以下30年10月現在の実地調査によると）

　　　　　　　　〔土地所有状況〕

妻

人

男
　
男

゛高知県農林部農業改良課「農家生活技術連絡研究結

　果報告書（昭年30年度)J p.32より．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旬
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〔雇用労働状況〕

作　業　名 菌　つ　げ 杉苗除草 問　　伐　　等 そ　の　他 合　　　計

最近一年間の
底入れ活人殴

賃　金(日当)

｀　（女）56人

　　　　200円

(女)23人

ヽ200円

(男)30人～40人

　　　　　400円

若　　干 150人役

(生産される農作物)

作物名 J屹　はだか麦
゛く小　　麦 さつま苧 とうもろこし 米 三　唖 楷 茶

コンニャク
　　苧

収穫瓜 3石 300B1: 　　　3石(予想)

前年4.5石とった

1.5斗
lGO貫(黒)
(前年の分)

50貝(黒)
売上げ金

5,000円
30貝

備　考 すべて自給にあてられ，時にはくさらすこともある
が売らない

今年は伐る
まわりでは

ない

手不足のた
め畑で売る

貫当り
　140円

〔そ　の　他〕

　要するに，賃労働にでることなく，自家労働力だけでは経営をまかなうのに不足し，急用労働力

年150入役を入れていること,･また，三柾，梢その他商品農作物から現金収入を得ろより乱むし

ろ植林経営から所得を得る傾向にすすみっつ包)ることがらきらかにみられろ．

　このNo. 1農家が山林を拡嘸していった過裡をみると，そのうち約200町歩は，昭和25, 6年頃に

購入したもの了，近隣旧長者村のÅから100町歩，隣部落のＢから80町歩，さらに愛媛県の某から

４，５町歩というように買い集めjそのうち20町歩には官用保安林の指定をうけて植林している．

　彼がこのように山林を集中できた根拠には，彼の農協専務，村会議員という役職との関係も考え

なければならないのではなかろうか．

　また，とうもろこし畑１反の貸付地から，その収穫高の３分の１を現物でうけとっていろ．

　次にNo. 2をみよう．

　　〔土地所有状況〕

主に自給生産部分 '･　　　　｜　　　商　　品　　生　　産
貸付地

切　　畑

賃　労　働
－一一一
本　　　人

製茶工場へ
求　田

熟　　畑
　(自作)

いも地
(自作)

採草池

(自作)
切　　　畑

山　　　　林

植　　　林 雑　木　林

な　し 2反 2反 5.0反 80.0反 7.1町 12.9町 40.0反
　45日

（日当400円），

〔家族労働状況〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔雇用労働〕

家　　族｜年令 自家経営労働就業状況 植　　　　林 三回蒸し（製樗）

人
　
女
女

　
妻

主
　
長
次

30

27

７
４

主な従事者　200日（年間）

　z/　　。　ほとんど同じ程度に働く

(男)9人

(日当400円)

（女）2人

（日当200円）

〔労働の年間配分〕一主人の自家経営労働

作業名
甘藷掘
り収穫

麦まき
とうも
ろこし
収　穫

梧，三面楷，三唖

収　帑加　工
楷削り 楷作付

開墾
切畑
作り

切畑伐採 耕耘 款
茶摘み
加工 切畑中耕 計

期　　開

労働日数

　秋

15日

秋

20日

秋

6日

11月～
　　　2月

2月～4月

ド 30日 ７日 20日 30日 30日 10日 30日 2580.60日



〔収穫農産物〕

切畑経営地帯の経済構造（川島・関田･西沢･二宮・森井） ９

作物名 耶ﾂﾞﾐ甘藷
じゃが
い　も

とうも
ろこし 陸稲 三極 楷 茶 黄蜀葵

（のり）

こんに
ゃく苧 圧抑柏

作付反別

校極量

売却価額

1.1反

2石6斗

　2畝,|

250貫180貫

　　｜
2石 2斗

一一　　７町

白皮70員(黒)25貫

28,000円7,500円

　自然生

(生)60貫

4,800円

　　諦

　　50貫

2,800円

10貫 若　　干

鼎　　考 自　給　部　分

朧股が安

しＭ?)でス
トツ･ｸし
たので必
ろう

ふやすた
めに種に
するから
売らない

　 　 　 　 　 Ｓ

・

　　このほかに，

〔そ　の　他〕

「この秋からしいだけをやるつもりである」といっていた

晨　　　　　　　　具 家　　畜　｜　　現金支出〔経営費として〕　｜

家　　　　屋　鍬(くわ) かま
小型
手車 脱　穀　機 牛 ･山羊 労力費 肥料費 種苗費|農具費 家畜費

常　代

14台
垠

4丁
3種

麦，米用に10戸
が共有，４Ｈク

ラブが管理

ｌ ２

　　円

4,000

　　円

5,000

円

900
　円

500

　　円

14,000 　　円ず
畳23，居間５，ラ

ジオ，ミシンあり
改良かまどあり

　Ｎ０. 2 農家の特徴は，最近切畑を著しく拡張しているという点で，その約８町歩は６ク所にわ

たって存在し，そのうちの主要な部分は昭和26年頃に買ったもので，当時山林労働の日当はl.OOO

円をうわまわっていた上，さらに所有山林の間伐販売で，この山代は容易に支払うことができた．

　このように三植栽培地を増やして自家経営を強化してから, No. 2農家では賃労働に出ることが

少くなった．すなわち昭和29年頃までの７年間には年間平均150 13は木材の伐採と搬出に従事して

いたのでと)る．またこの農家において注目すべき点け，切畑経営を拡張しながら乱他面植林経営

への志向をももっていて，昭和30年に９入役の植林の雇用労働力を入れているということである．

レかしこのような発展乱すべて先に見たような自給食糧生産おヽよび熟畑におヽける多角的な商品作

物栽培の上に立ってのみ可能で茜るこ,とを看過してはたらない．そしてこの農家は，多角経営とい

う点では中農的でき)る．(彼(30才)は，農業研究会における中心的ノッバーの一入である丿)゛

　* No. 2農家の主人Ｉ氏(30才)は，コンニャク苧の乾燥率をはかることによって，乾燥前と後での販売におけ

　る利益を比較計算してみたり，昭和29年度において改良かまどの設置その他台所改善に数万円を投じ，また電

　気を定額からメーターにかえることによる節約度を正確に計算したりしている．われわれはここに彼の商業的

　性格をみることができよう．

　　他方また彼は，２里遠方の切畑には泊り屋をつくり，忙しい時期にはここに泊りこり．昭和30年には山など

　に７日，植込みに10日，中耕に13日，ここで宿泊して働き続けた．この而にわれわれは，彼の勤労農民的性格

　をみることができる．

　最後に，これら上層にふヽいてすら，すでにみられるように生産用具はきわめて原始的で，経営に

おける生産力の発展がほとんどみヽられないことを付加せねぼならないであろう．これは，それ以下

の階層農家においてはなおヽさらのことである．

　要するに, No. 1とNo. 2の農家だけが履用労働を使用し富農的発.展をとげようとするものて恋

ることを知る．しかし前者の植林経営と後者の三極経営とでは両者の間に著しい優劣の差異のある

ことがみすごされてはならない．

　上述のように, No. 1 , No. 2は，ともに最近５，６年の間(昭和26年頃からj)において土地の

購入，経営の拡大を行っている新興の富長できる．しかしわれわれが，村民税の部落指数や秋葉神

社への寄付，そしてまたこの部落の役職関係などに眼をうつすとき，無視できない２戸がを)る．そ

れらは, No. 16とＮ０.4の農家である．両者は，われわれの階層区分では中間盾に)上に位するけれ

ど乱彼らは依然部落構造のなかでは，最大の力をもっている．両家の隠居，70才以上の老人２人

は，部落の長老格として，政治的な面や部落の諸行事においては支配的な力をもち，部落農家に訟
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こるあらゆる問題についての相談役であ芯．･とくにこの部落では，秋葉神社の氏子組織の制約は無

一役できないものでき）り,No. 16-のＯ老はこの神社の管理長, No. 4のＧ爺は神社総代の役職をつと

め，彼らが中心になって,ヽ秋葉神社の楼門新築のために，この貧困にして零落した部落民に対して

前記表にみられるような高額な寄付や建策のための出役を割当て，動員せしめたのである．彼らは

勿論元老として５万円の寄付をしているものの，この多額の寄付をなし，このような支配的な権力

をにぎり得る物質的基盤は何にあるかを究明しなければならないであろう．現在の土地所有状況を

みると，彼らのそれは前記No. 1 , No. 2とくらべればはるかに劣っている．われわれは，これま

で土地所有の側面から，それを中心に階層区分をして来たが，このような点について考えるとき，

土地所有だけでは割りきれないところ,の，全経済構造からくる要因を考慮しなけれぼならなくな

る．しかしこれにいたるには，われわれは仝だいくらかの中間項を経なければならない．したがっ

てここでは，一応この長老職の2一戸を中間層に入れて，われわれの階層別農家の考察を続けていこ

うと思う．　　　　　　　　　　　＼

　Ｉ．中間層農家の特徴　　　　　　二

　中間層農家は，前にも若干のべたよう･にに主としてプロレタリアヘ転落する傾向のなかで，どう

にかして農家経営を保とうどして懸命にもがいている階層である．彼らのプロレタリア的性格は，

平均的な数字によると年間･のIll Bを賃労働に従事していること，および現金収入を得るために，

労賃が上昇し山林労働や土方仕事が歩のいいときはこれらに従事し，三極価格が高騰すれば切畑経

営に力を注ぎ，このように絶えず労働力を移動せしめていること，これらの二点においてみられよ

う．経営をやっ.,と保持レ.モれをより堅実な’ものにしようとする努力は，この層が，収極量の約３

分の１という高率高額の現物地代収取条件ゼあるにかかわらず，切畑の小作地を借り入れているこ

とにと）らわれている．

　切畑経営は，のちの第４章レ第５章でも述べられるように，きわめて非採算的な経営であって，

商品としての栖，三極は, mkM者jにと２ては高価につく原料であるのに対して，三極栽培農民に

とっては価値よりはるか以下の低価格でしか売れない栽埓作物である．そしてこの耕作はj品種，

肥料，生産用具その他いかな芯面においても何らの改良や進歩も｀なされず，ただかぎりなき労働の

投下によってのみ行われている．　　　　　’･

　また切畑小作をすることができるものは，中間層農民に限られ，下層のよりプロレタリア化しだ

ものには不可能である．というのは切畑力小序経営には次のような条件が必要であるから．すなわ

ち第一に切畑小序地が，その自作地と隣接を）るいは接近していて，その修理（中耕，除草）や収嘆

･に通う労働が節約されるというごと（切畑は民家から遠くはなれているのが普通である）．第二に，

自作地でかなりの程度の三極栽培を行っていて，自作地分の三柾製精と同時に小作地分のそれもや

れるという条件がを）ることトレたがって製精のための用具（こしき・釜）がそろっていなければな

らないレ第三に，三極栽培は植えこから初伐り（最初の収穫）までに，いわゆる育成期間として３

ヶ年を必要とするが，この期間をもちこだえられるだけの生活面での余裕がなけれぱならないこ

と．　　　　　　　　　　　　●．　　　　’

　以上のような条件が必要とされるために，この小序経営者は中間層にかたまっている．

　われわれはつぎにこれら中間層具家つ経営の実態.をさぐってみよう．例をNo. 11農家にとる．

〔土地所有状況〕 〔賃　労　働〕.‘

自給生産部分　　Ｓ ，商　品　生　匿

主　　　　　人 長　　　男
ボ　田

熟　畑
(自作)

いも地
採草旭

(･自作)

切　　　畑 山林てぷ|

（自作）｜（小作）頻林ii_S＼

な　し 4.0反 な　し 0.7反 0.9灰 6jO反 0.3町
山林労働100日

　（日当350～400円）
製茶工場　40日

　　　日当350円



人
　
男
女
女
女
女
女
女
・

　
妻

主
　
長
長
次
三
四
五
六

　　切畑経営地帯の経済構造（川島・関田・西沢・二宮・森井［］

〔家族状況〕　　　　　　’

48

45

20

24

19

7
5
2
9

1
1
1

農業および林業労働

年中農業労働に従事する

前年帰全農場（農業技術養成所）から帰郷（31年８月より岡山の工場に勤務した）

不在…愛媛県東洋レーヨンに勤務…送金してくる

不在…兵庫県西脇市前田商店（織物工場に勤務）…送金してくる

不在…宇佐町高木病院に見習看護婦

中学２年

小学５年

小学２年

雇用労働は入れることなく，部落Ｒﾆ丿没的におこなわれてい乙手間代りをする．それは，部落の５人に

よって･つくられた結組である，手間代りをうけた日数は30人役で，向様にそれに出た日数は30人役で

あった．，

　上　　　　〔収穫作物〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

11

作　　物　　名 麦 とうもろこし 'さつまいも 三　　唖 楷
'茶

作付反別

収　櫛　瓜

1反5畝

　2石余 3斗 400貫 (白)40貫 (黒)5貫 (生)30貫

　　　　その他家畜は牛１頭，山羊１頭，にわとり３羽いる．

　　この農家の６反の三極小作地に対する小作料支払いは次のようになっている．ます当部落の

　･No. 4の隠居からの２反分に対しては，製精し友:三枝（白）を収穫量の４分の１，また隣村のＴ氏

　に対しては，山で刈分けにして収極量の４分の１，そして村有林の２反分の小作料は，杉の造林労

　働の形で支払われる・

　　一般に，中間層上のものは，水田，熟畑，いも地，採草地，切畑，山林等，あらゆる種類の土地

　をほぼ均衡してもっていて，多角経営的な農林業生産をむとなっている．そして中間層において

　は，よりプロレタリア化した下層よりも労働力の使用がはげしく，いわゆる勤労農民的性格がつよ

　く，全家族具を動員する無限の労働の投尽によって，ようやく経営を維持している悲壮な姿と，さ

　らにそれを拡大しようとするたくましさがみヽられるようである．゛

　　゛勤労農民型の一つとしてNo. 24をあげよう．この農家の主人Ｙ氏は, 15, 6年前（昭和14, S年頃），山のひ

　　こう側の愛媛県上浮穴郡柳川村からこの部落に移転してきたもので，はじめは，家と同時に買った１反５畝の

　　切畑の耕作と，部落内のNo. 4の隠居（前記本村部落の長老役）から借りたゴ反歩の切畑小作，それに２里ば

　　かりはなれた以前の居住地柳川村で３町の三唖畑の小作をやっていたが，終戦後土地を購入しはじめ，昭和21

　　　’いもうの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　年，芋生野のＮ氏から切畑１町を２万円で買い，昭和23年頃，７～８反の切畑を隣部落のＳから買いとり，研

　　和24年，切畑１町を５万円で隣村のＫ氏から，また昭和25年同じく１町を３万８千円で霧の窪のＮ氏より，そ

　　して昭和30年には柳川のＦ氏より１町の切畑を２万円で買いとった．その他のものを合せると合計６町７反の

　　土地を買い渠めたことになるが，そのうちの３分の２近くは雑木林になっている．

　　中間層農家は，部落における主要な梢,一三極の栽培者である．しかし彼らのうち上位のものは絶

　えず植林経営への欲求をもっている．ところで，三極栽埓と植林経営とは相排除する関係にある．

，すなわち植林をすれば，三極栽培は数年後には不可能になり，桂林が商品化されるまでの30～35年

　間をいかに食いつなぐかが問題となる．このような資本の回転の点からみて，植林経営に進むこと

ができないところに中間層上位農家の苦しみヽがある．前述した上層のNo. 2農家もそれに近いもの

　であって，この点においてＮｏ．ｊとの間に大きな開きのあることが認められねばならない．
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　　Ｉ．下層農家の特徴

　　前述のように，農山村の賃金労勘者は;一般的にいって，自給部分の食糧生産にたりるか足らぬ

程度の土地に結びついていることを特色とする．このことは，季節的，臨時的な農林業労働者を保

持する友:めに必要で忿)るばかりてなく，自給食糧を生産させることの結果，山林地主や富践は，こ

れらの労働力を低賃金で急用すること岑できる．

　すでにみヽだように，別攻本村部落こ)農家ﾉ)うち，上層のもの，および事情のあるものを除いて，

他のすべての農家は，その経営では完全に労働力の燃焼ができす，賃労働に出ている．こうしてこ

の部落では賃労働収入に依存するところきわめて大であって，中間層長家のNo. 10, No. 6のもの

で乱現金収入のうち，半ばは三極，枯等こ)製紙原料栽培に，そして半分は賃労働に依存してい

る．そしてこの賃労働収入に依存している度合は，この下層農家にとってはさらに著しく，彼らは

形式は農家・農民で也)るが;本質的には賃労働者でを)る．すなわちこれら下層農家の農器具のなか

で，山道具一式が最も重要な:もので√かを・くわなどは，むしろ附随的な生産手段である．そして

'僅かの熟畑での自給生産は，主に妻7)従事すろ労詣である．また，この下層のものは，食費への現

金支出も多く，家並や家具，調度なIどは貧困そのものであるが，他の衣食などの消費生活において

は，勤倹そのものの中間層農家ごりもいわゆる｢ぜいたく｣である．

　　これら下層７)なかに，われわれははどはだしくおちぶれだ１戸を見出す．すなわちNo. 12は，主

人が戦陽者で神経痛のため，激しい労働や，冷い日，雨の伺などの労働は不可能で，その上.，二女

も病気で，医療代もとどこおり，良生委員に医療祉助の中結をしている.14才の中学二年の四男

乱昭和3J)年忌夏木みヽ以来木学し，父といっしょに山止事に出ている．妻が家こ)中心になって働い

ててい，わすかばかりの自給陶物耕地の農業労働に従事するかたわら，林道，電源地の工事などの

失対事業や，近所の農家への日哺労働によって稼いでいる．そしてこの農家は，部落でも最低のも

のでき)ることは，定評となっている．その所有する牛は，木材の運搬に利用され，家計を支える

唯一刀生産手段でき)るが，それも部落こ)長老役Ｇ(隠居の老人:)に買ってもらって(３万円で:)ま

だその借金を半分しか支払うていないｿこめ，その催促をうけている状態で忿)る．(この農家は，調

査にかたってほとんどきき取りも,困難なほどに零落していた.)

　　このようなルンペンプ,ロレタリア“Jヽへ９転落の危機は，中開層下位以下のすべての農家の直面

　しているところで,'自給食糧を完全に得るだけの土地もなく，失業保険，健康保険等，その他一さ

　いの社会保障制度からはすされている山の民にとって，ひと友:び病気にみまわれるならば，すべて

　このNo. 12のような状態に陥ることﾌば必至で必ろつ．　　　　　　　　　　　　　－

　　第３節　別枝本村及びその周辺部落における住民の労働状態

　　別岐本村およびこれより奥の諸部落には，いわゆる隠居制度というものが忿)る．これは，長家の

経営を継ぐべき息子が防婚するか，娘に養子をとる加すると，両端はその新夫婦に経営をゆすって

家を出，大抵の場今本家])隣に別に建てられた隠居に移ろ．その際両親は，以下の息子，娘をひき

つれて行く．両親はそこで隠居分の土地の耕作に従事しながら，息子，娘が成人するまで養うので

ある．本家は若夫婦によって経営をひきつがれ維持されていく．そしてふつう，本家が部落内の種

々の交際費や寄付その他一さいのものをひきうける(本家役)のであるが，隠居が余程困った場合

でないとそれに対して経済的援助をする七とはない．本家と隠居との土地配分は，大体半々とい

うとこ万示多く，特に自徐作物栽培の耕.地(熟畑，いも地，水田など)では分割されているが，切

畑，山林などは共同で経営しているI場合もおる．隠居の息子，娘が労働年令に運して出ていき，両

親が働けなくなるか，死んだりすろと隠居分の耕地は本家にかえってくる．このように別枝上の諾

部落にふヽける隠居直行は，老人までも，死ぬまで，あるいはできる限りながく生産的に働くことを

余映なくされる制慶でかって，いわゆる生産的隠居である．また反面からいえぼ，老人までがこの
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..ように生を終るまで働かなくては農家経営を保持できないことを意味する．すなわち，この零細に

　して貧窮した経営をやっとささえ，経営の新しい主人を保護するためには，ます食いぶちを減らさ

．ねぼならない.そしてこの役割を老いた両親がひきうけるのである．一豆隠居に移された弟，妹だ

　ちはレ労働年令に達すると当然出稼ぎのため離村するものとみなされている．なぜならば隠居は早

晩消滅するものであり･，本家の新世帯の人数が増えるまでに，隠居の土地は本家に返却されねばな

　らないからである．゛（なおこの隠居制度については第３章で詳しく述べられるに）

　゛すなわち兄弟で耕地を分割して部落内で分家するなどということは，とうてい及びもつかないところで，分

　家したために，本，分家ともどもに零落している例としては，部落における前記の最貧困農家―No. 12の６家

　をあげることができるであろう．これは, No.19, No.11とすべて同一姓で，親戚関係にあり，今ではこのす

　べてが，下層あるいは中間屈下位におちている．また, No. 4, No.23のＧ家も同様な例である．

　　以上のような理由で，人々は死に果てるまで働き続ける．

　　本村部落において，経営の主体は必すしも主人一人ではなくて．そこでは妻や子供の労働も大き

ｰだ役割を果している．主人は長家経営に従事するかたわら，年間の或部分は山林労働や土方仕事に

出ている．　したがって熟畑やいも地などにおける自給食糧生産は，主として婦人に依存している

し，交七婦人は，とくに農繁期においては，切畑の下草刈り，蔓切り，耕起にもたすさわる．そし

て切畑や雑木林が２里も３里も遠方にある場合，その労働に忙しい時期には，夫婦が山小屋に泊っ

て三極栽埓の仕事や炭やきに従事することもある．家庭の中心になる主婦がこのように農業労働に

’従事するため，家事は主として子供にゆだねられる．子供たちももちろん種々の労働にたすさわ

る．

　別技小学校の一女教師の述べるところによると，五月などの農繁期には，小学生でも上級のもの

はたいてい，茶摘み，炭負い，三極の畑打ち，とうもろこし植え等の仕事を手伝い，またとくに女

一子は，子守り，掃除，炊事などの家庭における仕事をする．そして小学校のｉ年生から６年生まで

の男女(131名）のうち，厘々炊事するもの，および時々炊事するものを合せると半数以上もいる

ということである．小学生ですらこのように家族労働力として酷使されるのであるから，中学生に

もなるとなおさらのことで，もう一人前の労働力としてあつかわれる．したがって「放課後もなか

..なか家に帰ろうとしない」と中学校の教師は語っていたし，また教育に理解のない家や窮迫状態に

おいこまれた農家の少年などは，1長期欠席をして家業の仕事に従事している．

　家族のなかで働ける力のあるものすべてを総動員する労働は，すでに述べたように，とりわけ中

澗層上位及び上層の農家経営にお･いコ=いちじるしく，夏は朝５時頃に起き７弁当持参で切畑など・

労働に出かけていく．年間を通じて大体明るい間は働くのがきまりだとのことで，この部落では，

雇用労働において一人役といえば，夏は朝７時頃から午睡なしで夜８時頓までの，拘束約t3時惘に

わﾌﾞこる労働をいい．春秋は朝７時頃から夜6～7,時までの約Ｕ時間の労働をいう．だから農業収入

とくらべれぼ，まったく割にあわない労働である．　｀

　　これに較べれば，下層や中間層下位の農民による山林労働や土木労働は,･むしろ軽いということ

‘ができよう．

　われわれはここで，これらの労働者の労働条件についてたち入ってみよう．

　林業労働は普通請負いによっておこなわれている．すなわち山林地主は，素材業者に立木を売

　り，業者はこの地域の農民に請負で伐採と搬出の仕事をまかせる．素材業者はこうして木材を林道

　まで出し，そこからトラックで運搬させるのである．これらの業者は，そのほとんどが村外者であ

ｰつて，主だったのは，高知市のＴ，高知県吾川郡氾リ||町のＷ，愛媛県のＫ,‘高知県吾川郡吾川村名

野川のＵ，愛媛県上浮穴郡のＭ，等々でま）るが，昭和26年頃から２，３年にわたる木材ブームの時

-期には，これら業者の数は，これよりもすっと多かったということである．大きな業者は，村外か

　ら（山林）労働者をつれてくることも忠）り，また村外の労働者の組が入ってくることもあるが，こ
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の別府山の立木の伐採，搬出は，おもにこめ地域の農民にまかせられ，とくに本村は別核上でも入

口にあり，この請負仕事を得るのも割合容易で忠）る．林業労働につきたいものが，５～７，８人で

組をつくり，この組でも,つて業者がら仕事をひきうける．指定された日までに仕事を終るこ･とがむ

つかしい場合には，組で人を雇い入れる．この組はとくに常時山林労働に従事するものの間でつく

られていて，現在本村中心にこのような組が２つあり，一つは, No. 20 (下層）のＡ（30才），Ｎ

0.12 (下丿副）のＯ（30才），ﾌﾟNo. 22し（中間＼癩下位）の三男K (25才・Ａの実弟），これに隣部落霧の

窪のE> U (A, Kの従兄弟）で組まれていて，ここに時々Ｎ０．６（中開館に）のY (24才）が加わ

る．他の組は, No. 4のＳ（40才）とその弟のNo. 23のK (32才）および隣村秋葉口の･T (27),

生芋部落のI (32で）で忠）る．仕事ぱ，伐採・丸切り・運搬の三つに分れて行われるが，必ずしもー･

つ’の仕事だけに専門化することもない．請負仕事であるからその会計は交替でやるならわしになっ

ていて，親方による支配などはみられな1い．お互になじみヽであるから自由に休みヽ，自由に労働する

ので，拘束労働時間は夏では大体10～12時間マあるが･実働時間はすっと短い．ワイヤー・ロープ’

・滑車などの生産用具は素材業者のものを借りるが，のこぎり，むのなどの他の伐採道具は一切労

働者もちである．日当は，業者から請負う条件によって異るが，現在では平均500円になるそうで

ある●　　　　　　　　　　　　　ぺ　　Ｉ　　犬

　農業経営外労働の他のものは，林道の補修工事，発電所の水源や調蜷地の応急手当などの土木労

働である．これは，村当局（村道の場合）や発電所から土木業者（登録業衿‥とくに村当局から請負う

場合には，前以て登録しておかねばならない．その資格は，約20年間の土本業の経験を有するもの，とされてい･

る.）が請負い，彼および彼の直属の人夫の監督のもとにおこなわれる．土木業者としては，この近

辺の村々の者が多く，例えば，仁淀村森のＭ，同村高瀬のＹ，同村沢渡のＡ，それにやや大きい業

者としては隣村秋葉口のＫ,コ隣村愛媛県側のＢ，同じくＩなどがあげられる．彼らもまた一つの工．

事について人夫を多少つれてぐるが，こ･ちらの部落の人夫を10人位やとい，エ事の大きいときには.

20人～30人も雇い入れることかある．賃金は土木請負師によって追ってくるが,大体400円である．

土木労働は人夫長の監督のもどに厳格にやられるが，実働時間は８時間で必る．工事の賃労働力噛･

れぼ必ず出ていくものとして,ご現在では, No. 4 (下層で）のN (29才), No. 5 (中間面上位:）のＦ゛

　　　　　　　　　　　・　　－　　　●　　　1’（33才), No.l8(中間層）のU (30才）いNo. 22 (中間層下j）のK C55才）などがある・

　これらの農外労働者は．林業労働‘と土木労働との間にたえす移動するかというと，必ずしもそう･

ではなく，仕事の性質も異っているのでI可能な限り同一労働に固執している・

　第４節･労働力の移動状態―転出歌況

　以上のような農業経営ふヽよび山林労働の彷態でを）るから，山にいては働き場所もなく，喰ってい･

けないので，労働人口の流出ははげしい／　．

　　　　　　　　　　　　　　　■　１．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かみ　われわれは，本村・中村・霧の齢･都・芋生野・生芋などの別伎上の諸部落および大見槍，川淀

などの雫の諸部落をふくむとどろの面岐中学校の卒業生の就職状態をみることによって，労働人口

の流出について知ることができるであろう・

　次表にみられるように，昭和23年から31年までの９回にわたる卒業生のなかで，大宇別核内にと

どまるものと・村外に流出するも,のとの拙は･,大体１：２で３人のうち２人は離村している・

　ます男子についてみれば，総数192名中，村内に住んで自家経営をつき，かたわら山林労働など

に従事するものは68名，村ｸﾄの諸地域にでて種々の職業に従事しているものは124名で，３分の２

のものが出稼ぎにゆく．彼らのまだTつた出稼ぎ地は高知県下と愛媛県で，四国外（おもに，阪神，

北九州，岡山など）に出るものは比率としては少い，すなわち，離村者124名のうち，３割の38名

が四国外に出，７割が近隣の村や高知市，松山市等に出ている．その職業も生産的なものでは，大l

工・土建など職人的なものが多く，そうでなければ第三次のサービス業や商業である．したがって
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〔別枝中学校卒業生の就労状況〕
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第　　一　　期　　生
　　(昭和23.3卒)

第　　二　　期　　生
　　(昭和24.3卒)‘

第　　三　　期　　生
　　(昭和25.3卒)

性　　別　｜　　　男 女 男 女 男 女

総　数 ５ ２ 19 ８ 22 12

　大　宇

・別

　枝
　内

人数ｉ　　，０ ０ ７ ６　　　１　　　　８　　　；　　　　４

自一世襲（4）

製　材（1）

土　狸（1）

大　工（1）

結　婚（6） 自営晨（7）
自営林業（1）

晨　協（1）
肘昌（,）

　ヂ

・別
　枝
　内

目一宮晨（4）
製　材（1）

土　狸（1）

大　工（1）

頴　m (6 四宮酸□J
自営林業（1） 辰　搦ほ）

堪糾）

大

字

別

校

外

人数 Ｓ ２．　１　　　１２ ２ 14 ８

四国
－ヽ
高主

知に

県

W

事務員（3）
労　務（1）
建築業（1）

結　婚（1）
看膳婦（1）

調　m (1)

自動車助手（1）

土建事務（1）
大　工（2）

工　貝（2）

養　子（1）

工　殴（1）
（東洋紡今治）
郵便局（l）

事務m. (1)
商店貝（3）
工　貝（2）
運輸業（2）

洋　裁（1）
美　容（2）
工　員（2）

（東洋レーヨン）
商店員（2）、

詔
外

自衛隊（2）
警　官（1）
大　こ（1）

工　貝（4）
店　貝（2）

店　貝（1）

第　四　期･　生
　　(昭和26.3卒)

第　　五　　期　　生
　　(昭和27.3卒)

第　　六　　期　　生

　　(昭和28.3卒)

性　　別 男 女 男 女 男 女

総　　敷 32 23 20 20 21 23

胎

内

人数 17 ７ ６ ６ ４ ５

農　　林（16）

療　養（1）
自　　宅.(5)
結　婚（2）

自家営業（6） 自　宅（5）

結　婚（1）

自家農林経営

　　　　　(4)

自　宅（S）

大

字

別･

校

外

人数 15　　　1　　　16 14 14 17 18

　四国

'／''へ
　高主

　知に

　県

　･~ノ

店　具（4）
運輸業･（3）
工具師（2）
事務員（1）

看護婦(4)追認吸(1)

治　戻(4)
車　淑(Ｄ

工　貝(4)

木　工（1）
,運転手（1）
事務員（2）
店　凧（1）
美容師（1）
高校生（2）

店　販（3）
理　容（1）
洋裁師（1）
公務凧（1）

工　貝（3）
建築業（2）
建　具（Ｄ
調　理（1）
高校生（4）

工　貝（1）
理･　容（2）

看護婦（1）
高校生（1）

四賀

自衛隊（1）
､彫刻師（1）
店　凧（2）
学　生.（1）

洋　裁（1）
工　貝（1）

自衛隊（1）
洋裁工（5）

工　　殴‘（4）
店　貝（3）

会　社（1）

洋裁工（5）

レツテルエ（1）
工　　a(i3)

』
　　　（昭和29.3卒）

第　　八　　期　　庄
　　(昭和30.3卒)

第　　九　　期　　生
　　(昭和31.3卒)

性　　別　｜　　　男　　　１　　　女　　　｜　　　男 女 男　　　｜　　　女

総　　数　1　　　24　｀ 19　　　1　　　19　　　1　　　24　　　1　　　30　　　1　　　20

ド
人数1　　11 ７ ６ ､3 ９ ５

自営晨(ｎ) 自宅手伝（6）

結　婚（1）

自営農林業(6) 自　宅（3）
晨　業（7）製　豺（1）

林　業（1）

自宅手伝（S）

大

字

別

校

外

人数 13 12 13 21 21 15

四国
－ヽ
高主

知に

県

心

工　貝（4）

店　il (2)
建築黙（2）

理　容（1）調　理（1）

高校生（1）

洋　裁（2）店　員（1）

工　凧（1）
看護婦（1）
高校生（1）

店　殴（3）
,左　　官（1）
高校生（4）

看護婦（3）
理　容（2）
洋　裁（1）
店　H (1)
車　掌（1）
高校生（6）

工　il (2)

さ　工（4）
左　　呂
店　貝（2）
高校生（9）

洋　裁（3）
工　殴（1）
女’中（1）・

事務■I (1)
高校生（4）

詔
外

洋裁’工（2） 洋　．裁（2）

工　吸（4）

工　殴（5） 工　Pi (5)
店　殴（2）

工　員（4） 工　販（3）
美　容（2）

　゛仁淀村立別校中学校友会発行「会員名簿」（昭和30年12月１日現在），および仁淀村立別枝中学校「卒業生

　　名簿」より作製

　　大字別枝外の欄の四国外は，おもに阪神，北九州，岡山である．

　　高校生は佐川高校仁淀分校に入っているものが多いが，下宿しているものもあり，また卒業後主として村外

　　に就職するので一応村外として取扱つ↑こ，

近代的な大工場や事務的な職業につくものはごく少数である．彼らは卒業後すぐこのように故郷を

はなれて出稼ぎに出，その土地に定着するのが普通で，いかかる悪条件のもとに投げ出されようと



16　　　　　　　　高i知大学学術研究報告　第５巻　第32号

親元の経営に帰ることができない．すなわち後述するように，この山間部落では，たえず労働人口

は，流勁的過剰人口の一形態を,なしていて，農家経営は確立していず，完全に生産手段からきりは:

なされる危機に常時直面しているレ

　女子の場合も，中学卒業と同時に出稼ぎのために家をはな.れるものの多いことは，男子と同楡

で，９年にわたる女子卒業生総数151名φ，村内にとどまったものは43名(そのうち出稼ぎ先から刷

して来たものを考慮せね･ばならない)，村外に出たもの108名で，出稼ぎ者72％，村内滞留者28％の

割合である．彼らは，短かくて軋５年，ながけれぼ７，８年出稼ぎ先で勤務したのち，結婚準備の

ために村に帰って，ここから嫁いで行く,のが従来も今も一般的にとられているコースであるが，最

近では出稼ぎ先で結婚するも.のも'多びということである．女子の就職先は，主として都市で，高知

市，阪神，岡山などが多く，出稼ぎ者108名中の42名が阪神地方に出ている．その就職場所も男子

の場合と異って，近代的賃労働者として大工場に勤務するものもかなり数えられ，たとえば今治の

東洋紡２名，東洋レーヨゾ2名，大阪の日本繊維に４名，三重県津の近江絹糸１名，高知市の敷島･

紡３名などがあり，中企業で心，大阪府泉南郡の尾崎紡繊に３名，同じく和泉紡繊に２名などがみ，

られる．その他では，看護婦，美容師√洋裁師，店員，その他サービス業に従事するものが多い･

このように女子の職場への進出が著しいことが一つの特徴として必げることができるであろう．

　また昭和26年頃から高校(からに佐川｀高校仁淀分校j)にすすむものが多いが，これは進学するこ

とによって，より労働条件のよい部門に入ろうとする一つの意図によるものとみなされる．

　このように，男女とも卒業生の３分の２,という大部分こ)ものが転出しているだめ，部落の戸数お

よび労働人口はほとんどかわらぬままめ状態を維持している．そしてさらに最近では，経営を担当･

すべき長男でさえも離村して村外で働きたいという欲求をもっている．

　この状態を，次にわれわれの主たる調査対象部落である本村に関してみると次の表のようであ

る．この表から一般を判断することは困難で必るが，女子の就職状態では，大体中間層士.位以上の

ものが近代的な大工場など，労働条件こ)よい生産部門に勤務しているのに反して，それ以下の農家

　〔本村部落の農家階層上にあらわれた出稼ぎ者とその職種〕

調　　査

農家番号 男こ 女

上　眉
１

２
１

中間眉

16 ’

　5

　4

17

18
24

10

　9

　6

　7
n

22

21

大工（松山）…26才・

大工（松山）…25才

サラリーマン（東京）…27才

東洋紡績今治工場…24才
〔東洋紡（今治）から帰ったもの…20才〕

東洋紡績今治工卦‥20才　，

〔出稼ぎ先東洋紡今治工場より帰ったもの…21才〕

正木紡績（松山）･･･24才
兵庫県の前田商店･･･21才
看護婦（高岡郡）…19才
看護婦（高知，町田病院）･‥21才〕

　〔前田商店（兵庫）より帰ったもの…19才〕

下　眉

14
19

23

20

12 山仕事従事（松山）…31才
共産党常任（新居浜）･･･28才

正木紡績（松山）…26才

兼業

　3

13

　8

15 大学在学中（東京）

゛調査時期　昭和30年10月
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　　　　　　　　一

層ではより悪条件の中小企業に入っていっている．また一つの特徴としてみられることは，就職光一

の条件によって帰村してきている女子（20才前後）３人のすべでが中間層農家のもので，それ以下

の層≒ごは，－たん出稼ぎに出た女子は，長家経営の貧困のゆえにどのようなことがあっても家庭に

もどってくることができない状態にある．

　第５節　木材景気と三極価格変動による農家経済への影響と労働力の移動状態

　熟畑，いも地，そしてわすかの水田による自給食糧生産，これは，労働力を山村に留めおく最基

底となうている．この上にたって，農家経営ではさらに三極・枯等製紙原料の栽培，および黄蜀葵

（のり），茶，こんにゃく芋などの換金作物栽培かなこなわれている．゛

゛本村の24戸の中でまったく三回栽培を行わないものはない．

　そしてなお不足する分の農家収入は賃労働によって得られている．以上のように，われわれは，

農家経営と賃労働の関係を把握してきた．゛

　り

　て切畑経営が造林労働をかねることも考慮すれば，部落の全体が林業の諸労働‐造林，伐採，運材の労働に従

　事しているといえよう．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　立木の価格が脆貴すれ臨,伐採・運材の仕事が増加し，伐採あとの切畑経営が拡がり，三極栽培

をかねる植林が増大する．これらによって農民の仕事がふえ，切畑小作が増加する．すなわち木材

価格の高説と三極価格の上昇は，山村の労働力吸収の増加を呼び，山村の人々をうるおわせる．

　昭和26, 7年の朝鮮戦争ブームによって，林業労働の賃金が，日当1,000円以上にもはね上り.，別

府山にも業者が多数入りこみ，松山,を）たりからも山林労働者が登ってきた．その頃はまだ，三極価

格の上昇したときであって，昭和27年末には三極白10貫, 15,000円近くにもなった．（三極および櫓

の価格変動については下のグラフ参照）

　このような影響7）もとに，この山の人友:ちの生活も多少たち直り，行商人の出入が多くな貼．ラ

ジオ・ミシンなどが村に入った．゛

゛「昭和30年において，別校小学校下６部落

180世帯において１　ラジオ58台，ミシン41台

自転車38台あるが，これらのほとんどが.この

当時にかわれたものである.」（別枝小学校教

諭久川千代子「社会環境が児童におよぼす影

響の一考察」より）

　しかし大きな儲けをしたものは，山林

の大所有者（少くとも10町歩以上のも

の:）や，切畑の大規模経営者であって，

彼らは，タイノレ張りのかまどや風呂場を

つくった・

　だがこれらの好況はながく続く心ので

はない．ブームのあとに来yこものは禿山としてのこされたみじめな故郷の姿であった．続々とくり

こんで来ていた松山方面からの山林労働者も仕事がなくなって次々に山を下っていき，三極価格も

暴落して4,000円にまでなった．林業労働は皆無にはならないが，伐採量は減り，業者も少くなり，

最近では，山仕事からの収入乱このブームの時期の半分もとれたらよい方でき)る．この本村部落

にはまだ山林労働への需要がを)り，また電源地が近いのでその工事や林道工事に従事して現金を得

ているが，より奥の芋生野や生芋などでは，人々は炭焼きに転挾しつつき)る．このように，仕事の

量も現金収入も減り，生活はいよいよ苦しくなって，長民は経営維持辺)ために作物転換を考えてい

る．昭和5, 6-年の恐慌のときには，製紙原料価格の暴落と山林労働の落減のために，部落の若者
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のほとんどすべてのものが仕事を求めて山を下り，北九州炭坑地帯や阪神などの都市へと流れてい

･つたことを，或長老は語っヽだ:が，このように村内では，労働力が景気の変動によって切畑経営と山

林労働との間にたえす移動し，そしてまた両者の条件の悪化の結果は，村外の遠近諸地域への出稼

ぎ労働に出るという，このような労働力の流動的存在は，いうまでもなく過剰労働人口の山村にお

ける一存在形態にすぎない．そして上述の隠居制度によって，やっと保たれている農家経営もこの

ような資本主義的経済変動の荒波のなかにあやうく没し去ろうとする．

　都市の商工業における労働人口の吸収も飽和に達し，過剰労働人口が農村にも都市にもと)ふれて

きている現在，人口流出もさして容易ではない．しかしながら，経営をつぐ一人をのぞく他の弟妹

たちはすべて流出していく，それは一つには，前述のようにこれらの農家経営では，労働力を収容

することができないからで，この瓜前の灯のような経営を保持するためにも二．三男は村をはなれ

なければならないこと，第二には，平坦地農村や都市では独占資本主義の収奪下にいかにその労働

条件がわるいとはいって乱生産力の低位な，前期的諸制度の多くのこっているこの非文化的な山

村より乱はるかに住みやすいからで必ろう．また，家族全体が完全流出することがないのは，家

故として流出しても，独身者の流出と異って，村外における生活が困難であることと，わすかなが

らの土地所有によるささやかな安定感と，土地を手ぼなすことに対する未練のためで忠)ろう．

　第６節　山村の農民をこのような窮迫した袱態においこんｔ｀いる主要な原因はどこにあるか

　別府山というこの広大な山を故郷とし，この奥深い陽９あたらぬ場所で，生れ，育ち，働きなが

ら死んでいくこれらの人々の生活は，どうしてとんなにみじめなので必ろうか．　彼らはこれを，

｢別岐では，人口が多すぎて自然資源が乏しいからだ｣という．このように思われるのももっとも

かもしれない．しかし，われわれは，現象の奥にある本質をつかまねばならない･

　バス停の秋葉口をすぎればもう予土国境，本村の頂点，池の峠に立って伊予の側をみ下せば，そ

こは，仁淀川沿いに，き)るいは山腹に沿って段眉になうた水田が，青々と波打ち，立ちならぶ農家

も，そのほとんどが瓦葺きめがん丈な構えであることを知る．これらの，とうもろこしに僅かの米

を混ぜて常食とする茅ぶき小屋の人ﾌﾞこちにとって，この光股は眼にも痛々しくうつることであろ

つ・

　平坦部の水田地帯農村は，農地改革の結果，かなりの変化をとげた．少くとも土地の多くの部分

が地主の手ににぎられて，高頬の小作料を支払っていた頃とくらべれば，そのことは明白で忠)る・

しかし山林に関しては，農地改革は適用ぎれなかっすこ．゛

　゛この仁淀村でも，僅かばかりのボ田とかなりの畑に関しては土地解放が行われたことを付加しておく．

　そこでわれわれは，別岐の山林が，誰の手によって，いかように所有されているかを考察しなけ

ればならない●　　　　　　∧　　　　　　　　，．

かくてわれわれの限は，大宇別岐にとどまらす，

　　　〔仁淀村の土地状況〕
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゛「仁淀村勢要覧（昭和30年版）」による
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仁淀村全体にひろげられなけれぽならない.

　１．仁淀村の産業

　左表にみられるように，仁淀村（旧別府村およ

び旧長者村の合併により成る）では，土地面積の

うち山林が93％以上.をしめ，水田や本畑はこれ

に圧迫されて，わすか３％余りである．このよ

引こ田畑がわずかであるにかかわらず，村人口

の81％のものが農業世帯に属していて，摂家１

戸当り平均の耕地面積は，田４畝９歩，本畑２

反４畝17歩ということになる．したがって，こ
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れだけの水田と本畑から生産される米，麦類はとるに足らないだめ，住民は，とうもろこしと甘藷

に多く依存している．それでもまだ村内自給にたるだけの食糧生産は不可能な状態にある．

＿._＿匠巴ごごよび人口〕　1.
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゛「仁淀村物要覧（30年度版）」より

　村の産業についてわれわれが手元に得られる

資料としては，農産物に関するものしかないの

であるが，それによってこの村の産業を一応大

づかみにとらえることができるであろう．とい

うのは，労働人口のだかにおいて占める農業従

事者の割合が圧倒的に多いからである．

　旧別府村，旧長者村両村の農産物のなかで，

とくに三極・枯ととうもろこしがすばぬけて多

い．仁淀村のとうもろこしが，高知県において

どのような地位をしめるかをみると次のようで

ある．.

　昭和29年産－イナー・クロッグス町村別作付

面積によると，高知県下７郡１市のとうもろこし作付面積は2,200町歩，その３分の１の717町歩を

高岡郡(27町村)が占め，そのうち旧別府村が137町歩，旧長者村が105町歩である．ちなみに県下

におけるとうもろこしの主要生産町村をあげると，次のようで，

　１・吾川郡池川町　261町歩・

　２．高岡郡祷原村……175W]｀歩

　３．高岡郡別府村‥･137心歩

　４．吾川郡名野川村･･･n9町歩　　．

　５．高岡郡長者村……105田J一歩

これら５ク町村が県下の他町村からぬきんでて圧倒的に多い(｢高知県農林統計年報(昭和29年度版)｣より).･

　次にエ芸作物（三極・枯・こん

にゃく芋等）についてみるとい日

●　ｗ　　　　ｌ別府・長者両村の県および高岡郡

においてもつ位置は表にみられる

通丿で，県下で三極および枯栽培

面積の最も多い町村は，以下のよ

うである．

〔工芸作物栽培における別府，長者両材の県郡に占める位置〕

県　　計

高岡郡計

別府村

長者村
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町
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3,810

1,028
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　222

　　町
l,9B0

　687

　272

　160

　　　　　　　　　　　　　町高知県農林統計｡(昭和29年版)｣

〔高知県下の主要な三極・椿栽培町村〕

町　　村　　名

　吾川郡池川町

　高岡郡別府村゛

　高岡郡長者村

　長岡郡大杉村

　高岡郡笏原村

、吾川郡名野川村

　長岡郡東豊永村

　香美郡椙山村

　長岡郡酉豊永村

　吾川郡大崎村

　長岡郡吉野村

一
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゛「高知県農林統計（昭和29年版）」より
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　最後に林産にうつろう．樹林地の構成は次のようになっている．

　　　　　　　　〔樹林地構成〕

　針葉樹杯＿．＿　－－
人工林｜天然林

＿リム､m m w

人工林１天然林
＿｡､訂広屁父珂－
人工部「天然林

Ｆ

人工林 天然拓

高　知　県(計)

高　　岡　　郡

長　　者　村

別　　府　　村

　　　町
138,748

　25,546

　　　538

　　　664

　　　町
34,815

　7,03S

　　120

　　210

Ｊ汀

576

240

一

一

　　　　町
214,395

　46,888

　2,620

　2,630

　　町
4,079

　517

　　－

　　－

　　　　町
138,241

　20,621

　　　551

　　　950

　　　町
143,603

　26,303

　　　538

　　　664

　　　町
387,451

　74,545

　3,291

　3,790

　　　　　゛「高知県農林統計年報（昭和29年版）」より作製（昭和26年８月１日現在）

　すなわち，針葉樹林においては，人工林が天然林の３倍ないし４倍になっている．昭和30年にお

いて，この山林伐採による収益は, 1,254万円にのぼ･り，また10万俵に達する木擬の生産からは，

.2,400万円の実収をを）げている〔村勢要覧より〕・

　以上からみて，この仁淀地区が，三極地帯，あるい（はとうもろこしの村，と呼ばれるのも当然

であることを知るで産）ろう．そしてこれらの作物栽培に従事している良家において，兼業農家が比

較的少いが゛，これらの農家が濃業経営のかたわら林業労働（山林の造林・伐採・運材とともに製

炭もふくむ）に従事しているものとみなすことは，前述の別岐本村の調査から判断して妥当であ

ろう・

　゛専業農家の全農家の中にしめる割合は，高知県の42.1%,高岡郡の47％に対して，旧別府村74.7%,旧長者

　村70.7%である〔前掲股林統計より〕．　　　＼

　２・旧別府村における土地（とくに山林）の所有状況

　山林の所有状況については，統計資料その他諸資料の関係から，とくに且別府村に限ることにす

る’l昭和６年４月1P,現在における別府村F宇計釜」から次のような資料を得るノ゛

　　　　　　　　〔集計額対照表〕　．

　゛きり畑と山林との区別が不明確で，地目が切畑で実質上は山林であるものを考慮する必要がある．

　ところで｢高知県農林統計年報(昭和29年版)｣によると，別府村の樹林地は4,454町歩で，台帳

の2,593町歩に対し1.7倍の面積である・

　別府村の総農家数は，昭和25年にか‘いて81.3戸であった．これらの農家は，田の28.87町，本畑の

429.16町歩を耕作しなければならないので，いきおい一農家当りの経営耕地面積は狭脱になり，一

戸左)たり平均田3.rm,畑５反余りという,づ良家経営としてたつことも不可能な状態におかれてい

る．したがって経営耕地広狭別にみると，下表のように，ほとんどが一町以下の零紋農家である・

　　〔別府村の経営耕地面積広狭別農家〕
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　そこで彼らは，他方に山林を多少とももち，これによって薪炭生産，切畑における製紙原料生産

･に従事している．すなわち，山林は，以下にみるような集中的な大所有のかたわらにおいて著しく

･細分さ籾ていて, 2. 3反力ら１町たらすの山林零細所有者が多数存在し，土地台帳面にあらわれた

村内の山林所有者数は, 1,000名にものぼっている．これに対して村外の山林所有者は76名である．

50町以上の所有者

20町～50町

10町～20町

５町～10町

３町～５町

　　計

６
３
Ｓ
２
８
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－
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8
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町
町
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町
町
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9
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4

9
6
6
7
1
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ｑ
）

20.69%

14.21

13.34

17.14

　2.74

68.12

゛役場の「国史資産税に関する土地台帳」,紅よび｜休
　安林台帳」から作製

　左の表は，山林の所有（所有者数とそ

の面積）を示すもので旧別府村の山林総

面積4, 621町歩のうち, 3,148町歩，すな

わちG8％が214戸i（農家総数813戸の26.3

％にあたる）によって所有されている／

所有の集中度をさらにみれぼ，50町歩以

上の大所有者６戸が村の全山林の約21％

を所有し，また20町歩以上の所有者につ

いていえは，29戸が村の全山林のあ％を

占めている．そしてこのような独占的大所有のヽために大多数の農家は，みすからのための山林利用

から排除されて，前記のような零細経営にしがみついているのである.

　50町歩以上の山林所有者は，以下のものである.

　　　　　　　　〔SO町以?ﾋの山林所有者〕

所　　有　　　者

Ｋ他10名の共有

ことの共・

Ni

別府村村有林

株式会社九五商店

　　　Ｔ

所有者居住地｜所有山林面積

村内上川渡

村内別枚芋生野
　　．μ

村内別枝都

　　　が

徳島県三好郡池田町

高知県香美郡岩村

64町3反

62町8反

　7町O反

74町9反

184町6反

478町5反

　83町6反

筆 数

1
1
2
1
0

　
　
７
　
　
４
４

　
　
１

村内所有者

村外所有者

　このうち，村外の２者の所有分は,保安林として指定され゛，また|日別府村で保安林となっている

ものは，台帳面で659町８反，他に約100町歩のものがある．゛゛

　゛旧別府村の場合，保安林は主として水源かん養を目的とし，このように指定された土地では切畑耕作もでき

　ないため，保安林の拡大は農民にとっては脅威である．このように土地は囲い込まれ，農民はそこから放逐さ

　れる．また広大な山林が私的所有である限り，山林に対する政府補助は，個人に対するぱ涙資金の投入にな

　る．それはまた同時に，独占資本である電力会社の存立をたすけている．そして発電所は，これらの山の住民

　を前述のように低賃金で工事に使用している．われわれは，仁淀村の山間部において，水源かん養林としての

　保安林の設定を通じて･国家と電力独占資本と山林大所有者が結合しｉ‾いる事実をみること力jできる・

　゛゛本村部落No. 1の20C町歩がここに入っていないのは，彼の所有地の大部分は，境界をめぐって訴訟ざだ

　になっている大阪山と庄吉山の一部を買いとったもので，役場の土地台帳には登記されていず，ためにここで

　は一応除外された．しかし，本村のＮ０.:Lにおける広大な雑木山の購入とその植林への志向の面は，前にも述

　べたように，農民的な道による資本主義的林業経営へひかう一つの型として重視されるべきであろう．

　では次に50町歩以上の所有者の性格をみよう．

　ます，村外の大所有者では, 500町歩近い大阪山の所有者丸五商店がある．彼がこれを手に入れ

ゐまでには，次表のような経過をたどって土地は所有者をかえていった.，

　この山は，その昔黒滝山,と名づけられていたが，上の１うに大阪の資本によって所有され，また

叙ゐ手において伐採されたので，それから以後も「大阪山」と呼ぽれ続けている．この山は明治40

年頃に伐採され，それ以後現在まで，植林もされず雑木のままで残されている．医師町田氏はこれ

を，癩病院を建てる目的で買い入れたが，村民の反対によって思いとどまり，丸五商店に売ったも

のと言われている．
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〔大阪山所有の変遷状態〕

　宇長谷2703番の1,3等

１．山林反別弐百二拾八町六弟二三歩

　　此地価　金四七円六一銭，地租金一円十九銭

大阪府東区南久太郎町二丁目四一番地

　　　　　　　高　砂　長　兵　術

年　　月　　日

明治43年ｎ月２日

明治44年５月２日

大正､2年１月15日

大正７年４月26日

大正８年８月５日

事　　　由
一
所有権移転

ク
　
ク
　
ク
　
グ

　県，郡　市，町　村　名

大阪市南区鰻谷東の町７番地

高知県高岡郡佐川町

　グ　香美郡赤岡町

　グ　高知市本町

　ク　高知市

所

阪
森
弘
野
町

有者氏
一

上　　萬

　田

中

　田

常　三

　旦

名

助
栄
亀

郎
龍

大正12年９月１日分許可二付，本番ニ３，２号ヲ付シ･･･55町歩, 150町歩に分割，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（しかし全体として所有はひきつがれた）

昭和26年11月29日

昭和26年12月１日

昭和31年６月22日

所有権移転
グ
　
グ

高知県高知市

徳島県三好郡池田町

　Z/

町　　田　　昌　　直

丸五林産合資会社

株式会社丸五商店

大阪山は現在では，村内地主にみむきもされないような価値のない山になり，丸五商店も林業経営に力を注

　ぐこともなく，単なる所有者にとどまっている．外部の資本からする山林所有が，どうして林業経営をここで

　発展せしめ得なかったか，については更に考察を必要とするであろう．　　　φ　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ?　とにかく，この山が村外の所有者によって独占されていることが，植林も行われす，山の手入れ

もなさ粍すに価値のない状態で放置されている大きな理由でき)ろう．

　われわれは，村内の山林大地主に移ろう．

　ます，7馴]｀歩の山林を所有する別咳都部落7),Ni氏は，この地域におけ引目家で，同じ部落に住む

同姓の親族もまた31町，16町歩の山林を所有している．現在もたえす出入りしている２軒の｢子

方｣がを)つて，その他に日雇いで部落の人たちを造林労働につかっている．そして最近では毎年１

万本の苗木を植え，今年はその倍以上の植林をしているということである．　　　　　　　'

　第二に，芋生野部落のＮ氏は，その昔雑貨商を営んでいたが,.明治末期の大阪山の伐採のときに

儲け，以後一代で山林地主に発展していったもので，現在では60町余りの所有者になっている．彼

は今では商業もやめ，専ら山林経営に従事しているが，切畑借地による刈分小作料収取や造林の労

働地代収取など，脂役的な諸関係を利用し，旧家Ni氏と同稲な地主的性格をもっている．さらに，

このような商業資本から地主への転化の傾向にあるものとして，芋生野のＡという雑貨商兼製炭中

買業者を附加しておこう．　　　　　　　　　　　　．･

　ここで付言されるべきものとして，最近急速に逃出してきている川渡部落のＭがある．彼は，製

材業から出発し，やがて素材業者をかね，そして山林所有に伸びて来たところの林業一貫経営者･

で，今では10町歩近い山林をもってい'る．゛　ト

　゛Ｍ氏は，現在村における高額所得者の一人で，村民税の所得割，固定資産税その他において，村民の中に占

　める位置は，固定資産税で第10位，村民税では第５位である．

　村内の地主に限っていえば，これらの異った経歴をもつ山林所有者を次のような三つの型にわけ･

ることができよう．

　ます第一に，旧家で，依然として部落内で旧諸関係を利用しながら支配的な地位をしめているNt

家は，いわゆる地主型の山林所有者で忠)る．次に，経歴からみて，芋生野のＮ氏は，商業資本から

の山林所有型でき)る．そして第,三のＭ氏は，産業資本からの山林所有型と多なすととができる．

　と;れらのうち旧地主型の所有者は，依然価値ある山林を所有し，脂役・刈分け小作制などの利可

の上に，造林経営のみに限って堅実に所有をかだめ，部落を支配しながら悠然と居坐っている．そ

してこのような旧態の土地所有と経済構造の上に商業資本がさかえ，これが山林地主となるときに
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は，旧地主と同様の性格をもつにいたる．そしてこれら二者にくい‘こもうとする産業資本からの山

林所有は，これらと対抗関係に立っている．すなわち，この産業資本から進む林業一貫経営型のも

のにとっては，独占資本からの圧力も大きく，また芦造業者間の競争と素材業者間の競争のもとに

その発展はおさえられ，他方，このような地主型の堅固な所有にわりこんでいくには多くの困難を

伴う／しかしこの産業資本からの山林所有も，この地域のふるい諸関係を利用したがら，低賃金労

働力の使用をてことして発展していくことは可能で忠）る．　　．

　要するに，このような土地所有関係と，それにもとづく経済的諸関係のもとにおいて，資本主義

的な林業経営への方向は，具体的にどのような形態とコースを辿るか，そしてまた農民尼に）分解の

上に立って，農民的土地所有による下からの資本主義的林業経営への道（例えぱ, No. 1のような

富農的経営者）が，果してどこまで進みうるか，このような問題にこたえるためには，われわれの

研究と調査はさらに深められねばならない．

　　３．このような土地所有にもとづく経済的諸関係について

　　以上，別府村におヽける土地所有について，大づかみにみてきたわれかれは･ここで再び別枝上の

地域にふヽける部落構造の内部にたちかえり，このような土地所有の下での経済的諸関係を考察する

ことにしよう．

　ます，前資本主義的経済衝造からほとんど不変のままの山林の独占的所有の上に立って，商業資

本・高利貸資本が公民を支配している姿は，芋生野浪よび生芋の製炭者に対する雑貨商兼木炭中買

,賃者の関係にふヽいてみられる．土地からほとんどきり離されたこれら山村の農民は，山林労働の減

少とともに，炭焼きにうつって行ったが，製炭用の雑木林も所有しない彼らにとって／炭焼きがま

の資金（約１万円）や原木代を商業資本から前借りしなければならす，そのような｀ヒモ付きのもと

･に，生産された木炭はすべて，この中買業者に出される．そしてこの木安中買業者は，米，酒その

･他の食糧や家庭月丿品などの雑貨商をかねているので，これらの消費物資の前借りからも，次第に彼

　らは，これら商業資本・高利貸資本の支配下におかれていくことになる．また，これらの商業資本

｀から原木代を前借りしない場合には，炭焼きをいとなむ農民は，地主の山の雑木を製炭する条件と

　して･生産された木炭の５分の１，あるいは７分？１を原木代として支払わねばならない．このよ

　うな形で農民は，その土地所有からの隔離と零落しだ農家経営のために，次第に山林地主や商業・

高利貸資本の従属下に陥っていくのであるご

　このような例は，それよりもよりぼかされた形でではあるが，われわれの主たる調査対象である

本村部落にぶヽいてもみられる．たとえば, No. 4の隠居の場合，前述のように部落の長老で秋葉神

歌の総代の地位にあり, iNo.24のＹ氏が村に入ってきたときも，いち早く切畑を貸し与え，部落に

おける極貧農家No. 12に対しては，牛を買うのに金を貸すとか，部落有林の小作をやらせるとか，

珊々の「面倒」をみ,’さらに他部落民に小作地を借すなど，このような土地の貸借関係を基礎にし

て，他面に高利貸もかねている．そのためにこそ彼は，既にみられたような僅かの土地経営の上に

.居坐りながら，依然部落の長老として支配的な地位を保ち，また，秋葉神社の寄付にしても５万円

という金を投することができたのである．さらに，部落外から入って来て商店を経営しているＫ氏

もまヽだ，切畑の貸付を一方のささえとし，他方商業のかためら高利貸も兼ね，この利子は，先の長

老よりも高く，月５分であるという.゛　　　　　　　　　　　・

　゛.次の表は，本村における小作関係を示したものである．　　　　　　　　　　４
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〔本村における小作関係〕
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切畑　2反3畝
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切　畑

採草地

愉
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畑
畑

熟
切

熟 畑 1反

貸　　　付

No. 3
隣村の人

Ｋ氏（霧の窪の隠居）

都のＮ（山林地主）

K, Y, K'

No. 3

者

霧の窪のＦ氏
３人の地主より
隣村のＮ
芋生野のＮ氏（旧家）
霧の窪のＦ氏

No. 4の隠居，部落の長老
　吾川村のＴ氏

　村有林の分
　No. 1

隣村の人
芋生野のＭ氏
部落有林

Ｋ氏(商人)
Ｋ氏の分

　芋生野のＮ　　。

　大師堂の所有地

隣部落(霧の窪)Ｎ氏(旧家)

小 作

現物2･分の１
現物４分の１と造林
現物小作料３分の１

料

現物３分の１
霧の窪Ｎよりの1反分は小作料3SO円，
No. 8 (部落の旧庄屋）よりの1反分は三

中平分1町小作料1,000円，隣村

人よりのl町は現物４分の1の刈

１からの２町分は小作料として

行う

で４分の１
分の１

三極白４分の１

刈分け,４分の１

杉の造林労働

刈り分け

造林労働
三回白の１貫目．
杉の造林労働
現物三極黒で３分の１
年700円

現金3,000円

年S00円(父の代からの口約束)

　　結　　　論

　以上のことからわれわれは．別枝本村の農民層について，一応つぎのように結論づけた．

　ます歴史的要因として，次のことが乙げられる．すなわち，この肘岐の地域では，土地，とくに

山林が独占的に所有されていて，しかも旧来の地主がその上に生きながらえたま砥，旧い生産構造．

が維持され，それが明治以後の日本資本主義の成立過程に順応し，少くとも土地所有関係に関する

限り，根本的な変革がなかっ友ﾆということ．換言すれば，前資本主義的経済構造が，この山村で･

は，完全に分解し解体することなく，ただ流通過程を通じて，徐々に変化を遂げてきたにすぎす，

したがって，旧い経済的諸関係が，今も根づよく残っているということ．

　そして，この地域の経済構造を現在の時点においてみれぼ，土地所有からほとんど完全にきりは’

なされた零落した農民が，自給部分右左かなえぬほどの僅少の土地にしがみついている．このよう

な山村に，このような形で労働人口を維持せしめている要因としては，全体的な独占資本主義機構い
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のもとにおける過剰人口の形成が圧力となっているととがを)げられ，そしてこのような機構的な要

因がこの地域における農民層の分解をさまたげ，旧諸関係を保持する働きをしている．

　以上のような前提の上.にたって，もう一度この部落の階層毎の特殊性をみなぷヽしてみよう．

　われわれは，この部落の中の基本的生産関係を単純に半封建的生産関係として，すなわち，地

主・小作関係としてつかまえることはできない．そして，やはりここでも，基本的な経済法則は，

地主における資本主義的林業経営への発展の方向であり，そしてそのもとにおいて農民層の分解が

進んでいるということである．しかし･この農民雁に)分解乱農民的な下からの資本主義7)発展を

すなおにおし進める分解ではなくて，旧諸関係をまといつけた形におけるそれで画った．

　われわれはここで，農民7)山林大地主との関係を中心にして，農民各階層の性格をつかんでゆこ

う．なぜなれば，生産諸関係(とくに生産手段の所有関係)を中心として，われわれは，経済的利

害の対立矛盾をみなければならないからで忠)るし，また，農民の貧困の根底にあるものは，彼らが

土地所有からぎりはなされているという点にと)ることを，これまでの分析から明白に把槌できたか

らで乙る．したがって，この山村に居住している限り，あらゆる階層をふくむすべての農民は，こ

の大所有地主と何らかの形において関係をもっているはすだからである．しかしこの関係は，すで

に現在社会にふヽいては，封建時代の地主対農奴の直接的な搾収・被搾取の関係とは著しく異ってい

る．それは，倍増的に複雑化されている･

　では，山林地主との直接約な関係において，最も深いものは，どの農家層であろうか．

　われわれは，以前の分析において，それが中間層農家であることをよく知っている．すなわち，

これらの農家は，切畑小作において，および，その地代支払の一形態である造林労働において，最

も直接的に関係している・

　すでにみたように，中間層農家

の小作地は，右表のような状態で

あった．とくに主要な商品作物栽　0.

培地である切畑においては，自作

〔中間眉震家における小作状況〕

地と小作地の割合は，半々であり，その小作料も，大抵が，収極量の３分の１にぶぶ現物で必っ

た．しかし，この高率の小序料をとられながら，われわれの接した多くの中間層農民は，貧困の問

題につき語りながら･も，この高率小作料の収取についてふれようとはしたかった．゛

　゛その一つの理由は，自作地切畑もかなりもっているからであろう．

　彼らの直面している主要な問題は，何としても三極価格の変動であり，その暴落であった．三極

価格は，資本主義経済のもとに，著しく動痙している．資本主義こ)経済変動によって，たえずゆす

ぶられ，まさにその経営が破滅せんばかりの危機におかれるかと思えば，またやっと浮び上るとい

う，これら切畑耕作農民の状態は，まことに三極を原料として和紙を生産する手漉，機械漉の中小

製紙業者と同様である．(この点については，後の第５章でのべられる.)

　そして，このような投機的価格にあやつられるところに，土地所有関係という基本的な問題に中

間層農民をして限を向けることをさまたげている根拠がある．かつまた，このよ'うな価稲関係を通

じて独占資本は間接的に農民を収奪している．゛

　゛独占資本と農民との間には，製紙独占資本と手漉，機械漉和紙･業者の開の競争，収奪関係など，複雑な中間

　項が入る．ぐれについては後の第４章，第5章にふれられている．

　他方，地主にとって，この山村の農民をして丿三極を栽培させることは，この上.なく有利であ

る．というのは，彼は，その小作関係を通じて高額こ)小作料をとり得るだけでなく，無償の造林労

働(地主は，切畑小作地において，小作人に三唖・楷の耕作と同時に，植林とその撫育をさせる)を得る

ことができるからでき)る．したがって，三極価格の暴落によって切畑小序から農民･が去り，労働力

が村外に流出することは，単に造林のみならす，その怯伐採，運材の労働力も失う結果となるか

　　　　　　　　　　ら
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ら，地主にとっても脅威でき）る．ここに，地主層の政治的代弁者でき）る党派すら，紙幣硬貨化（内

閣造幣局は，三極の一大需要者であるから）に反対している根拠が忠）る．このように，切畑におけ

る三極栽培は，この山村における労働力培養のみなもとである．そしてこの三極栽培の存在こそ

が，殖民の完全な労働者化（山林労働者化であれ，都市にぷヽける工業プロレタリア化であれ）をさ

またげている主要因である．この点に，われわれは，三極栽培が明治20年代に，上から地主によっ

て奨励された理由を見出す．そして二まだ，このような条件が，古い諸関係をき）くまで持続的に残し

てゆくのに役立ち，かつ，このような三極栽培が，林業とならんで行われたことが，村内地主を強

化し，外部からの山林への資本の侵入を，かなりの程慶にまでさまたげた一要因であるとみなすこ

とができよう．

　しかしながら，三極が商品作物であり，その生産者が小商品生産者でき）る限り，そこでも農民層

の分解がおこる．しかし，その良民層の分解は，上のような山林の所有関係と，それにもとづく経

済諸関係のもとでは，きわめて緩慢にしか進みヽ得ない．そして，上向するものと，下向するものと

は，ともに脱「三極栽培」化一脱農民化の傾向をとる．切畑耕作から離脱することは，いわゆる地

主との直接的経済関係の稀薄化を意味する．すなわち，基本的な方向においては丿口い形での，地

主による農民に対する直接的な支配の経済的基礎が，資本主接的商品生産の法則が貫徹していくな

かで，くすれてゆくのをみることができる．この方向をさらに促進させるものは，和紙と洋紙との

市場における対抗関係が，原料における三頓とパルプとの競争としてあらわれ，ここに製紙原料生

産にふヽける生産力が関連して，地主的土地所有のもとに全くの低位な状態に停滞している三極の生

産力は，パルプのそれの前に屈し，三極栽埓はかなりの程度にまで躯逐せられる迩命にあることは

あきらかである．この点でも，三極の切畑経営に寄生する旧地主の経済的基盤は，くすされる方向

にあることが看取される．要するに，基本的には，資本主義の経済法則は，旧形態の地主（資本主

義的林業経営に順応しかいところの地主）の基盤を，容赦なく侵しょくしてゆくのを知ることがで

きる．

　さて，上層に向うごくわすかの官農は，三極栽培から離脱して，地主と同様に植林経営に進むも

のでき）る．そして，この道にまさに辿りつかんとしながらもそれをなし得ず，桂林経営のための地

固めに懸命になっている（商業的な多角経営と，勤労農民の典型ともみられる労働によって）姿

は, No. 2にみjられるし，この道を今や歩みはじめた姿は, No. 1においてわれわれはみた．そ

して彼らは，やがて旧地主との対抗関係に入る．

　それに反して，下向するところの，切畑耕作からの離脱者は，いう津でもなく山林労働者であ

る・彼らは，このようなひどい小作関係における切畑耕作からもみはなされて脱落し，今度は間接

に地主との関係に入る．それは，素材業者との直接的関係のもとにおかれて，間接的には地主のた

めに山林労働に従事する．地主は，その立木の伐採に25たって，直接，労働者を屁い入れることな

･く，多数の素材業者との取引によって行う．すなわち，これらの山林労働者は，慨気の変動と，み

すか･ら関係する素材業者の交替とによって，た.えす交渉の相手をかえ，また労働者としても分散し

た状態におかれる．ここに彼らの，プロレタリアとしての性格の弱さがあり，農民的な，生産力の

低さと組織力の弱さと文化水準の劣位がつきまとう．そして，たえず木材価格の変動による請負仕

事の増減にのみ眼をうぼわれ，自己の運命をすべて木材景気の変動に依拠せしめるのである．した

がって，最低賃金の確保を中心とする，労働者の他のあらゆる要求をたたかいとる斗争の力は，彼

らにおいてはまさに去勢されているようにみえる．

　そしてまた他面において，公民のすべて，すなわち，脱「三極栽培」化する両層をふくむこの山

村居住者のあらゆるものが，或程慶まで自給部分を生産するための土地を所有しているということ

が，部落爾造を通じて丿口関係を湿存する基底となっていることを忘れてはならない.

　要するに，旧地主的土地所有関係が，本質的にはそのままに持続されたとはいえ，それが，資本
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　主義の経済循造のなかに投げ入れられたという事実が，封建体制下の地主一農奴の関係とは全く異

　って，事態を複雑怪奇なものにした．今やこれら山林地主は，資本主義的（商品）生産にもとづく

　経済変動のうずまきの中に投げこまれた農民に対して，依然その収奪を強行しているが，かかる資

　本主義的諸条件は，この旧い土地の所有関係に根ざす矛盾を，いよいよ深いもやの中にうすめてい

　っている．これを理論的に慾然とせしめ，この旧い土地所有関係に根ざす経済的諸矛盾を構造的に

　よりあきらかにするためには，われわれは，激しく変動する木材価格や三極価格の経済的構造と．

それとの関連のもとにある，地主・素材業者・山林労働者の間の搾取収奪関係，及び製紙独占，中

　小和紙製造業者，三極生産者の間の搾取，収奪関係などを，日本経済，ひいては世界経済との関聶

　のもとに，価値論的に究明しなければならないであろう．



第２章近世における山村経済の動向

　　一別府山・別枝村についてー　．，

　　本草の目的は，われわれの共同調査の対象である高知県高岡郡仁淀村大字別枝一特に字「本村」部落-

　の歴史的発展過程を考察し，現在の経済構造・社会構造の理解・把握に資することであった．関係する近世の

　史料としては，従来から高知県立図書館に「天正地検帳」があり，調査に際して現地の旧庄屋中越家では，多

　数の古文書を発見できた．しかし，これらの史料全体にわたって詳細な分析・考察をおこなうには長期を要す

　るので，本稿では他の諸章との関連を考えながら，.当面，問題にし，叙述しうる点のみに限った．また，現在

　の理解・把握のため最重要な歴史は，明治以降のそれであるこというまでもないが，そのための資料蒐集はま

　だできていない．従って近世・近代を通ずる，より完全な歴史的研究は，今後に侯たねばならない．

　　第１節　夫正地宿帳の「名」と「村」

　現在の仁淀村大字別枝の地に，いつから人々が住みつき，いかかる生活を展開していったかは，

中世末まで詳かでない．われわれが手にし得る最古の確かな史料は，いまのところ，「天正地検

帳」で必る．

　現在の仁淀村の範域がその主要部分をなす当時の「別符山（別府山）」は，中世以来の系譜をもち

長宗我部氏の重臣である片岡氏の所領で忠）つた．そして天正17年(1589) 10月かち12月にかけて，

長宗我部氏の検地を受け，３用･の「地検帳」を残している．当時この地域は「別符山五名」として

５つの「名」によって構成されていた．すなわち，西森・久喜・野老山・大平および別枝の諸「名」

がそれである．５名の屋敷・田・畑および荒も含めて地稜（切畑を除く）をみると丿

反余が最大で，約13町の別校名がこれにつぎ，残り３名はいずれも約８～９町程度でき）つて，５名

総計74町２反５歩で忠）る．ほかに切畑が５名で総計392町７反33代２歩記腿されている．水田が極

く僅少であるのに較べ，各名ども，切畑が圧倒的に広いのが目立つ．にこで記しておくならば，土佐

では天正地検から明治初年まで，近世を通げて，１開＝６尺３寸，６歩＝１代，50代＝１反であった.）

　　5つの名は，さらに内部的に諸「村」に分割されているが，別校名の場合,大宮利・野地･太田･都

・芋野･カラステ･霧ノ窪・別枝および岩屋の９ク村で,そのうちの「別桂村」の範域がほぼ現在の「本

村」部落に合致する．重畳した山岳の合間を求めて，この辺では西から東に流れる仁淀川，および

南からそれに合流する支流岩屋川に沿って点在する現在の部落部落が，大体，天正地検帳の諸村で

ある．岩屋川の上から都・芋野（現芋生野）・カラステ（現鳥出）・霧ノ窪・別枝・岩屋が点在し，仁

淀川本流に合してから，下へ野地（現沢渡の近辺）・大宮利（現大見槍）があり，それらの背後の山

間に太田がある．岩屋川に沿う諸部落（岩屋を除く）と，岩屋・仁淀川に沿う２部落および太田とは

地形の関係で二分されておヽり，それが現在の大字計枝の上・下両区の区分と大体一致しｒいる．

　さて，別枝名の地検帳登録地積は第１表の通りである．そして名請人・屋敷・名請地積（合切畑）

第１表　別枝名地検帳登録地

地 目

田
田
敷
敷
畠
畠

　
　
屋
屋
　
　
荒

中
下
中
下
中
下
’

以　上、
外　に　切

計
畑

地 　　　積

一町反代歩

　2.36.3
　6.48.1
5.2.17.3

4.4. 3.1
　　21.2
　2.1.33.3
　　47.2
12.9. 5.3
71.0. 6.3

・備考．屋敷内に茶槽42代４歩が記載されている．

の関係を表示すれば，第２表・第３表のようになる．

なお上に記したように，この地方は片岡氏の所領で

あって，各名請地にはすべてに「片岡分」と記され

ている．他には「宝泉寺分」が忠）るのを除けば別校

名には上位の得分権者はなく，すべて一応作人層と

見えるものばかりである．

　これらの表によって当時の階層を概観しえよう．

即ち，最高10町以上１人が隔絶し，１町以上２町未

満13人が全体の中核となっているｊそして，下層の

5.反未満21人，とくに１反未満７人は注目される．



　第２表

一
名請人総数

屋　　敷　　数

屋蚊のみの名請人

屋敷を名聞ａも。
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この１反未満は屋敷のみの名請人３人，切畑のみの

「作」人４大である．坊主・うば各１人を除けぼ，

これらは漸次自立過程にある隷属農民が，わすかに

自己の屋敷地，あるいは切畑のみを所有するに至っ

　　　　　　　　　山之ものかとおもわれ詣．　な訃屋敷名請をしていな

い13人については，最下層5.反未満が10人で，右

と同七性格のものが多分に存在するとおもわれる・

しかし，逆に５反以上３大，うちｉ町以上１大もあ

って，他名よりの入り組みが万一あるとすれば，

13大のすべてがそのような性格のものだとはにわか

に断定はできない．　　　・

　つぎに，別技村について同じく階層構成を伺う

と，第４表のとうりである．同表は別枝村内に屋敷

を所持する者，ふヽよび同村で土地をもちながら無,屋

敷であり，かつ名内他村にも屋敷を所持せぬものを

対象とし，各名肢地を集計した（宝泉寺分・坊主作を

除く）ものである．この名請地には他村におけるも

第３表　別枝名階層　　第４表　別枝村階層
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のも含まれている．ここでは上層２町以上３人，中層5.反以上２町未満７人.，下層３反未満３人と

いう構成が成立している．ちなみに，上層最下位者と中層最上位者の間には約８反の差がある｀．最

下層３人は，屋敷のみの名請人１人，切畑のみ1.反雅代２歩，２反33代２歩の名請人,各１人であ

る．これらのものSj生棺並びに居住形式は第２表に傍記したような「抱」の記載ある名請地の名請

人に深い関係があり，それらに何らかの形で隷属していたのではないかと思われる．

　要するに，如何なる歴史的条件があったものか，片岡氏支配下の別校名には地検帳に関する限

り，中世名主的・在地土豪的な土地に関する特別の得分権をもっ’だものの存在は見当らないのであ

って，土地所有の階層差があり，封建小農民としての「自立化」を完了していないと思われるもの

を未だ多数存在させながら，全体としては近世的な農村階層構成に近づきつつあったといえるので

はなかろうか．

　ここで名内各村開の土地入組み関係をみよう．別枝村に関する第４表の名請地積は上述のように

他村にわたるものをも含んでいた．その数は20ヶ所以上に及び，かなり多い．入込み先の村も都・

芋野・カ？ステ・霧ノ窪・岩屋にわたっている．これら諸村のうち現在の別岐下区で距離的に近い

岩屋以外，すべて現在の上区の範城内である．逆に他村より別岐村に入りこんでいるのは，相対的

に少く，名請人４人，５ヶ所でき）つて，別杖村が上区の中心であ９だことを示唆する．しかも，他

の諸村間にもそれぞれ入組み関係があり，いわぼ名内諸村間の土地関係はきわめて錯雑した形態を

　　　　　　　　（3）とっている･わけで，このことは当地の創始年代が天.正年間よりかなり古く遡ることを察知させる．

　現在の「本村」部落は当時別岐村として「名」と同じ名称をもち，土居と寺（宝泉寺）があり，

さらに土地入組み関係のかためになっていることなど考えき）わせれば，別岐名の本名はここに最初

開かれ，緩慢ながら生産力の発展に伴う人口の増加と，近辺におけ吊耕作（とくに切畑経営）辿地の

不足ととも.に，新しい土地を求めて脇名が分出し，それらが漸次独立して，まだ本名との関係をも

ちながら，それぞれの「村」となり，内部的にも徐々に隷属農民の自立化がすすんでおり，まだ頗

る不十分ながらも一応近世的村落購造に近すこうとしつつあったというのが，当時の肘岐名の状態

だったとはいえないであろうか．

　この当時のこの地での，生産と生活はどうで必っただろうか．地検帳以外に直接の史料はない．

地検帳の地目では，切畑が圧倒的に広い．土地の人々は何よりもます切畑に依存して生活したはず
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である・切畑は切替畑ともいわれ，一種の焼畑のことである．つとに古島敏雄氏は「集約的農浩の普

及と共に排除せられて行った焼畑農業は，施肥農業に先立つものとして，水田を中心としだ年貢地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）耕作を可能にする農民生活再生産のだめの農業であったと考へられる」ことを論証せ｀られた．土佐

とて同じであり，この当時は大体近世中末期と同じく，切畑では稗・麦を中心とした自給食糧の生

　　　　　　　　　　　　　　I（5）産が行われＣいたと断じてよ今ヽ．そして上記の本質から焼畑は無年貢が原則で£）る．この地の切畑

も，各名毎の地積集計では田・畑・屋徴・荒と区別されて「外」或は「右の外」として掲げられて

いるのは，無年貢を示しているとみてよかろう．僅かばかりの水田や畑には，米麦その他が生産さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）れたであろうが，「田中知行方之儀，以毛見之上，三分二地頭，三分一者百姓可取之」という長宗

我部氏の租法のもとでは，それは生産者の口には殆んど入.らなかったはすである．屋敷内の茶・梢

は，特に地検帳に記戟せられ七いるが，それらは領主の着目したものであり，桑・苧などとともに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ?）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ「門役（門苧）」としＣ収納されていた．山林原野は当時はまだ領主的所有と共同体的或は私的占有

とのけじめの確立していない時代であろう’から,屋敷外の山野にも茶や格は自生し,或は栽.植されて

いたであろう．そしてその収穫は門役の他，一部の百姓･の手許には多少残ったであろう．格は自給

衣料太布（拷，夕へ，タクの転誂か）の原料であったぽかりでなく，製紙原料として重要であった．

この地でこの時代に紙が漉かれた確証はないが，あまり遠くない同郡津野柳原村には「紙漉地」が

あった（第5章第1節参照）・少くとも村落の最上層（おそらく彼等は隷属・半隷属の農民をもつ）は，貢

租と消費の余剰を若干なりと「袖品」ｲLし，貨幣流通の一端につながっていたと考えてもよかろ

り．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

（註１）　当時，隷属から独立へ向っていた農民に２つの型が考えられる．:Lつは戸主に隷属していた血縁家族

‘　が，分家百姓になってゆくもの，他は譜代の下人，被官が独立してゆくもの.

（註２）すなわち抱地を有するものは別校名で19人あるが，このうち３反以上４反未満および７反以上８反未

　　満の層のもの各１を除き，すべて１町以上の名請人である．最高10町以上の太郎左衛門を始め，５町以上最

　　上層者３人はいづれもこの中に入る．また屋敷の「抱」え人４人のうち，３人は別に「居」屋敷をもち，１

　　人は「抱」屋敷のみである．別植村で土地を名請している者のなかには，「居」「抱」をならびもっているも

　　のが２人ある．なお当「天正地検帳」では屋敷については「居」「居ル」の記載が普通である．

（註３）

居住村名|入り込み先
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（註４）古島敏雄著F近世日本農業の構造」第三篇第二章「焼畑農業の歴史的性格とその耕作形態」，引用文

　は272頁.

（註５）「天正地検帳」には切畑作物の記載されている例が多いが，別府山５名のものには記入がない.

（註６）近世村落研究会編「土佐国地方史料」306頁.

（註７）　当時の門役は屋敷について課せられていた．「岡内文轡」（香美郡桐山村岡内）や「株山風土記」所収

　「小松文書」の天正17年門苧帳などによれば，桔・茶・うるしが門苧の中心である．特に格は，古く嘉元２

　年(1304)の具同村津倉淵「注進状」（「昌簡集」巻一）に桑とともに現れて以来，荘園の年貢として中世文

　書に屡々見られることは第５章第1節で扱う紙の歴史と関係して注目されよう．門役はその後，山内時代に

　入ってから庄屋・老等の村役人が百姓１人につき年間３人役取立てる賦役となり，別府山地力では近世末期

　には一部労働，大部分銀納化されている．
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　　第２節近世別枝村の成立

　座長５年（1600）除国された長宗我部氏に替って，遠州掛川より新国主として入封した山内一豊

は，上席家老深尾与右衛門に対して，翌座長６年８月19日附で，「佐川城附壱万石　高岡郡之内所

々」の朱印状を与え，

は別府山五名も記哉さ

止まで続く．

佐
ふ
れ

川城（のち佐川土居）にあって地方知行を行わしめたが，その朱印状内訳に

，別岐の地は以後深尾氏の所領とたって，明治２年(1869)地方知行の廃

　深尾氏への朱印状に記されていた地検当時のままの五名は間もなく，近世郷村制の「村」に転化

する．久喜・野老山・太平各名とともに別枝名も同じ範域で村に変るが，広大な酉森名は解体して

桐見川・長者・高瀬・川渡・森の５ヶの近世村となり，計９ヶ村，以後佐川領山分九ク村として

総昨されるようになった（旧慣を存して九名と呼ぶ場合もあったが）．別枝でも「名」が「村」になり，

従来名内の別校村であったものは，近世「別校村」の「本村」と称されるようになった．それとと

もに，従来名内の村と祢されたものは漸次その名の遺制である土地関係の交錯性を整理されなが

ら，「村」内の「小村」になっ･て行った．延宝７年(1679)「地高米盛帳（仮称）」では烏出村が

芋野村と一括され，新しい小村名である沢渡村・通柴村の２つが野地村と一括されて，地積の確認

と貢租量の決定をうけている．元禄４年(1689)の「免平等帳」には野地・烏出の２村が記取され

ておらす，沢渡と芋野に吸収されﾂﾞともめと考えられる（都村も記載されていないが,これは西森氏に本田

常畑とも「木地挽給」として与えられていたから特別である）．近世土佐藩の体制確立期は，一般に「元禄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.，大定目」制定の元禄３年(1690)とされるが，この頃この地方でも近世的郷村が一応整備されたの

　　　　　　　（3）では必るまいか．元禄４年「免平等帳」の未尾には最初に庄屋，次に各小村毎に組頭と百姓を記し

てあるが，この各小村に１人すつの組頭は，本村に居住し全体を総べる庄屋の支配をうけて，各小

村を統括したもののようで忠）る．

　ところで，その「免平等帳」に記戟された庄屋・組頭・百姓は合わせて69人，うち本村では組頭１

人百姓は16人で計17人，本村居住の庄屋を入れれば合計は18人になる．天正地検帳では別岐名全体

の名諸人は56人，別岐村関係の名請人13人で屋敷名請人10人（うち「作」１人，「抱」１人，ほかに寺分1，

名詞人記載なき屋敷１）で乙,．た．しかし，そのうちにはとうていまﾌﾟど封建小谷民としての自立とは

思われないものをかなり含んでいたから，元禄の帳での人数は，きわめて多数の自立小喫民を輩出

せしめたことを示している．ちなみヽに第５表をみられたい．必ずしも各年度の本村の範域が完全に

第５表　別枝本村部落戸数の変遷

年　　　度　|戸数|　附　　　　　記

天正17年(1589)

元禄４年(1691)

嘉永６年(1853)

明冶３年(1870)

明治10年(1877)

不　　　　　明

昭和30年(1955)

10

18

23

2
3
2
3
18

24

屋敷名詞人数．ほかに寺分
１屋敷・名詞人の記載なき
もの１屋敷
百姓数，庄屋を加う．ほか
に寺１
百姓数，庄屋等を加う．ほ
かに寺１
有姓者を加う．ほかに寺１
　（明治４年，寺は廃寺とな
る）’
明治以後最も戸数の減じた
とき

備考（））隠居等を含まず，部落を構成する本家

　のみ.

　（2）天正17年は「地検帳」，元禄４年は「冤

　平等帳」，嘉永６年は「大神宮就再営諸入目縮

　取扱記」，明治３年は「平民苗字被指許取調

　記録」．明冶10年は「戸籍簿」，不明とあるは

　聴取り，昭和30年は実地調査に拠る．

合致してはいないかも知れないか，元禄４年の戸数

は前後を考えあわせてかなり多いものといえよう．

横川末吉氏は「近世を通じて進行した新田の開発

が，中世的遺制の最後のものを崩壌させ」，隷属農

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）民の自立化をすすめたことを示唆されているが，つ

ぎの第６表はこのことを裏書しかいで必ろうか．

　土佐藩では本田と新田（当地の常畑）とは厳重に区

別され，田制・租法を異にし，本田は天正地検帳記

服の田・畑・屋敷であって，これが固定的に保たれ

て明治初年まで殆んど変勤しない･別岐村において

もそうでき）ること後の第４節の第７表の示すとおり

である．新田（定畑）は天正地検以後新規に開発し

簿籍に捉えられたものであるから，第６表の元禄４

年の定畑地積は，天正以後それまでの開発のもので

き）つて，まさにいまの考察の時期に合致する．ここ

でもう一度第１表を振りかえられﾌﾞこい．切畑除外の
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第６表　別杖における新耕地の開発

　　　　度

４年(1691)

15年(1730)

7年(1757)

5年(1785)

7年(1810)

5年(1872)

(新田)

4.ら.6

5.1.､16

5.5. 2

6.4.28

6.3.11

8.5･ 7

内訳田 畑

　3.28.2, 5.1.24.3
　8.11.3! 5.6.17.1

1.0.13.4' 5.2.47.4

3.0.31.3; 5.4.21.2

備考　元禄４年「冤平等帳」，享保15年汀定畑

　御改帳写」，宝暦７年「丑春改新開牒」，天

　明５年F新開改牒」，文化７年「新開根据帳」

　および明冶５年「土冤定」により計算した．

地積12町９反５代３歩といっても，それから屋敷と

荒を除けば，田・畑の合計は僅かに３町１反39代３

歩になる．天正から元禄まで約１世紀といえば長い

ようで必るが，当時の低い技術と劣悪な条件のもと

で新耕地が本田面積以上に開発され，土地の品等は

ともあれ，全耕地面積はもとの倍以上に増加したこ

とは，一方に「生活農業」としての切畑があること

も考え穆わせ，緩慢なりども生産力発展の一表現で

あるといわざるをえまい．この他に，いかかる面に

いかなる契機で生産力の発展が必ったか，この当時

の当地についてはまだほかの史料を発見しえないので，具体的には残念ながら知るところがない．

　ともかく（生産力の発展→小農民の自立→近世村方の成立l）ということが当時までに進行してお

り，「天正地検帳」の時期とはかなり異った村の様相になっていﾌﾞこと考えられる．

　その後の別岐村の発展を詳しくたどろことはここでは行わない．われわれは，少しとんで，考察

の中心を直ちに近世後期にすすめる．

　（註１）武藤厚馬著「梅の薫」４～７頁，大野勇著「故山帳」46頁．

．（註２）深尾家は領内にかなり強力な知行権を行使し，原則として芯体制に準じながら相対的には一応独自の

　支配を行っていた．しかし，藩の基本法である「大定目」はそのまゝ施行され，別府山の庄屋たちもそれを

　智:写所持していた．

　（註３）もっとも名の解体整理，近世的「村付」はすでに天正地検が意図したところであり，それ以来進行し

　　ていた．

　（註４）横川末吉「長宗我部地検帳の名罰について一大忍庄桐山分専当－－」（「社会経済史学」第21巻第１号）

　49頁．

　　第３節　山に依存する自然経済

　山村の人々の生活は，昔も今乱主として山に依存している．別府の山々は深尾領で忠）り，深尾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）氏は藩に倣いながら，一応領内では独自の林政を行っていた．われわれはここで中越家文言，とく

に「御山一切御用牒」（弘化３年正月より安政６年９月まで）によりながら，近世末期の山林の姿を見

ておこう．

　山林原野は，深尾氏が直接支配する「立山」或は「御山」（稀に「御留山」と呼ばれる）と，村々

が，或は個人が控えている「地下山」とに分れる．地下山のうち，個人が控えていた山林は「相

山」・屋敷附属の山林は「家林（家掛林）」と呼ぼれ，その用役・処分は一応百姓の自由に任されて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｰ
いた．農民の山林利用はます地下山において行われ，それで不足の場合は立山に依存した．すなわ

ち，僅かばかりの地下山は，立山に袖われ，支えられていたといえよう．そして村々の主要な山林

はほとんど立山になっていﾌﾞこようである．・

　領内の山林支配のためには，佐川に御山方役所があった．そのもとで村々の立山管理の責任を負

　　　　　　　　　　　　としより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）わされていたのは，庄屋・老の地判貨人と，御山番である．諭山番は少量の扶持米を給せられ，村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）々に１～２名ずつ置かれており，泉村（旧長者村，現仁淀村内）の西森氏が別府山一帯の御山番頭取

としてそれを統轄していﾌﾞこ．

　地下の百姓たちは，組頭，庄屋・老を通じて，御山方へ立山の利用を願い出，村役人と御山番立

会のうえで御山方役人の見分を受け，差支えがなければ許可される．利用の条件として大抵の場

合，代銀・御山手銀・冥加銭などと称するものを上納させられる．

　山林の利用のうち，百姓たちにとって，ます一番重要なことは，いうまでもなく切畑経営であっ

た．切畑は第１節でも触れたように「農民生活再生産のための農業」であり，無年貢が原則であ

り，この時代の当地方では冥加銀が徴せられているが，後に触れるように，これとて切畑のこの本



　　　　　　　　　　切畑経営地帯の経済聯造　011島・関田･西沢・二宮・森井）

質を変えるものではなかった．

　切畑をのぞむ百姓たちは，ます願いの文書を差出す．-一例を示そう．

　　‘奉　　　願

徳道御山之内奥茶畑

一．伐畑・壱ヶ所

　　方　　　限

(異筆書人)
　丑川乱月右見分済
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　　東ハ徳道谷限　　西ハ前椎茸己屋道限　　廊ハスボドチ谷限　　北ハ常四郎願切畑限

　右ハ私共和地鮮迷惑仕候間，何卒右之場所御見分之上伐畑二御差明被仰付被為下度奉願上候．左候時ハ追々

百姓業成立之為筋ニモ相成可申卜存候間，何卒御慈恵を以御指明被仰付被為下度奉願上候．

　右奉願上候通御聞届被仰付被為下候様御取計奉願候．己上．

嘉永四年亥二月十四日

五人組頭

　　源　次　殿

別枝村大見鑓百姓

同
同
同

助
郎
蔵
□

　
太

伝
庄
文
□

　五人組頭は添書を附して庄屋・老へ，庄屋・老もまた添書を附して「御山方御役人所」宛提出す

るのである．

　現に用材（黒木という）の生えているところとか，植林の適地などは避けて，許されそうなところ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）を願い出るから，大抵は許されているが，音沙汰のないまま暫く打ちすてておかれたり，「別紙願

出，御鹿狩方指図を以，御詮義二不被及，願出差返候間，此旨為被心得可有之候」（寛政２年10月文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）書）等とかいう理出で不許可になったりすることもある．許可期間は，大抵10年間であり，冥加銭

を課せられ，10少年間毎年同額を庄屋を通じて納付する．願い出入は，２～３名から数名連名であ

　　　　　　（6）る場合，「組」の代表者であろ場合，村役人や有力者個人である場合などあるがレ個人の場合に

乱願首のなかに大抵「御差明被仰付被為下候ハバー同成,立冥加至極二奉存候」というような文言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
があるので，耕作者は単数ではなかったようである．

　特殊な例として「右は先年別院村庄屋附地伐畑二御坐候所御山二相成」（嘉永７年ｎ月別植村庄屋中

越茂左衛門願書）とか（右ダ私初切吟）ニ御坐候所史年訴差留抜仰付候場所柄二御座候而」（安政２年３

月都村百姓西森知平願書）とかいう理由で，冥加銭なしの切畑を願い，場合によっては許されている．

　当時のこの地の切仰に）作付体系を知る史料は，中越家文書にはない．横川末吉氏は，「高知県の

焼畑耕作」（「人文地理」第４巻第４号，院よび第７巻第1号）で県下の焼畑耕作を概観され，歴史的な

変遷についても触れておられるが，それによると近世初頭からの切畑作物，麦・稗・そぼ・粟・大

豆・里芋等のうち，麦・里芋は，新田の造出に伴い「新田の作物として，より集約的な肥培管理の

対象」となって切畑作物から衰退してゆき（７巻１号46頁），新たに寛政年中(1789―1800)まで

にはとうもろこしが入り，甘藷もその頃以後栽培されるようになった（４巻４号61,62頁）旨述べて

おられる．三柾が別岐の切畑に入った頃（明治25～30年頃）を記憶している老人の話では，それまで

都など奥の部落では稗を主に作り，本村部落辺ではクラ麦をよく作ったということ七ある．とうもヽ

ろこしはかなり早く入ったにして乱圧倒的に多くなりでどしたのは明治以後ではと）るまいか．中越

家文書のうちで断片的に表れるところからも，やはり稗が中心で，麦・黍（とうもろこし？）・大

弓:・小豆・そばなどが主なもので乙ったと察せられる．作付期問は，明治に三極が入るまでは普通

３年，地味のよいところで４～５年であって，その後十数年開放置し，20年で１循環するのが普通

　　　　（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛であった．「甘藷畑はやゝ家より遠い山林の貢物の少い所へ作付られたので，焼畑は甘藷畑とし

て一毛咋の熟畑に一部はなった」（横川氏上掲，４巻４号62頁）といわれるが，事情は別岐村でも同

じであっただろう．現在別院では熟畑を「こやし」と呼ぶが，まだ「こやし」になりきらない甘藷

などを作付する畑を，熟畑とも切畑ども区別して「いも地」と呼んでいる．甘藷作によってのみヽな
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　らす，労働や肥料の集約投下・土地の改良によって，切畑から常畑化してゆくところも増えて行っ

　　　　　　（9）　たであろう．しかし定畑になりきってしまっ穴:ものは何年に一回かの地詰によって「新開改牒」に

　記入され，貢租対象に繰り入れられるのである（その進行度については第６表をふりかえられたい）．

　　切畑の他に山の人たちにとって，生活また生産の自然経済的再生産に不可欠のものは，薪と茅と

　草であり，また少々の木材であった･

　　本田・常畑の自給肥料としての草は，地下山で足りていたのか，立山での採取を黙認されていた

　のか，公式の文書にほ現れない．薪と茅は切畑と同様の手続・形式で願出て冥加銭立てで許され

　る．薪の場合，許可期間は切畑と同じ10年で，期間内でも「此節伐仕廻候二付返上仕候」というよ

　うな文書が出る．冥加銭は，「組」の百姓１名につき１年１匁である．土佐の薪炭は近世初頭以来．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(lO　大阪市場への出荷も多く，重要な商品で乙９たが，安芸郡など沿海の山々と追い，とゝ別杖から

　は搬出の方渋がなかったため，純然たる自給のためのものであった．茅の場合の採取許可期間は不

　明であるが，おそらくは期間の定めはなかったであろう.冥加銭も少額であった．

　　木材についてはのち第５節で触れる．

　　要するに，切畑・薪山・茅場としての山の利用によって，山村の農民生活の自然経済的再生産が

　行われていたのであった．そして農民はます地下山に，そして究極的には立山に依拠して，それを

　行っていた．

　　かな３つのことを附言しておこう．

　　第１．いつの時代に始まったのか未詳であるが，この時代には，山の利用について冥加銭が徴さ

　れていた．しかしこのことは，上記農民生活の自然経済的再生産と矛盾しはしない．何となれば，

　それは切畑経営の商品生産化を前提にするものでもなければ,それを直接に強制するものでもなく．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

　第４節で触れるように，切畑以外の本田畑その他での良民の商品生産を本年貢としては吸収し尽し

　えない領主権力が，切畑等の利用を条件にして些かでも追加収取しようとするものだからである．

　切畑経営にも近世末から，商品作物導入の努力も散見されることのちに第４節で述べるが，明治25

　年頃三極が導入されるまで本格化せす，薪も最近まで，茅は現在に至るも商品にはなっていない．

　　第２．領主から自然経済的生活再生産の手段としての切畑等が与えられるということは，そのこ

　と自体，嫂民層の分解にとっての明かな阻止条件であった・

　　第３．つとに古高敏雄氏は，「焼畑耕作は火を放って草木を焼く事と，獣害の防禦の二点を通じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11)　　　　　　　　，
　て畑作一般には欠げてゐる共同的色彩と，強制的特色とを有してゐる」と指摘して声られ，さらに

　「村役人の責任の下に，多数人の監視を要求してゐる事は．後年に至るも同様で必って，本来その

　畑の耕作者以外に山焼きに際して，隣人との共同を必要としたものが，一般に領主の山林に対する

　　　　　　　　　　　　　　　　(12)　利害から一層強調されたのである」と述べておられ･る．この地に於ても「山中火用心入念，其余

　諸事狼之仕業無之様入念稗作配可有之候」という獄の文章が御山方から庄屋・御山番頭取宛切畑許

　可の通知文に必す入れられてがり，現在でも山雌きは贈落の行事で，部落民の切畑は，春の或る一

　日に一斉に焼かれ，この日は切畑を作っていない勤大槌でも，部落の構成員である限り総出で手分

‘けして，共同で山を焼く慣行である．このように切畑経営は，近世（から現在まで再生産される）の京

　固な村落共同体と共同体規制の重要な物質的基礎であった．そして村落共同体と共同体規制の存在

　もまた，農民層の分解にとって阻止条件であったことは明かで＆る（このことについては第１章，第３

　章参照）．

　　（註１）土佐藩林政については今まで2，3の研究が行われ，農林省編「日本林制史資料・高知藩」･も出版され

　　ているが，佐川深尾領に関係するものはない.

　　（註２）安政元年(1854)深尾家家中半知借上げの際は，御山番にまで「五分一借上げ」が行われた．

　　（註３）幕末もう１名同姓西森氏が同役となり，この辺の御山番頭取は２名どなる．別枝村都にも西森氏が

　　　「木地挽給」を給与せられて存在するが，ともに同系と思われる．



　切畑経営地帯の経済構造

べｰ
Jl 関田･西沢・二宮・ 55

　（註４）上の伝助等の徳道御山の願いも嘉永６年まで打ちすてられ，６年４月に１分だけはうけ↑こが，音沙汰

　　なく，翌７年正月20日再び願いを出しているが，そのま丿こなったようである．

　（註５）下の（註８）をみよ．

　（註６）この「組」の性格については未詳．しかし五人組や組頭の支配する組などではない．地縁的，或は血

　　緑的な関係によって結ばれるものと想像され，小は２人から大は17～18人，固定的なものではないようであ

　　り，同一人が同時に２つの「組」に入っている例もある．

　（註７）この例のように百姓扨の切畑や地下山が領主にとり上げられ，或は領主の立山と交換させられる例は

　　中越家文書に頻々と現れる．このことは普通，幕藩時代の林野については領主の領有権がきわめて強く，私

　　的占有の伸長はまだ微弱であったといわれていることの典型的な例証であろう．

　（註８）従って切畑許可期問内には，許可された方限内を２つか３つに分けて，順次開いて行ったのであろう．

　（註９）「年継奉噸」という切畑許可期間延長の願いは，こういう場合にも出されたのであろう．

　（註10）「大阪市史」第一, 760, 762, 775頁.

　（註11) (註12）古島敏雄前掲flf, 288, 292頁．

　　第４節　商品経済の発展　　　　４

　近世も三分の二を過ぎて後期にさし力ごった延享３年(I74r5)の「丑穐御貢物御算用目録」とい

う文言が串越家に残っている．少し長いが掲げておく．

　　　　　　　丑秋御貢吻御算用目録゛

本田拾壱町九反七代五歩勺　　一　米八拾四石弐斗弐升五合九勺

定畑四町九反拾八代四歩　　　一　同六石八斗弐升八合弐勺

　　／米九拾壱石五引四合壱勺　　　　　　　｀

　　　代銀七貝五百五拾七匁四分九厘　　石二付八拾三匁替

　　右之払

一　銀三百七拾四匁

一　同七貝百九匁弐分七厘

　　内

　銀六百三拾弐匁八分八厘

　同五百六匁弐厘

　同三拾五匁六分九厘

　同七拾弐匁六厘

　同弐拾八勺

　同三拾匁八分

　同七拾弐匁

　同六百五拾八匁弐分

　同百九拾三匁三分四厘

　同四貫八百八拾匁弐分八厘

　　ダ

別枝村

同　村

御黍代　米四石五斗六合　石二付八拾三匁替

御遣付

大豆八石七斗九升　石二付七拾弐匁替

油口七石三斗壱升六合　代米六石九升六合七勺　石二付八拾三匁かへ

　　　　　　(？i稗七斗七升　大麦壱斗　代米四斗三升五合　石二付八拾三匁かへ

米壱石御山牡給

亭築高六拾五石代　内四拾石耳子両年御掛　弐拾五石御買葛葉

蕨繩七拾七把　壱把二付四分宛

御口黍三丸代

中折八百四束　厚紙,四帖

真綿壱貢百四拾八匁　苧壱貫六百□□

銀上り

　　一　銀七拾四匁弐分弐厘　　　大田村藤右衛門上知　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　但地弐反三拾壱代　御貢物米高壱石七斗八升八合四勺

　　　代銀百四拾八匁四分四厘之内七拾四匁弐分弐厘被蛍上納仕残り如此　　　　　　　　　　　　　　″

　　　払合　七貫五百五拾七匁四分九厘　木皆済

　右者去丑年御貢物被定御算用本末右之通相違無御座候　　己上

　　　寅九月サ二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別枝村庄屋　中越　九蔵⑩

　　御勘定所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　″

　この文書から次のととが知られる．貢租（本年貢）の対象になっているのは本田・定畑であって

切畑は除外されている．ところで貢租は近世を通する「生産物地代原則」によります米の量として
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決定される．しかし田ｑほとんどないこの山中で米納は不可能であるから，それは公定米価で銀に

換算される．しかしながら，これをまた全部銀納させるには，当時の山社農民の間での商品経済は

仝だ未発達な段階でご）るし，領主経済の側でもまた或る程度現物を収納することを利益ともする段

　　　　ｕ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾階である．従って一部分は上から指定して（「御遣付」で）黍・大豆・菜種（？）・稗・大麦・葛葉・蕨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）繩・紙・真納・苧等を一定量物納させ，過半は貨幣納（「銀上り」）させている・

　年貢の現物として指定されている品目の中には，武士階級の直接の消費に充てられるものの他．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　（3）明らかに領主の手を通じて「商品」ｲﾋされる紙・真綿なども含まれている．しかしながら，年貢の

過半が銀納されるためには，この別技の山の中において乱統・枯草・茶・椎茸・菜種・真綿・鶏

卵・うるしその他ｽﾞ）生産物が，値段自身の手によって商品化されること（さらには労働力力

れること）を前提にしている．すでに巾世において土佐山間部の名主層の間に見られた貨幣
　　　　　（5）　　　　　.‥　　　‥･‥　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.………　＿　，－..，

;商品化さ

　，tり流通が，

寛文の改偕とそれに続く元禄享保期の商品流通の全国的な拡大深化を劃期として，この地の一般農

民をも把えたであろうことは想像に難くない．かれらは「農民生活再生産のための農業」としての

切畑に拠って自給食糧を得ながら（上掲の年貢は本田・定畑に功八りながら，収納される穀物の稗・黍・大

豆等は切畑作物でもある．従って不作の･年は切畑生産分も収奪されるおそれはある）,’次第に本田・定畑の

生産物・長閑余業の生産物を商J削ﾋして（さらには労働力を商品化して）行ったのである．そしてその

根悍として上から働いたのが領主の銀納貢租の要求であっ究．

　自給部分以外の生産物を，必要なものは現物で奪い，農良の手に残って商品化される分は銀納貢

租として収め，全剰余労働を吸収しようとする領主に対して，いうまでもなく農民は積極的，消極

的に闘い続けた．生産を発展させ，しかも貢租収奪を増加させす，生産物販売の自由・商品生産の

自由を拡大し，流通面からの搾取をも排除すること．とれが百姓の要求であった．

　上に述べたように，貢租（本年貢）はます米の量として△決定される．この米の量を増やさぬこと

が，収奪への抵抗の第一である．第７表をみられたい．この表からわれわれは本田についての貢租

第７表　別杖村本田貢租の増減

年　　　度｜本田地積｜貢租米量

９鉾（1。1）ト宍昌馴　昌詰
延享２年(1746)

文化９年(1812)

明治元年(1868)

11.9. 7.5

10.7.32.3

11.9.23.5

84.2.2.5

G4.3.7.9

84.3.9.5

の米量が，冗禄４年から明治元年に至る180年近く

　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　(6)の長期間に殆んど増えてはいないことを知る．如何

に緩慢とはいえ, 180年間には本田ではかなりの生

産力の発達があっただろうから，本田全生産物に対

する年貢収奪率は確実に低下しているはずでき)る．

このことは別岐村のみならす，全土佐藩についてい

　　　　　　　(7)えるのであって，かくあらしめた条件はさらに種々

考えらｵ1ねぼならないが，つまりは農艮の無言の抵抗による成果であろう．

　年貢の米量で収奪を強化しえない領主は，米→銀→銭→現物，の換算の際価格・交換比率の点で

収奪しようとする．天明７年(178i)池川・用居・名野川郷民の大逃散の際の百姓の願書では年貢

賦謀の際の（米一銀→銭）と紙・枯納入の際の（現物→銭→銀）において前者の銀→銭は１匁に

つき108文，後者の銭→銀は90文につきｉ匁と，換算比率が二重に公定され，その差によって搾収

されていることへの抗議がのべられている（第５章第１節参照）．上.の年貢算用目録だけでは確かめ

られたいが深尾領でも程度の差こそあれ事･情は同じであっただろう．しかし数次にぎよぶ土佐の良

民一揆が示しているように，無制限にそのようなことは行えず，本来の年貢の面では，いかに細工

を弄しても，到底豆民の商品生産の成果は吸収しつくせなかったと考えざるを得ない．

　その後の年貢の形態がいかに推移していったかは興味き〉ることだ･が史料がない．しかし漸次雑多

な現物が整理され，銀納の割合が多くなってゆくのは必然である．そして，明治３年５月「就御軍

事廉書差出」をみヽると，ともかく明治,3年（1870）まで（それ以前の何時か不明）には銀納（石代納）へ

の転化を完了している．この明治廿年３月には藩は税制改革を行っているが，それは従来の「生産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）物地代（米年貢）原則」の上に立つものであったから，この地帯の銀納は明らかに例外的なもので

Ｏ
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あったわけである．

　年貢（すなわち本来的な封建地代）の面での収奪に限界があれば領主は雑税を考える．例えぼ.，ま

す，先に挙げた切畑・薪山・茅場の冥加銭のようなものがある（これはその際のべたようにすでに，

それらの土地への封建地代たる性質をもつものではない．しかも自然経済的再生産を行わせ，土地への緊縛を意

図する限り，その手段たるそれらの土地の利用を阻害するほどまでには高めえないはずである）．その他流通

過程で課する雑税が忠〉る．例えば椎茸夕仕成口銭．椎茸出荷の際には必ず，山役人または地下役人

が見分して，従量課税が行われる（「御山―切御用帖」）等，等．

　そのような現物年貢・銀納年貢・さらに雑税を乗り超えて農民の商品生産は進まなければならな

い．切畑は本来「生活農業」であることはすでに息々述べたが，それにまでも商品作物導入の試み

がなされる．例えぽ，嘉永７年(1854)に別技村老弁疏は従来自分に許可されていた薪山のうち

「少々之場所火入仕，一二ヶ年煙草作付仕度奉存候」と願いを出している（「御山一切御用帖」）･．こ

れが成功したとは思われたいが，有利な商品作物を求める動きを切畑のうえでまで展開しようとし

　　　　　　　　　　　　　　　（9）ていることは注目すべきであろう．また，弘化３年（1846）切畑へ権を植えるのに，本村で庄屋を

中心に３人のものが共同で苗2,200本を買い込んでいる例が鳶る．現在でも枯や三極の苗は自分で

育てるのが普通である．村落の上層者ではおろうが，作物の商品化のみならす，自給しうる生産手

段の貨幣支出まで行っている（すなわち再生産過程そのものの商品経済化）ことは，商品生産者として

　　　　　　　　　　　　　　　　(10)の積極性を示すものではなかろうか．　　　゜

　このような農民の間品生産への努力にもかかわらず，その発展には多くの困難があった．特に流

通過程を抑える領主権力の専売政策と，領主権力と結ぶ特権商人の商権の独占とは大きな障碍であ

った．

　山間生産物の中で，特に商品性が高く，終姑領主の着目していたのは芦と茶である‘続について　・

は第５章第１節で述べるが，深尾領も吾川郡池川・名野ﾊﾞ1地方と仁淀川を挾んで隣接しているか

ら，紙をめぐる領主の政策と農民の闘いについての事態は，相互に影響しあい，同じように推移し

たであろう．

　茶はどうであっただろうか．さきの延享３年「御貢物御算用目録」には茶は挙っていない．紙よ

りは現物貢租から脱却するのが早かったように一応は見える．しかしながら別技沢波村老梅八・同

代岩吉の嘉永２年「何用定ノ記録見帳」には宝暦ｎ年（1761）と弘化３年（1846）の煎茶の村内割

当書類が写されている．それによれば，上から村に供出量が割付けられていて，かなり貢租的色彩

が強い．明治２年「御趣向荼仕成二付諸附込帖」をみると「術領山分筋二而li出茶製法之義，此迄’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-之仕成方不宜を以，此度　御家（＝領主深尾家）より工者之者へ右御用方被仰付，時節二瓶至り候

ハヽ可被指立jと，供出茶の品質を向上させるだめ，技術指導者を派遣しようとし，村々に用具そ

の他の手配を命じたが，地方知行廃止で中止になった一件が記されている．このときはじめて茶の

生産・流通の自由が得られたものであろう．

　商人資本についていえば，深尾氏は領内において農民の間に商品生産が自由に発展するのを阻止

し，商品流通を掌揺するだめ，受封以来「諸般ノ制度テ設ク商業ノ如キハ領地十村五名ノ内，佐川

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11)以外２於テ之ヲ許サズ，故テ以テ領内物産ノ集気貨物ノ需用供給ハ悉ク佐川二於テ扱ハレ」るよう

にし，許可のない商人の領外からの立入りも禁じたのである．従って，在郷商人的なものも成長せ

す，農民の商品生産の成渠はかれら佐川商人→領主につみとられ，農民的商品生産の発展は頗る困　゜

難であったと考えられる．

　以上要するに，前節で述べたように，農民は基本的には疎放な切畑経営によって，自然経済的に

生活の再生産を行っている･,そこでは領主との対抗関係はなく，伝来の技術的低位性から脱却する

　　　　　　　　　　　　　　(12)要請は内からり･ﾄからも殆どない．しかし山杜農民は切畑以外の面で，領主の貢租乃至は貢租類似

の利益追求のため，山間特産物の生産を強いられる．領主が山間特産物生産を強いるのは，それが
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古くから「商品」ｲﾋしているものでその「商品」ｲﾋ,を自己の手において行い利益をうるためであ

り,或は銀納貢租を収奪するためである（「＝領主的商品経済」）．農民は貢租に抵抗しながら，自己の

生産物を自由に販売する真の「商品生産者」としての成長のすこめすこすこかう（「＝農民的商品経済」）・

この基本的対抗関係の上で近世の山村の経済史は展開され，農民は個々の局面においては領主の珠

求の阻止に成功し，農民的商品経済に対して領主的商品経済は徐々に後退するが，権力と流通機構

を訟る限り領主側は次々の局面で方法を建て直し，搾取を斑紋することができる．かくして農民的

商品経済は徐々に前進しつゝも順調には成長しえないのである．

　この際，切畑経営はかれら農民の商品生産者としての前進を牽制する役割を果すものと思われ

る．「生活農業」の保持はがれらに最低限の生活資料を提供するとともに，技術的にも，社会的

にも（＝共同体規制），経済的に乱かれらの商品生産への集中（従って領主的商品経済への対抗）を阻

止するからである．従って農民層の分解は緩慢にしか行われない.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　（註１）領主は自分らのための消費資料を種々雑多な現物で収めねばならぬ理由は，この段陪ではもはやなか

　　ったはずである．だから一部は生産者側の条件に応じた収納であり，一部は領主自らの手による「商品」化

　　の利益のための収納であった．

　（註２）菜種（？）や稗・麦などは一旦米の瓜に換算し（＝代米），さらにそれを公定米価で銀に換算してい

　　る．この面倒な手続きも，当時の生産物の「商品」化の程度をうかがわせるものであろう．

　（註３）」この（註１）参照.

　（註４）第５章第１節参照.

　（註５）人交好脩著「日本農民経済史研究」後篇第一「土佐落政史上における野中兼山の民政」参照.

　（註６）本田は天正から明治までほｙ同一であるから，便宜上本田のみをとった．しかし事の本質は新田常畑

　　においても同じである．なお田制・租法からいって，新田はむしろ本田より一回商品生産が発達しやすい.

　（註７）関田英里「對建土佐における生産力の発展と.地代〔1〕」（「高矧大学学術研究報告」第1巻第19廼）７

　　～12頁.

　（註８）平尾道雄著「高知芯財政史」51～53頁.

　（註９）現在別枝の山中の昔の切畑跡によく菜種が自生するという．この頃の商品作物栽培の努力の名残りで

　　はなかろうか．なお，下の（註12）参照.

　（註10）下の（註12）参照．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　（註ｎ）西村亀太郎編「佐川町誌」1,225頁.

　（註12）本章においては，終始，切畑＝「生活農業」＝自然経済とし，そこにおいては生産力の発展は原則とし

　　てみられないとの観,削こ立った．切畑では焼いた草木灰以外に施肥がなく，施肥農業に先立つ技術的低位の

　　段階のものであって，集約的な肥培管理（主として高度な商品作物の栽培）や永年性作物の作付（例えば楷

　　・茶・桑など）が行われれば，そこはもはや切畑（＝切替畑＝焼畑）ではなくなる．,したがって，基本的に

　　は，切畑経営における生産力の発達がもしあるとすれば，切畑が切畑でなくなることではなかろうか．現在

　　の三極栽培も，植林との組合わせもそのような発展過程のうえで考ﾝしられるべきではないだろうか．

　　第５節　木材資源と切畑

　国内市場の発展により商品経済にまきこまれ財政支出を増加させた領主が，農民との対抗によっ

て搾取の限界に衝突し，窮乏におちいったとき，土佐でつねに顛られたのは山林資源，特に木材で

あっﾌﾞこ．藩政の基本法典「元禄火定目」のうち「山林大要定」には「当国材木山之債ハ土地之幸テ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）以公債御用ラ達シ古来コリ無断絶，物成方同然二毎年令収納云々」と貢租同様のｍ要さが強調され

ている．深尾家でも事個は同様で必っ穴:．

　元来，山村では地下から願い出れば，造作木などの伐採が許可されたので必るが，幕末におい

ては許可の条件は，もはや単なる形式的な冥加銭ではなく，「相応之代銀」で必った．弘化２年

.(1845)には「御伐未鮮二相成候二付」「尽山二相成候二付」という理由で従来山分の庄屋から願

出れば「格段之訳無之候而も抜遣例二相成居候」という立山の木を「無拠旨趣無之一通之義二而願

.出候時ハ不被遣筈（中略）尤神社仏間等作事之節・ヽ厠出候ヘハ相応之代銀立を以被遣候」として制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，限を強化している．

　木材の伐採は「生育方」の役所が直接やる場合も乙ったが，外からの山師・材水商も別枝の山中

に続々入って来た．文化７年（1810）には高知通町清水屋喜左衛門が，別岐の岩屋川の奥，どうやっ

て搬出するのかと思われる黒滝山の中飛

）’木材の伐出を銀32貢500匁で許されている（尤も，搬叫を
困難とみてか，権利は直ちに譲渡されている.）.弘化３年(1846)には京都からの山師が肘岐附近まで

　　　　（４）立入っており.，嘉永２年（184㈲には植村の小次右衛門というものが「是迄数々之山師共奉願御聞

届被仰付相勤候得共，出方等難根調，段々難所之場所御座候雨，夥敷損金仕候趣」だが自分は「新

川木屋其余可然者へ取組仕，銀主額構，右出方旁積方仕候所，只今之直段二候ハリ目応算計相立候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一様奉存候,（中略）右之通大尽之銀主我組之上・ヽ」と黒滝山の木の払下げを願っている．国内市場の
　　　　　　　　一

発展，木材需要の増加に伴う価格の騰貴が，この別枝の山々の，従来は伐境夕Fになっていた奥の木

をも商品価値あらしめてきているので忠）る．翌嘉永３年(1850)には，栂柱１万本・同板子1,500

挺・椴往１万本・同板子１万i00本・槻板子1,600挺・檜角5,200挺・同板子１万挺・杉角5,100挺・

同板子40万枚という大量の流筏の手配が，仕置役から，別枝を含めて仁淀川掛りの村々の庄屋宛に

出されている．この辺の木材は当時別枝村から仁淀川を流し，越知で一応点検して，下流の八田

井から新川を通して，長浜まで廻し，それから需要地へ向けるのが普通だった．以降このような大

規模な流筏は頻繁に行われている．また安政５年(1858)には，阿州徳島の花屋前兵衛・材木屋利

右衛門という商人が黒滝山の買付に，御山方からの指示で，村々での特別待遇をうけながら別枝に

入ってきている．

　これらの動きの中で，伐木搬出のためおそらく別桂村にも時々は大量の労働力需要があったであ

ろう．また，材木価格が騰貴すると，立米が一層大切にされ，植林が要求される．それらの労働力

の需要をみたしたのはほかならぬ切畑経営によって生きていた百姓たちだったのである．

　切畑差明けの条件に杉檜を植付けた土地を若干提供させるのは，従来から御山方の用いた方法で

之）つたが，この頃になると，例え「冥加銭立」で切畑を願っても，冥加銭なしの代りに植林の義務

が課せられるようなﾐﾆとがたびたび起る．例えば下はさきに，嘉永９年(1854)煙草作付のため切

畑を願った弁蔵についての許可書で忠）る．

　表書之願遂御詮義御聞届被仰付候条，―作跡より右場所作付致侯地面，不残杉坪二六本ツツ植付成木致候迄

　手入方致差上申可候．山中火用心入念其余諸事狼之仕業無之様入念御作配可有之候．己上.
　-

　　寅四月十六日.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御　山　方

　別植村庄屋代　　中越茂太郎殿

　御山番頭取　　　西森　半平殿

　切畑作物栽培と樋林との労働を兼ねさせる形も現れてくる．一例として，計岐村御山番為蔵は嘉

永２年C1849)の切畑願いで，「右場所伐払火入仕，為冥加杉檜生育仕奉指上度，尤作物生立候

場所ハ柚木為手入作物仕付申度奉順候」として許可されている．これは現在の別枝地方（のみなら

ず高知県山間部全体）の，植林の手入を代償とする三栢小昨め原型である．　　　　　　　　　　．

　横川氏は古島氏の切畑本質論に依拠しながら「ﾆﾋ佐藩の場合，木材資源開発は山間に定住せるプ

ロレタリアート什,した農艮を必要とし女筈であり，すでにのべた新田造出による貢租の増加もやは

り焼畑の確保を求めている．さら4こ近世中期以後の『作間渡世』としての製紙等の山間における普

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）及は,･同様に生活農業としての焼畑の確保を必要とさせたと思われる」とのべておられるが，われ

われは近世末期の別岐村についての実証で，それを確認することができる．

　（註１）農林省編「日本林制史資料・高知藩」315頁，高知県編「高知県史要」附録121頁.

　（註２）「御山一切御用牒」．しかしこの措置は領主権力が庄屋を支えていないようにも見え，「往々百姓共

　゛出役も不相勤成行」つたので，嘉水3年（1850）に緩和された．

　（註３）「黒滝山木品御売払御遣附写」

　（註４）安政７年「諸品附込牒」
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　（註５）「御山一切御用牒」以下註記しないものは，すべてこの文書による．

　（註６）横川末吉「高知県における焼畑耕作」（「人文地理」第7巻第１号）48頁．

　　第６節　封建支配の動揺

　以上のような経済約な動向の中で，不完全ながら商品生産者化し，部分的ながら賃労働者化して

いった別府山の・そして闘技の・長民たちはどんな新しい動きを示しだだろうか．

　別呟村の東南に山を境にして隣接する別府山九ク村の一つ長者村で元文５年(174㈲7月大きな

村方騒動が起っている．中越家文言の中に「元文五年中年長者村庄原古味源五右衛門並老共へ対惣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
百性共公事申出右筆記写」という文書力晒る．詳細は別に紹介するが，叉衛右門という百姓が19匁

の貢物銀が未進なので，庄屋が度々催促しだところ，争までに「庄屋へ払過，戻り銀有之」はすﾌﾞご

とい），庄屋・老の貢物銀の計算や割当に不正がと〉ろとあばきたてたのが始まりで，佐川の役所の

干渉・投獄などにも力いわらす，村内百姓間人に至るまでn3人が惣連判をして押し出して争いぬ

き，ついに佐川をして庄屋・老を罷免させた事件である．

　右文言にはさらに延享５年(1748)と，とんで弘化３年(184G)にも長者村に同様の村方騒動が

　　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’勃発したことが記されている．

　従来，土佐における最初の近世的な百姓一揆は，宝暦元年(1751)の別府山一揆であるとされて

いた．　これには各村から判明しすこすどけで830人が参加している．別技村民がみな参加しようとし

て，大身槍部落は残らず一揆に合流し友が，それより上.の部落のものは途中の藩の番所に阻止され

た．．この事件および以後の諧事件は，平尾道雄氏若「土佐長民一揆史考」その他に詳しいので繰返

さない．長者村の元文と延享の騒動はそれらに先行しだものて乙る・

　とにかく，別府山では元文・延享期にはすでに大きな村方騒動が起り，宝暦の初めには百姓一揆

が起るまでに，村々の農足が政治的成長をしていたということは丿司じ土佐の平野部孤村と比較し

て注目すべきことで忠）る．その条件は別に改めて考察され･なければならないが，この地方の商品経

済の特殊的な発展と深い闘連加あることはいうまでもあるまい．

　つゞく宝暦５年(1765)の津野山騒動も，別府山とさほど尊れ･ぬ同郡の山間部の出来事･で恚り，そ

の後の天明７年(1787)の池川・用居・名野川郷民の大逃散も仁淀川を挾んだ対岸の村々の出来ごと

で必った．そのうえ，この２つの事件はともに，別府山と同じ紙・製紙原料・茶・椎茸その他の商

品生産者としての山村良民が，領主権力と特権商人に対して闘い，ともに当面の腹求をかちとって

勝利し宛もので２）つた．これらの事件が別府山の人々に与えた影響は大きなものだったで乙ろう．

　さらにこの地の人々は天保13年(1842)の名野川郷民の逃散事件をも身近に見聞し，先にも触れ

たように弘化３年(1846)の長者村騒動を自ら経験しだ．後のことになるが，明治４年C1871)末

から翌５年正月にかけて，長岡・土佐・吾川・高岡各郡の山間部を主として数十ク村が蜂起した

「膏取一揆」に乱別府山の人々はまきこまれるのである．　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　かれらの山間での特殊な商晶生産者としての性格とこのような政治的経験は，藩権力の末端とし

て直接かれらを支配しなければならぬ庄屋層の動きをも規定する．

　封建支配者==武士階級とそれと結合する特権商人との収奪のもとにさらされた商品生産者農民の

開に,近世末期になれば反封建の空気が昂まる．村落支配者＝庄㈲箇はそれを背景に,自分らの独自

の要求（観念的には復古思想の形をとりつつ，武士階級や町方庄屋に対して郷・浦方庄屋の古来の格式を主張

する）を藩に提出し，その実現のだめに誰固な同盟を結ぶ．「庄屋同盟」といわれるこの運動の発

端は天保３年(1832)郷士・寺院・社人・山伏等が庄屋の支配外にあることを不満として起され沈

もので忠）るが，その澄数次にわﾌﾞこって請願の内容を変えながら運動が繰返され，慶応４年(1868)

の大政奉還まで続く・

　特にこの地方と関連して注目すべきことは，高岡郡村々の庄屋がこの運動の中心にあったこど，
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　そのうえ別岐村をも含めた別府山九ケ村の庄室が，積極的に参加していることである．これは数冊

　に及ぶ剖享い「同盟関係」の中越家文言の示すところである．彼らは，直接藩に対してのみなら

　す，深尾家を通じても藩を励かそうとして，佐川にも結願の圧力をかける．「若，千二一，御下知

　長引候時ハ，数百人之義二而（註一全他の庄屋を指す）端々退屈仕，有間敷事ながら,若哉人気二粘掛

　り候時ニ，誠二以不安次第，奉恐入御義ト奉存候」（天保15年）と拓，「当時勢上下人気不穏ノ場

，合二世･尚更司威光無御座候而ハ配下難治・･」（文久３年）とか脅かしながら「右之趣（註一庄屋の

要求）宜御吹挙被仰忖度奉存候Jというのである.

，文久元年（1861）10月には，二つの事件が起る．一つは佐川の御山方から別府山の「村々旅中」

宛に，役人が「致廻山候条，村々止宿賄等，彼是不指悶様爾来之通御作配可有之候」という紙面を

出しだのに対レ，庄,回は団結して「可有之文意且村々衆中宛之認振.リ，得其意不申，不承知二御坐
　　　　　　　　　　　　　　　-一

候（中略）向後可有之或ハ旅中之認二面ハ作配不仕，紙面指返申候」として，形式の無礼を理由に
　　　　　　ー一一

拒否している.･他の一つは同じ頃，深尾家家臣土方左平より大宰府執行坊役僧宛の公用文書の送達

方を，代官下役から命ぜられた別肢村庄屋中越茂太郎は手続が不備であることを理由に，同様拒否

している．その拒否の文言には「惣面地下人公役之義ハ甚章キ御取扱二而，公辺諸御役場より出候

御用状並御役人出郷等之送り夫二至迄，御郡奉行中御許書無之而は一寸も動き不申批作法云々」と

記されてあり，封建時代においては普通考えられないほどの権力に対する抵抗が，公役負担に悩む

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）　山杜県民の不満を背景にして行われている．

　庄蜃鴛に団結と抵抗が，主として彼らの特権・格式の維持にとｙまり，全農民層の反封建的組織

　になるまでに階級矛盾は成熟してはいなかったが，封建支配が別府山の村々，しかも一番奥の計肢

　村においてさえ，或る程度はね返されるくらいにまでは農民は成長し，危抜は深まっていたことは

　　　　　　　　　　　（5）記憶されるべきであろう.

　（註１）（註２）関田英里「近世土佐藤山村における村方騒動一長者村史料の紹介-」（「土佐史談」復

　　刊第11号）

　（註３）庄屋同盟の問題は，平尾道雄著「土佐農民一揆史考」(1953)によって最初に紹介された．それによ

　　れば，発端は天保８年(1S37)となっている．しかし中越家にある数冊の同盟関係文書によれば，それより

　　早く天保３年に始まっており，以後天保５年，12年，15年，弘化２年，３年，文久３年，慶応４年の記録が

　　ある．

　（註４）同盟関係書類には「此節郷中之支配方も殊の外尻軽二相成」（天保３年）を始めとして，地下人統冶

　　の困難を示す文が頻出する．本章第５節の（註２）のように「往々百姓共出役尾不相勤成行」という形勢はその

　　後進行し，明治３年「庄司役賃揚之義伺並示合一巻」によれば，庄屋・老・惣組頭が地下からとっていた門

　　役についても，百姓共は僅かの代金納を望んで，「訳ヲ構へ出役を否ミ，問々愚味之者共ハ弐匁五分之勤役

　　と心得違を以，自然と不動之心持ニも相見へ」という状態であり，村役人の中には「役目群退之気ヲ生」ず

　　．るものがあった．このことは封建制の基礎である村落共同体の，そして共同体規制乃弛緩と照応する．例え

　　ば嘉永２年(1849)別枝沢渡村老梅八・同代岩吉の「何用定メ記録覚帳」によれば，年に２度の貢物算用の日，

　　暮の役ならしの日，その他老役所から鯛れ達した日には刻限におくれず集合ずる「村方定ｙ」であったが，と

　　かくみだりになるので，天保８年(1837)以来，寄合への遅刻昔から「差銭」（＝罰金）八銭２匁づゝをとる

　’ことにした．しかし，その後も.みだりになり，「駄賃等其余働共致，時分二参り不申昔」があり，そのうえ

　　暮の算用の寄合に欠席しながら寄合の決定に異議をとなえて「段々村方めんどふを申出」る者がある．「以

　　来は心得違なき用（様）相かんがへ可申筈ｺﾞとして２人の者から「差銭」を徴している（嘉永２年３月）．

　　階層分化が進行しi賃労働等にでる膚が多くなると，旧来の共同体規制は緩まざるをえないのである．

　（註５）ここで近世末期の農民層分解の程度と状態を直ちに具体的に掴ひことができぬのは残念であるが，中

　　越家文沓の中の「他国出稼願記録（表題なし，仮称）」（文政３年･1820⇒明治元年･1868)をみると，近世

　　末期には，別枝村でも過剰の労働力が農家経営から柝出され，村外に流出している．この文書に現れでいる

　　のは「御国暇願」と「番所出入切手願」という手続の必要な藩外・伊予の国への出稼ぎのみであって，例え

●

參
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ば，文政４年(1821)から天保ｎ年(1840)までの20年間をとって集計してみると，新規流出哲男14人・女

15人というまだ緩慢なものである．しかし，面倒な手続きの要らない領内・藩内の他村への出稼ぎはもっと

たくさんあったはずである．貢租と賦役の負担哲としての百姓の，土地への緊縛・移住と転業の禁止の原則

一上からの法制的なものであるばかりでなく，それは切畑等の経済的条件に支えられ，共同体等の社会的

規制をも伴っているｰにもかｙわらず，それは阻止しえない．願椙:にはすべてｆ右之者，爾来病身二御座

候而，於在所二渡世無御座候叩，年限御国暇奉願」というように記されているのである．「病身」は単なる

文轡上の形式にすぎない．出稼ぎ先での労働の態様については今のところまだ分らない．



第3章別枝本村の村落構造

は し カ き

　本章では，ます１，別枝本村を中心としﾂﾞと村落共同体の構造を明かにし，２，村落内に顕著に見

出される隠居慣行について分析記述する. 1,についていっておけば，村落共同体を，共同体的事

実・集団の単なる累植体としてのみみることは，平面的たるを免れず，むしろ．そうした事実，乃

至は集団そのものの性格を，歴史的，社会経済構造全体の中においてとらえ，かくして同時に，こ

れらによって構築されている村落共同体そのものの，歴史的発展的な現実姿態を，適確に見究めて

行かねばならない．そのとき，接近の仕方としては，すぐれて，共同体の外部的，内部的両面より

の視角が要請される．隠居慣行も，如上の視点よりとらえ，とくにこれが村落梢造との密接な関連

を明らかにする．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｉ】

　第１図は，本村を中心に見出される共同体的事実・集団の，主要なものについて，その枠組を示

したものである．

　これらは１，本村内部に累積するも

の，２，本村部落を枠組とするもの，

３，本村の，より広域に亘るもの，に

分けられる．うち，３，において，村

有林，村仕事バ

が含まれ，同時に，共有地については

１，にも組山が見出される点，とくに

注目される．

　ところでこれらのうち，ます注目さ

れるのは，当地の切畑経営自体に基礎

をおくものである．すなわち，経営の

最初の段階である山林伐採後の「山,焼

き」（/）は，「部落もやい」でなすの

を原則とする．これには，共同体構成

員は，農家でないものもすべて出役す

る．すなわち，山焼きは，切畑経営と

〔Ｄ･

第　１　図

言
言

は無関係で，むしろ，防火の意に連なる慣行で必るとされているが故である．３月から４月にかけ

て，亥，寅，午の日を除いた１日を選びその年に焼くべき山林は，当日全部焼く．年間１日限り

で，その他，季節はずれに焼く際は，各戸別に，「こうろく」（労働援助）等に頼る．ところで，こ

う,いった焼畑耕作が，「火の神」を神体とする共同の神祇信仰に直結し，氏子組織（h＼）を形成し

ているのは当然とされよう．すなわち本村部落に在る秋葉神社（秋葉山･）の氏子組織がそれで必

る．本村を中心に，仁淀村内12部落に亘り，氏子数230戸程であって，本村はその一単位となり，

全戸氏子である．なお･この信仰に深く関連するが，各家屋の破風には「水」の文字が打ち抜かれて

いる．しかして当神社については，管理者，総代，およtび部落会長を以て，管理組織が構成さ･れて

おり，うち管理者は２名であって，本村では⑩の隠居が勤め七いる．ちなみに⑩の隠居は，部落民

より，「元老」あるいは「長老」と呼ばれる，本村部落の実権者で忠）る．･元老にはべつに⑥の隠

居がある．さて，以上のうち，山焼きにおける共同労働は，年間１大役を要求される．また，秋葉
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山に関しては，こういった労役をはじめ，各氏子に課せられる諸負担には，驚異に値するものもか

ら．すなわち，ます，神社の改修には，例年２入役程慶の賦役が課せられる．（なお，これとは別

性格であるが，|目正月18日の大祭および毎月18日の月並祭の祭礼準備は，青年団の労役によって為

されている．）しかして，改修に当っては，平均１戸より３尺囲りの萱１把，繩一把，しゅろ繩５

把，大竹１本，小竹５本といった資材を持ち寄るのを試例とする．ところで，こういった点，昭和

30年に着工，建造された新楼門に関しては，特記に価するものが必った．すなわち,その建造費800

万円は，主として氏子に寄肘金として割り付けられ穴:．本村では最.高10万円，最低３千円（２戸），

平均２万円に及んでいる．この部落にしてー見苛酷である．ところで，この寄附割り付けは管理者

の手により，半ば強制的に行われ7こものて恋る．また，以上.の外，賦役に関していえば，上の如き

寄附金拠出の場合，現金を賦役にて換算し得ることが試行として承認されている．秋葉山の場合，

１日400円で換算された．またとくに，当初より換算の意を含めて，賦役を拠出する場合もある，

同社の寄附板に「一金，一五五〇円，大石信親，他二人夫六七人五分役」（傍点筆者）等と記入し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一-

てあるのは，そのためで必る．

　以上切畑経営に基礎をおくものの外，本村を枠組とするものには，「部落有林」ぐｆ），「道掘り

（道普罰）」，「循かけら「林道の改修」等の村仕事（０が訟）る．すべて「もやい」でなされる．

もっとも部落有林共有構戊戸は17戸で，これは，同時に「萱場組」構成員でもある．ま友:，すでに

中止されているが「瓦諧」の成員も共通で必った．つまりこれらは屋根普請に直接関連した集団で

と）る．　そこで，すでに瓦屋根の家，あるいは神官，教員等の非長家が成員でない点けうなづける

が，べつに⑩，⑩，＠といった諸家が入っていない点は，当村落共同体内部の階層化の実態を露呈

せしめているといえよう．ち,なみヽに３戸iはいすれ･も下層農家であり，⑩，＠は，最近の分家であ

る．ところで，この部落有林の創始は，さらに最近の昭和27年に属するのであって，かような新設

の共有地にして，しかもなお，上の如吝を加入ぜしめてない点，本村落共同体が，旧態のままたえ

す再生産されている事実を看取し得る．しかも，共有林のもやいは，１戸１入では足らず労働可能

のものは全部出役する実情である．ところで，こういった場合の「出づら（出面）」（出役人数）

の差は，１入役玄米１升で換算する．この規準は，すべてのもやい慣行に共通で高石．なおその他

の共同労働は，大体年間１大役宛で亡）るが，道掘りの場合は，隠居も出役する．

　その他，村落民が課せられている賦役について示すと，ます，小中学校改修，建築等のため，毎

年１入役程度労役を負担する．この点とくに昭和2G年新制中学校新築の際のそれは，多大のものが

必っﾌﾞこ．なおこのようなとき，労賃と換算する慣習のあるのは先記の通りであろ．つぎの如きはこ

うした当地が吠役慨行の徹底さ，およびその性格を適確に表わしていよう．すなわち，学校工事に

晟尉された校区の大工某氏は，ｕ日間，学校板塀の新築を行ったが，その中１日は，義務として出

役すべき日数に算せられ，賃銀は10臼分を仕払われた．その他，内部においてであれ，外部よりで

き）れ，共同体支配者は，機会乙る毎に共同体員の労役を要求している．当地について，共同体に閲

する特徴を指摘するとすれば，ますこういった点で＆ろう．他に一例を示す．旧別府村の場合で必

るが，昭和15年旧道を廃し，新村道を開くに当り，村民全戸に最低16入役の賦役が課せられた．最

高現金に換算して，当時の金で45円に上った．しかして，その割り付けは，すべて村長一人で代っ

た．

　以上の外，村落民に課せられろ労役は，仁淀村有林，仁淀村を単欧とする諸種の村仕事（j）等，

各種に亘り，年問20日以上に上るという．なホヽｊは賦役として課せられる．さて，村民の･中には労

役の性格について，「もやい」と「ぶ（賦）」を区別する見解がある．後者は「村賦」乙･るいは「郷

賦」とも昨せられ，前者が１戸１人の原則で共同体内全員にて行われるのに対し，１部落単位に課

役される点にホヽいて異なるとする．これが封建体制下における領主の，村落共同体を踏まえて行わ

れる，農民の労働力収取の形態に由来することは明らかで画ろう．ところで現在，村落民には上の
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如く両者を区別する見解より，逆に，まったく混同して，むしろ両者は同一であるとする意見がつ

よい．その原因は，現実基盤そのものに求められよう．つまり，ます１，領主的経済体制の崩壊に

伴い，当然領主よりの課役としての「郷賦」あるいは，「村賦」は消滅し記が，したがって「賦」

の性格自体，小現役となり，すぐれて村落共同体の枠組に接近したこと，並びに，これと逆に，

２，村落共同体の範域は，拡大しつつあること，すなわち，部落を枠組とする村落共同体と比すれ

ば，きわめて，形式的であるにしても，しかも，たとえば東西約8一里，南北約２里半，大小62部落

を携する新町村仁淀村まででもが，共同体的制庶物を有し，且つ，共同体的事実を共有するに至っ

たこと．つまり以上，領主的経済体制の消滅，村落共同体の枠組の拡大化といった二点を軸に，共

同体的労働（もやい）と，賦役慣行（ぶ）が，共同体そのものの中に，混然と性格を定め難くなる

に至ったという歴史的時点に到達していると解されること，および，３，その形態の如何を問わ

す，その労働を鍵供するのは村民自身であること等に求められるとふヽもわれる．

　このようにして，共同体内における共同労働と，その共同体的労働に着目し，これを賦役形態に

おきかえて村民の労働力を収取する共同体支配者の課役によって，多量の労役が，たえず生み出さ

れる．しかして量的のみならす，質的にもこういった労役慣行が浸透していることは，労役一現金

を逆換算して,現金を労役に換算するといった試行の中のみにも端的に物語られている．ところで，

このような浸透性については，各種の観,心より，根拠づけられようが，取り分け，共同体的規制の

強固さは見逃せぬ．つまり，村落共同体の要求するのは本来，労賃でなくて，労働そのもので忠）

る．そこでしからぱ当村落共同体が何故に根強く存在しているかについて問われぬぼならぬ．ます

それには切畑経営自体に一つの主要な淵源が求められる．これについては先述した．つきに共同体

の基礎を支えているものは当地の切畑経営の生産力の低位性である．つまり，切畑経営が，共同体

的基礎を形成するといっても，それは現在の如き，単純な生産手段，原始的経営様式において始め

ていえることであろう．このようにして，この土地の生産力の低さが共同体を強固にし，さらにそ

の共同体的労役を成員に要求している．さらに支配者がその共同体労働に着目し助長せしめるとい

った現状であった．　つまり労働試行の根強さは，－にはこうした共同体の強固さに原因づけられ

る．　しかして，一方同じ生産力の低さが１章にみた如く本村落の中に，すぐれて賃労働者的性格を

うえつけているのである．そこで共同体および支配者は，こうした賃労働者から，その生活手段た

る労働力そのものを奪っている．調査中，その生計の大部分を，山仕事，土方，電力工事，枯，三

柾労働といった賃労働に托している一村落民は，村の生活の中で，最も不満とするところをあげて

もらいたいとの筆者の質問に，「もやい（労役一般を指して）の多いのが一番嫌でき）る」と即答し

た．

　ところで，’以上とやや性格を異にするが，同じく，当地の労役慣行の浸潤さを表わすものとし

て，小作料のそれをあげておきたい．すなわち，当地の小作料は，刈り分けを主とした物納小作料

が圧倒的（率は約３分の１が普通）でむるが，三柾については，労働地代もかなり発見される．す

なわち，三極耕作のため，地主の植林地を借りるが，三極の修理（手入れ）を行うとどが，そのま

ま植林の修理にもなるとの理由で，その修理の労働そのものが小作料に充当され，他の方法では取

り立てられていない．

　以上，第１図を基礎に，当部落を中心に見出される，村落共同体的事実・集団について指摘し，

‘且つその性格を，とくに，労働慣行などを中心に述べて来たが，ここで，村落共同体の枠組といっ

た視点よりすれば，以上のみよりしてもつぎの如き事実が指摘出来よう，すなわち，本村部落を枠

組とする村落共同体は，切畑経営を主とする生産力基盤の上で，その枠内で構築され．停滞し，且

つ，たえず再生産されている．そこで，各種の集団の累積体，あるいは共同体的事実が，すぐれて

本村を枠組として見出される．しかして，これと同時に，一方丿司じく歴史的発展過程に応じて次

第に拡大する共同体構造を看取し得るのであった．

ｊ
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しかるに，こういった点，未だ，かなり外面的という外ない．何故というに，たとえば，集団的

土地所有といっても，単にそのことのみでは，その集団自体の共同体的構造を明らかにすることは

出来ない．つぎに現実に本村部落を観察するに，内部的にすぐれて，共同体的集団の累積体を見出

すことが出来るのである．これらは如何なる性格のものか．こういった点に．われわれが村落共同

体理解にあたって，村落の内部的社会構造，社会関係の分析に踏み込まねばならぬ重要な起点があ

る．つまりは，本村共同体を，内部において支えている構造的要因は何に在るか，といった問題に

帰一するであろう．

　しかして，本村の内面を伺うに，先記の如く，本村部落を一つの単位とした共有地等に，類仕に）

組山（ｊ）を始め，その他水組（０，近隣的性格の組Ca) ,小社の氏子集団０）等が見出され

る，うち，水組について説明しておこう．当地は高山地帯であるから，井戸水による飲料水の供給

は困難である，そこで，清水の湧出する水源地を求め，各戸に筧にて水を引き，飲料とする．しか

してそれには，組で行うものと，個人で行うものとある．　前者にしても，筧は各戸に配られてお･

り，組としアは水源地を共有し，あるいは途中まで筧を共通にする．同一水源地であっても，二戸

位が各戸別に水を引き，とくに組と呼んでいない場合がある．組で行う場合は．例年，筧の取り換

えを主としだ水道工事を共同でなす．大きな組におヽいても，とくに大工事を行わない限り．年間１

戸２大役程度出役する．さて，かような共同体的事実・集団の累積体をみるに，村落内部には，か

なり濃淡起伏が見出される．就中，目立つのは近隣の組にてＡ組,゛通称丁池の峠」である．そこで

つぎにこの「池の峠」を中心に分析し，併せて全村落の理解に進むことにする．

　「池の峠」は，鎌倉期に，安非堂満なるものが来往定着しだことにょり，開発されﾌﾞことする．つ

まり，この堂満，あるいは堂満の跡とされる⑥が本家となり，主要家系を構成し，初期の「池の

峠」の中核となったとされている・現在面よりの系譜関係を示せば左の如し．

Ｙ．　　　　　　　　　　④

　　　　｜　　　　　　　　⑦　;g　，．
　こ｀　　　　　　④

　　　　　　　　　j_⑩

　Ｙ． Ｇは，もと同族で盲ったと認知されているが，しかし現在では

その度合はかなり河い･現在「池の峠」全員にて「堂満様」なろ小社

を祀ってなるが．祭の際は，⑥と④が中心となる．とくに祭の旗の上

げ下ろしは，⑥が行う．これらに対し，Ｉ家系は，明治前後の来住戸

である．ところで正月の「鍬初め式」は，①は⑥と共に行っていると

ころをみれば，両者の間に，来往時，頼み親的な従属関係が結ぱれて

いたかとおもわれる．ちなみに「村誌」によれば，「鍬初め式」は，元来，主家，御家の畑地で行

われたもので必った．現在，べつに⑥の畑地で行っているとは限らぬが，遡及すれば．そのことが

あったかと察せられる゛なお，⑥が「池の峠」の中核となったことは，各屋敷や屋号よりも推知さ

れる．すなわち，⑥の「オモヤ」を中心に，東にあるのが「ヒガシ」（①），西に必るのが「ニシ」

（⑤），その上にあるのが「ウワニシ」（④）である．かくして「池の峠」では，もと，⑥を中核

とする同族を中心に，「池の峠」全戸が，これに従属的に集まり，それが，その学名で直ちに察知

されるように，水源池を共有していたもので必ろう．さて，このよ引こ復原し得る初期の状態に対

し，現状は如何というに，先記鍬初め式は，④は別個に行っていること，まだ，Ｙ， Ｇの認知は，

きわめて薄いこと，新分家は「池の峠」をはみ出し, (@,⑩）本村全部にわたったこと，等によ

って端的に知られるように，すでに初期の形態はほとん左崩壊し七）つあることを知るのである．つ

まり，初期の「池の峠」を支えていた同族組織は，いまや，現在の「池の峠」の内部的要因となり

得てはいない．そして，これに代って，内部的要因となったものは親類関係ですることを，われわ

れは次の調査で知り得るのである．

　すなわち，全戸の調査によって，同族と親族の構造を，その認知の関係の点より伺っ友:･第２図

がそれで点線は同族，実線は親族の関係を示し，矢印は認知の方向を示している．なおこのとき⑩

は／老令の後家一人にて，実質的な村落共同体構成貝と認められぬため，隠居と共に除外して来た
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が，ここでは対象となり得るので⑩とし

て加えた．ところでその結果つぎの如き

事例のあることが明らかとたった．

　１．相互に同族関係のみとして認めている

　　ものｰなし.

　2.一力的に同族関係のみとして認めてい

　　るものー－③→⑩.

　3.相互に同族でもあり，親族でもあると

　　しているものｰ①－②，①－⑩，⑩－

　　⑩，⑩－＠.

　4.一方的に，同族でもあり，親族でもあ

　　るとしているものｰ⑩→R, R,⑩.

　5.　一方は同族と認め，他方は親族とする･
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　　もの－④－⑩、④－⑦，＠－＠、＠－＠.

　6．　相互に親族関係(のみ）と認めているもの－⑦－⑩，④－⑩，⑧－⑥，⑦－０，⑨－⑩，⑩－⑩,⑩一⑩.

　7．　一方的に親族（のみ）と認めているもの－①４④，①⇒④，④⇒⑩，⑦⇒⑩，⑦－ゃ⑥,(｝⇒⑩,:⑩４０,

　　⑩り③，⑩－タ④.

　8．　同族，親族関係のまったくないもの－③，⑧，⑩，⑩.

ゝ現在面の意識を中心とした調査であるが，これによって，以下の事実を指摘することが出来る・

すなわち，ます，同族団としての独自の意識はまったく稀河という外ない．１，が皆無で，２，も

わすか一件にしかすぎぬ．本村落では，むしろ，同族意瞰は，競族意識の中に，包括されていると

いう趨掛を看て取ることが出来よう・すなわち，３，４，５，の事例は，同族と親族の区別が，ほ

とんど意識されていないことを示し，また全般的に，すぐれて親族関係の錯綜状態がみヽられる．と

くに後者については，６，７，の圧倒的多数事例をはじめとして，上の，３，４，５を加えた親族

関係の本村落にむける位萱づけは，これを容易に指察することが出来よう．また２図によって明ら

かな如く，親族関係の網目は，「池の峠ゴといった如き小地区に留ままらす，本村全部にはりめぐ

らされているわけである.

　このような点，同族組織の崩壊'と相侯って，すでに「池の峠」を支える内剖的基礎楷造は，同挨

組織たり得す，これが広義の親族揖造の系列にぷヽいて，質的に転換した親族関係にホヽきかえられた
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⑥は六親等，⑦は四親等といった，かなり遠い姻戚関係に在る点，特徴的である．以上.の如き事実

は，村落内においては親族関係が，単なろ姻戚関係としての社会関係でなく，村落共同体内での生

活全体に深く関連する社会結合関係であることを示している．こういった点，さらに，部落内での

「こうろく」についてみるに，その最近の相手方あるいは,援助すべき事項のおきた場合，こうろく

に行く相手を調査しﾌﾟこ結果は次の如くである．すなわち，親戚７，親戚・近隣，親戚・つきあい，

親戚・本村各１（計３），近隣４，つきあい１，下の部落１，農研１，農研内のつきあい１であっ

て，親戚に行くとするもの計10を教え，圧倒的に多い．また「いい」にも事例は僅少であるが親戚

と行うものが必った．ところでこうした労働援助，乃至労働交換は，直ちに,.それらをなす者の家

の経営，生産に連なるので乙って，親族関係は，個人を単位とする社会関係であ７とは申しなが

ら，村落内では，すぐれて，家が単位となり，それを基礎にして，広く村落の生活全般につながっ

ていることが明らかとなる．

　つぎに３表を掲げておこう．すなわち，本村居柱戸の親族I関係を網羅し，地域肌親等別を規準

　　　　　　　　　　　　　　　　　第　３　表

１

２

３

４

５

６

父　　　　母
　　子

祖　父　母
兄弟姉妹

伯叔父母
甥　、　姪

い　と　こ
伯叔祖父母

叔従父母
従　　　　姪

再従兄弟姉妹
従祖伯叔父母

　１

１２

　４
　２

　８
　１

　１

　３

２

１

　　　　５

　　　　１３

　　　　６

　　　　１

　　　　１

　　　　２

○大字別

枝不明２

５

６ １

　　1

t･.

２

３

６
１

１

４ ２ １

　２

１２

　４
　２

２

２

に分類したものであるが，これによって，以下のことが明らかとなる．ます，直ちに気づかれるこ

とは，４親等，５親等といった違い姻戚関係が，本村内部，およ･び，大字別技において多く，他は

せいぜい２，３親等までであり，とくに２親等が圧倒的である．とくに本村では４親等以上13の多

きに達し，他と隔絶した数を示している・すなわち，本村，あるいは大字別岐といった自己の生活

基盤に近いもの程，親族関係を密に結んでいることが明らかであって，村落内におけろ親族は単な

る姻戚関係でないことが，これによっても衷妄念される．ところで，大字別技は，本村の外，部落

12を含んでいるから，その数字は，本村と同じ規準で見ることは出来ない．とはいえ，仁淀村以上

の広域においては，たとえば４，５親等のものがまったくないからこの事例の示す意味はかなり深

い．つまり，以上，本村を支えている親族関係の網は，すぐれて，本村内部を支えながら乱　さ

らに本村の枠組を越えて，より広域の村落体を支える勢を示しているといえる．われわれは先に，

とくに切畑経営を中心とし友:本村の生産力にふれ，それを基盤にして，本村落共同体は，内部的に

停滞し，再生産されていることを指摘した．ところでこれと同時に，本村の枠組をはすれた，より

広域への村落共同体の拡大化の傾向を示し友二ので必った．仁淀村を単位とする部落有林，村仕事，

き）るいは賦役慨行は，未ﾌﾞど形式的にすぎぬとはいえ，現在のこの面における，一つの極限を示して

いる．ところで，上の本村部落の枠組をはみ出る，より内面的な=親族関係の方向は，まさに，これ

らの，より外面的な視点よりした，広域への拡大化の傾向と合致しているのでぎ）る．なお，さらに

これを歴史的視点よりとらえれば，初期の「池の峠」の如き小共同体が，内面的にも外面的にも崩
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れ去り，同じ組山，氏子集団等の累積体でありながら，現在は単なる本村村落共同体内の小組的な

位置に転換したりに対し，現在は，本村部落を枠組とする村落共同体がすぐれて，その名に価する

に至っている．むろん初期と雖も，あるいは現在自体においても，当村落共同体は，その枠組の中

で停滞し，再生産されつつ，しか帽司時叱，より広域への拡大化を自ら，指向しているのである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ｉ】

　隠居慣行について簡単にいっておけば，当地域では，長男に家督を譲渡した後「本家」に長男を

のこし．次子以下を引きつれて別居，一先づ生計も別にするといった形態を一般とする；本村24戸

のうち，隠居の現存するもの17戸i.内15戸がこの形態を取っている．他の２戸吋同居隠居で;家督

譲渡の外日常生活はすべて本家と共にすろ．別居隠居（以下居住形式を含めた右の如き隠居形態を

このように称しておくことにする）の居住地は，４図に示さるろよ･うに，本家に隣接している・本

第　４　図

□本家

一村道．

ｌ隋

･･-一小

居

径

家の誦敷と離れているのは①と⑤のみ．いず

れも隠居創立当時は本家に隣していたが，最

近商業創始に伴い，村道所いに下り，居を構

え友:ものである．⑩に隠居２がき）るのは，二

世代にわだる隠居が存在するもの．二世代に

わたるものには，ほかに⑥もあるが，これは

同一隠居家に居住していろ．その場合部屋を

別にしているが，部屋の位置などについては

とくに規則はない．これら二世代のものにつ

いては過去に遡って検討してみるに，同一の

家でも以上のうちその時の諸条件によって，

区々な形式の取り方をしている．これらの条

件については後述．名称は「インキョ」「ナ

カインキョ」，あるいは「カンキョ」「インキョ」といって区別する場合があるが，一般には，い

ずれも「インキョ」で通っている．ところで以上の如ぐ，本村落では，別居隠居を一般とするとい

っても，その在り方には，単に家屋の点のみからいっても大小良悪がある．本家家屋よりむしろ大

きいものから，同程度のもの，必るいはまったく小説にすぎぬものまで存在し，体裁の上から見て

も区々である．そこで隠居家屋を本家の階層化の一つの規準とするととも出来る．いま平均的なも

のをあげれば，本家八畳六畳間併せて四間程度に対し，隠居は六畳，四畳半二間程度である．しか

らばこれらに対して，同居隠居は如何というに，同居隠居のうち，⑦は一且隠居しだが戸主死亡の

ため，隠居せろ母が本家に戻ったもので特殊軍･悄による．とくに取り上ぐべきは③であろう．同家

は代々バ嶋隠居形態を取って来たが，現戸主が教頁になったのと共に現世代で同居隠居に転換し

た．ところで,さらに注目すべきは⑧でき）つて，同家は先述の如く，近世年間庄屋を勤め，明治以後

は教員，神官等の職に在った家柄でき）るが，当家に関する限り近世よりひきつづきこの種の隠居は

行われていない．同家戸主中越律氏によれば，村内にて，累代別珍隠居を行わないのは，庄屋の外

関所番人（番所），年寄等の村役人層の家であるとされる．ちなみに，もと番所（関所）を勤めた

市川家（岩屋居住），中越家（霧の窪^）などは近世年限別居隠居は行わす，明治以降始めてこの形

態に転換した．市川家の如き別居隠居創始は４，５年前に属すろという．これらに対し，下層は如

何というに，先に指摘した如くその規模は小さいがともかく行われていろ．このような点に本村落

の隠居慣行の本質を知る鍵が用意されていよう．とか最下層についていえば，友:とえば⑩戸主など

　　　　　　　　　　ｰ･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉは長男出稼ぎのため，隠居の時期はかなりおくれるとしている．

　さてつぎにこういった隠居慣行についてさらに内容的に伺うために，とくに別居隠居･につき，

一，二の事例を示す，なお資料としては各事例の隠居あるいは本家戸主の談話を主としたｸﾄ，べつ
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に明治5, 10両年の戸籍簿を参照しだ．しかじて後者の場合，資料の性格上，とくに記載年月日と

現実の間に，隔りが＆ると着もうが，その去≒ゝ使用し茫．まだ系譜のうち明治年間，子息不明の箇

所は省略してある．以上二点を予め断っておきたい.

⑥　の　事　例

　l　　　　　　I　　　　　　　l

清十郎一佐平次

　　　　ニ　｜　　　安　次

　　　　　　妻(甚)　　　　　　ト

　　　　　　　　　　　　妻(松)

　
　
　
こ
い

Ⅳ
　
　
　
奴
４
－
一
］
男
男
女
女
女

　
　
　
↓
　
喜
毒
ニ

　
　
　
ー
－
‐

Ｙ Ｍ

初　義

　清十郎（Ｉ）隠居の事は不明．壬申戸籍にて戸主佐平次（Ｉ）の「父」とあるのみである．佐平次は，長男

安次（Ⅲ）･に嫁を貰って約２年ﾐ後に別居隠居した．それは父死亡直後に当っている．すなわち明治10年戸籍簿

にて，安次妻松が，明治11年10月同家へ引越した事，明治13年１月清十郎死亡，同年ｎ月安次相続届出，およ

び佐平次隠居のことが加筆されている．この時妻甚も共に隠居した．しかるにその後佐平次死亡におよび，自

らは老齢のため，再び本家に同居するに至った．つぎに次代に至って，袈裟太郎（Ⅳ）が妻帯したのを機に安

次は隠居した．土地を３分の１分与され隠居家に引移った．このとき隠居に連れて行ったのは，右の母甚，妻

松，および次男と女子３入である．つまり甚は再度の別居ということになる．また甚と安次で二代の隠居が存

在したことになるが，隠居家は同―家屋であった．甚は先の本家再同居以来，老齢のため股事，生活両面に亘

り，すべて子，孫に頼った．ところで隠居へ同居の子息についていえば，次男鹿次は明治45年頃，本家東隣へ

分家した．⑦がそれ．分家創立にあたっては，隠居，本家共同にて家屋を立ていりり,土地を主とせる財産は，

大部分隠居が買い与えた．べつに隠居地も儲か乍ら，分与した．その厄女子３人は嫁入りした．さて，次の世

代の隠居が袈裟太郎にあたる．現在生存するせい氏（73才）等である．長男直武（死亡）が嫁を貰い，その後

約1.2年同居したが孫（初義氏）出生直前，昭和5.6年頃隠居した．当時せい氏は47.8才であった．長男直武

は20才で妻帯したが，せい氏等は，「早うもろうてかかろうと思ったので」長男の妻帯を急いだわけである．

ところでその隠居当時は安次等（�）が未だ生存中であったので隠居家を２軒必要とした．そこで１戸建築し

たが，いま当時の模様を図示すれば次の如くである．Ａは佐平次（１）･時什より建てられていた．いはば当

（Ⅳ) (II)

|旦∩二|

[禾TT家-I

　(Y)

家代々の隠居家であり，安次・松夫婦（�）が居住していた．新築のＢには袈裟太郎，せい

（Ⅳ）およびその女子３人が庄んだ．なおＢは，便宜上新築した一間の小屋式のものであっ

て，後に取り壊され，現在は再びＡのみ残っている．ところで右の時期つまりⅣの隠居当時

当家の生産面での関係は如何というにおよそ次の如くである．

　○本家－戸主は当時かなり有利な賃労働である水路工采関係に馬曳きとして出で駄賃を稼いだごなお畑を

　　　　　3.4反所持したが，その耕作は妻一人の手でなした．やなぎ畑（三極畑，切畑）は経営せぬ．

　０Ⅳ一部落内２名より田Ｉ反８畝，畑３反を借り小作，やなど，米，きび（唐黍）の生産に当った．ちなみ

　　　　　に，当時水路工事の賃労働に出る考多く，それらの土地を小作したものである．

　０Ⅲ一畑3，4反にてきび耕作（下記参照）

　なお�の畑は隠居地として本家分の中より分与せるものであったが，安次，松，老齢のためⅣがかなり労働

力を捉供した．つまり当時の④家の土地を対象とせる生産面のま力はⅣ（ナカインキョ）が握っていたことに

なる．さて安次（ａ）は81才になり老衰のため，「俺は百姓を止める」というようになったが，その年に死亡

した．つづいて同年妻松も死亡．そこでせい氏等（Ⅳ）はＢ居住を止め，Ａに移る筈の所長男夫婦が九州に出

稼ぎに行ったので本家に戻り住んだ．後，長男帰郷まで，８年間，本家役をつとめたわけである．すなわち，

右のナカインキョとしての小作は止め従来の④家の土地を本家分，隠居分併せて約１町全部耕した．やなぎ

　（三回）10万本近く植えた．其の時は人も雇俯もした．このようにして，結局Ａに入ったのは今から15,6年間

前であった．つまり本家が帰って来たわけであるが，当時耕作はや祠
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ち３分の１を隠居分として分けた．その後隠居夫婦でかなりの期間減さずに耕作していたが袈裟太郎が手を思

いそのため，隠居は2，3万本に減じた．せい氏が主として耕作したわけ．その後袈裟太郎は死亡．せい氏は続

けて右を耕作した．しかるに本家戸主が死亡しせい氏の本家への耕作面の労働援助も増した．ところで孫初義

氏が妻帯，本家をついだのを機に再びかなり楽になり現在は老齢のまり

の協力を得て，約１反のやなぎ畑を耕作しているにすぎぬ．なお，両隠居含めて現在の隠居分は左の如くで

ある．なお当家では位牌は常に本家にある．

水　　田　･こやし(熟畑)|　いも地 切　畑　申　その能
山林貸付地

自 小　｜　自　｜　小 自　｜　小 自｜小ｉ自｜小

本　　家

隠　　居

　反

0.S

0.05

反 　反

1.2

2.5

反 凛凛

1.1　0.35

　反　　反
ヅゴ

　反
0.3

　反
5.0

　反
S.5

　反
5.0

⑩　の　事　例

　　　　Ｉ　　　　ｌ　　　ｌ

　　　弥三郎一一一生　駒一一拗

　　Ｉは本家の西側に隠居．１の代には新建築した（隠居屋敷売却のため）．１は９年前隠居．�に嫁をもらい

　半年程して別庖した．男子３人，女子３人を連れて出穴．その後，二男は山林労働で出稼ぎに転出，三男分家

　四男転出転業，および２女子が嫁入る．といった如く，漸次減じて行った．土地ｉついていえば，当初，隠居

　分として，やなぎ畑もこやしも分けた．その時は隠居分の方が多かった．それが次第に減じて行った．つまり

　「下子（したご，次子以下の子供）」が余計あると，沢山分与されるならわしである．いまその割合を示すにま

　ず隠居分が本家分より多い時期はきわめて短い．本家に子供が出生し，人数が増して行くからである.･そこで

　およそ，隠居の５－４人程度までは４分６分で隠居４分．あるいはそれ以上である．隠居３人の場合は，３分

　７分に近くなる．現在子供は末子１人のみで，隠居３人であるから，この程度であるが，いずれ隠居夫婦２人

　のみになれば，３分７分，あるいはそれ以下になる筈．なお分与に当っては，単に「これこれを作れ」と口頭

　で行うのみ．「便宜的に分けているだけで，本家と全部一緒である．耕作も他の経済生活も一緒．隠居は，た

　だ居るだけの隠居である（西村生駒氏談）」なお三男は部落内に分家したが（⑩）本家より家屋，土地を買い

　与へ叉分家させた．分家の際，「隠居地を分与する場合もあるが，そういう例は少い．隠居分といっても，地

　は本家のものだからである」（同上）．位牌は隠居にある．隠居死亡すればむろん土地も共に本家にかえる．

①　の　事　例　　　　　　　　　　，

　　　　Ｉ　　　ｌ　　　ｌ　　　Ⅳ・

　　　幸次郎一藤十郎一徳次郎一一豊

　　Ｉは本家の四隣に隠居し，隠居分も所持していた．１は隠居せぬまま死亡．その妻槌が隠居した．Ⅲは昭和

　10年頃隠居．Ⅳの嫁が来て２年後であった．其の時槌も同居した．隠居家は全部同じ．徳次郎死亡後その妻は

　！人でやなど畑の耕作をいていた．隠居分は次表の如し．しかして老齢になり，昭和30年３月より村道沿いに

　べつに隠居を新築し雑貨商を始めた．隠居分はこのときより本家がっくり始めた．

水　田　レこやし いも地　｜切　畑　｜　その他
山林!貸付地

自　１　小　｜　自　｜　小 自　｜　小　Ｉ　自 小　１　自　１　小

本　　家

隠　　居

反 反 昌　Ix

1.5'

　　反

　　0.5

、0.5

反 　反
10.0

4.0

反 反

2.0
・　反　反

219.0

　反

l'O

　しかしなお，隠居でやなぎ畑３反は耕作している．名義は現在でも全部隠居名義である．現在隠居分は隠居

名義で税金を払っている．寄附金は本家と祖談し，本家が出したり隠居名でとくに出したりする．秋葉山の寄

附は本家が出した．位牌は隠居にある．隠居の際は次男を連れて来たが，後分家した. (@).創出にあたって

は本家が全責任を負った．現在隠居は現本家（Ⅳ）の次男（孫）が同居している．

　徹頭徹尾，労働し，生産し抜く形態であるととがます，最も注目される．意識面よりすれば，事

例中にもみえ完:如き，かなり楽隠居的な面があるが，この点，本家役を譲渡し隠居したわけである

から，当然とされよう．しかるに，なぷヽ現実には，死ぬまで働き抜いているという実状である．す

なわち，右の如く隠居は，そ芦）創出条件として，隠居地（隠居分）を分与され老衰して，労働不能
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に至るまで，あるいは死亡するまで生産に従事するわけである．しかして，特に後述するところと

も関連するのでこの隠居地についてしぼらくふれておきたい．隠居地が各家において，各世代を通

じ，一定しているか，あるいは，別に決定されたものはなく，各世代毎に異った土地が充当される

かという点に関しては，むしろ，その両面を含んでいるといわねばならない．すなわち，分与の慣

行についてみるに，ます隠居地決定に当っては，各世代毎に，新たにロ頭で以て分与される．しか

して，各隠居は，その創出当時･の条件によって，隠居地稜に広狭，多寡がある．そこで各世代を通

じて，一定の土地を定め，これを隠居地と銘うつことは事実上.困難である．しかし，一方，しきた

りとして，自然前世代の隠居分を引き継いで行くといった傾向はつよい．その一つの原因は，つぎ

の如きに求められよう．すなわち，通例として，各家の所有地のうち，良好の土地は本家にのこし

隠居分としては，より粗悪な土地が分与される．さて，つぎに，この隠居分との比声を見るに，創

出当時，本家７分に対し，隠居３分，あるいは隠居分３分の１とい･．ヽだ程度を最も普通とする．と

ころで経営の縮少化とはべつに創出当時の隠居地は，一応隠居名義で，死亡後本家分に復帰するま

でつづく．そこで次世代に直ちにほぼ同一の大いさ（人数，労働力等よりしで）の隠居が創立され

れば，そっくい

定されているともされているものとおもわれる．ところで以上の点に関し，次の史料を掲げる．叉

久二年別院村の内，大据福村百姓文蔵が肘岐村老，老代お･よび組頭に差し出した文書，「済口始

末」の一部であって，同家に内蔚雑があっだが村役人の仲介に･よりこれが落着を見た際の始末書き

である．すなわち，「一，私俄御本地壱反五代四歩夕父留五郎ぶ譲り呉百姓業相立居中候処男子数

ｌ相養居中候問惣領善右衛門へ右御本地三ケ弐分ク遣シ三ケ壱私隠居料ニいたし隠居仕居中候（以’

下略）」とあり，近世年間より現在に見らるる如き別居隠居が行われいたこと，その隠居分は同じ

く３分の１程度で＆つたことを知り得る．ついでに指摘しておくならぼ，文蔵は自己の代に分家し

たものであること，そして本地分としてはわずか一反余を所有するにすぎなかったことが知られ

る．定畑（新地）も，さほどなかったとおもわれるから（或は皆無か），おそらくは他に，かなり

の切畑を所持してい穴:であろう．経営内容等はべつにして形態において現在と生活様式上大差なか

ったことが明らかとなる．なお近世年間の隠居慣行については，べつに天正地検帳にて隠居の所在

が敬見される．もっとも別岐名の場合，わすか１件といった程度のものにすぎない゜第２章第１節

にのべ友:「うは」がそれで記載は次のとおり．

　崎　畑

　一，四拾代下屋敷　　　　　　　　都ノ村　別岐名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　片岡分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うは居

昂敷のみの名請人である．しかしてこの点は他名に見出される「ぢい」とか「祖母」等いずれも同

じでを）つた．当時の実情については，先記，天正地検帳め分析と考え合わせて，〔１〕天正地検帳に

必らわれる隠居は，以上の如き形態と異っ穴:，むしろ最上同者と関連する楽隠居的な性格が強かっ

たであろう．〔２〕現在の如き働き抜く隠居形態は，それ以下のとくに中層者の家よります創出され

ていったのであろう．すなわち，時期的にいえば，天正検地当時の中世的色彩を次第に払拭し，近

世的小具民が村落内に次第に独立して行く過程と共にこうした隠居形態が村落内に根強くなって行

ったとおもわれる．しかして，天正地検帳に名請地として頌歌が登録されるまでには至らないが，

あるいはすでに，近世的小数民的な別居隠居は，小規模にしてもあったかも知れない．（３）天正地

検帳名儲人下層者のうち，きわめて隷細な名請地しか所持せぬ名請人，あるいは無屋歌の者等に隠

居が含まれているとする根拠はかなり薄い．単に記叔而のみよりしても，天正地検帳では，先記の

如く，隠居は直ちにそれと察せられる名称によって登録されている．土佐の，とくに当山間地域の

場合，隠居が，上述の如き記戦内容で以て，広範に登録されるとすれば，天正検地よ貼やや降っ
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だ時代の検地においてでは必るまいか．天正地検帳上.のこうし七名請人については, C2:とほぼ同

様のことが指摘出来るとおもわれる．すなわち時期的にやや遅れるにしても，これらが，次第に，

上昇転化し，一戸前の家として独立するにしたがい，次第に，現在面にて広範に見らるる如きに類

似･した隠居を創出するに至つすこものとおもわれる．等といったととが推定されるが，むろん，未だ

単だる推定の域を出でぬのであって，こういった点については，今後の分析に侯たねばならぬ．

　さて先の如く，約３分の１の隠居分を得て，隠居するが，こうした隠居の実際に経営する土地

が，年次によって，次第に減じて行き，最後まで生産し抜く点，最も注目すべき所であった．先記

の事例によっても明らかな如く隠居の際，本家分より多い土地を分与さるる場合のあること，隠居

に同居する人数の減少により，隠居地の割合に変化,を生ぜしめていること，老衰に近づきながら，

しかもなお，漸く，やなど3,000本（１反）を耕作している点等は;　こうした性格を端的に物語っ

ている．また，農耕不能に至れぼ，べつに商売を創め，経済的基盤を得る方途を立てている例など

は，さらにこのことを如実に示している．この点先掲③，⑧の如き純粋な同居隠居力ら（⑧には現

存せぬにしても），いはば，いずれも，本家へ寄生する隠居（寄生隠居で）で乙るに対し，当地の別

居隠居は;その本質に，すぐれて生産的な性格をそなえている（生産隠居）．しかして，このとき，

とくに注意すべきは，⑧，⑩２戸の隠居の如きまったく隠居地を所持していないものの存在であ

る．これらはすでに明らかな如く，村内最下層者であって，隠居地として，分与すべき余裕を持た

ぬものである．これらは「土地が少いから分けず一緒に耕作する」といっている．つまりこれらと

て，あくまで，本家と共に労働に当ることは中すまでもない．さて，かような生産隠居を生んだ根

拠は，容易にこの地の生産力の低さに求められることは，すでに明らかである．このことは，寄生

隠居創出者である③，⑧が教員，神官といった，あるいは⑧が老，庄屋役勤務の家柄であっ穴:こと

を考え併はすれば，さらに明瞭であろう．ところで生産力の低さに密接に関連するが，こうした隠

居形態を存立せしめるいま一つの要件は，当地の公業経営の低位性にある．ちなみに巡業技術の高

度に進んだ水田地帯等について考えるに，かような地では隠居が，直接生産に従事する必要もある

まいが，同時にまた，技術的に不可能である．当地の場合，水田は僅少にしてその生産の基礎を，

畑地とくに切畑においているので必って，かような切畑経営の如き，単純な原始的農業技術に依存

する地において，はじめて，隠居の生産的性格が可能でき）るとされよう．ちなみに切畑経営に関し

ては，山･焼き，耕起，子植，修理（春打ち，秋刈０ ，切り，運搬，蒸，皮は育，けすり等，いず

れの生産，精製行程を取ってみても，老人で不可能な労働分野はない･．これは恰も漁村において，

隠居が地先での一本釣りという原始的漁法によって生計を立てゝいる形態に酷似していろ．ともあ

れ，こうした原始的切畑経営が先に見た如く，この地の生産力を低からしめ，且つ，それが，村落

共同体を再生産する基礎をつくっ友:が，同時にまた，このこと自体が，かような隠居慣行を，此の

地に生み出しているとも申せるのである．

　さて，かような隠居であるから，却って村落内での地位はかなり高い．そういった点，ます本家

との関係についてみれば，位牌は隠居にある場合が多く（むしろ，位牌は隠居にかくべきだとされ

ている），家督を譲渡したとはいえ，祖先の祭祀権は隠居が握っている．また，右の如く，家産と

しての土地を隠居分として管理しているわけである．なおこういった点，とくに附け加えておけば

⑨尨どは生産手段として土地あるいは農具の外，牛１匹を隠居自身で所有しているのであった．な

訟これに関連し本村落において，隠居がしぼしぱ本家の出稼ぎに伴い本家役を勤めていることは注

目してよい．本村での出稼ぎ者については詳述する暇を持たぬが，その数は甚大である（ちなみに

事例参照）．ところでその中には本家自体が，と）げて他出する場合もあるのであって，こういった

ことが可能なのは一に隠居の力に侯つことが大きい．ま穴:隠居の経済的基盤については部落内に隠

居の高利貸３を数えることを附け加えておこう．どういった隠居は税金を自ら払っているものが多

い．まだ寄附は，本家とべつにするのが普通である．むろん，本家と相談して共同でなすこともか
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なりある．いずれにしてもその地位は高い．寄附に関しては，秋葉山の寄附板場に，とくに「隠居

組」ヽとして，氏子のうち，隠居のみを別個にして記名したものがかなりあり，隠居組のみのものも

ある．ところでつぎに，村落共同体内での位置を見るに，ホヽよそ，共同体成員としては，本家のみ

が当てられており，村賦，部落有林，常会等，いすれも本家が霜成戸であるが，村仕事のうち．道

掘りには，隠居の労役が予定されている．また，部落有林と同一性格のものに，池の峠の組山が＆

つたが，⑨は隠居がその権利を所有している（事例参照）．‘　こうした隠居の地位を端的に示すもの

は，④．⑩２戸の隠居であろう．両者は「元老」あるいは「長老」と呼ぼれ，本村落共同体の実

質的な支配者でお）る．あらゆる指談毎，部落内の事件等は，この「元老」，「長老」に持ちこま

れ処理される．⑩はさらに秋葉山,の管理者の地位にもある．ところで右の寄附板に記入のあっヽだ:如

き「隠居組」と呼ばれるものが部落内にある．　娯楽を中心としたものであるが，とくに指摘すべき

行事としては，年１回の隠居組による祈顎祭がある．神社春日様に集まり，長生きの祈願をし，集

めた会費にて酒宴を催ぷヽ寸．なお当日は，別岐各部落の隠居組が集るので必る．以上の如く諸種の

面におヽいて隠居の位置はかなり高い．経済的基盤を得れば社会的地位が高くたる好例である．しか

しながら先の本家出稼か後の預り作といヽえる，隠居の本家役復帰の事例に明らかに本村落自体

の，経済的な背水の陣を構えた姿勢を看て取れる如く，生産力の限りなき低位性から生み出された

性格であってみれぼこれは容易に看過出来ぬ現実である．



附論　第4章
一

一

一 拒の生産構造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｉ】

　　明治10年代は，わが国で本源的蓄積過程が急激にすい

　封建的貢租とほとんどかわらない高率地租と小作料負担の上に，地租金納化，入会地の収奪が行わ

　れたことは，外からの商品＝貨幣経済の急激な浸透と蔀依って，農村をいちじるしい窮迫に追いこ

　ん.ﾌﾟご･高知県においてもそれは例外でない．特に，ホヽくれた切畑耕作によって何らかの程度に自給

　体制を温存してきた山間部値民にとって，このような形での本源的蓄積の進行はこれまでの農家経

　済の芦生産の諸条件をいちじるしく破壊することを意味し，ために農民の窮迫は一方に零落農民の

　離村－プロレタリア化を促進すると同時に，他方では新だな現金収入源を求めての必死の経営努力

　を余儀なくさせるに至ったものと考えられる・

　　高知県山間部農村において，商品作物としての三極が栽培されはじめ，明治22年以降急速に普及

　したのは以上.のような歴史的背景のもとにおいてであった．それは，当時における和紙市場の急激

　な拡大を前にしての製紙業者および和紙取扱閲屋などの和紙生産拡大の要求によって喚起され，そ

　れが，零落農民の離村をくいとめ，併せて新たな地代収取の対象をそこに求めようとする山間農村

　の地主層の要求にうけ入れられて，疲弊しだ農村救済のための所謂「勧業」として時の県庁などに

よって極力奨励された．したがってもともと，農村における生底力の順当な発展の結果として農民

　の間から生れ出友:方向というよりは，いわぼ耕作貧民に対して上から，すなわち紙業資本と山村地

　主層の主動のもとに移植されたものということができる．しかし当時の長民の窮迫の事情がやがて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　数年をいですして，これをほとんど高知県の全山願部に急速に普及させることになったのである；

　　こうした事情のもとで山間部長村にうけ入れられることになった三枝栽培は，山村長民にとって

　どのような意味をもつものであったであろうか．それは一般的にいえば，生産力がいちじるしく立

　ちおくれたままで資本主義の急激な発展の中にまきこまれてゆく農民経済のもつ矛盾した立場に，

　山村の農民をはっきりと位置づけることであった．すなわち，牛封建的土地所有の圧力による零細

　経営と，切畑耕作というきわめて低い農業生産力の基礎の上で, 100パーセント商品ｲﾋをめざす三

　枝を生産し，それによって自家経済の貨幣経済的再生産を行ってゆかなけれぼならぬということで

　ある．このことは，明治本源的蓄積期の特殊な諸条件の中で位置づけられた山杜温家経済の，特殊

　な脆弱性と矛盾を示すものといえよう．三枝をうけ入れろことによって新たな構造をもつことにか

　った山村の経済は，その後の日本資本主義の発展の中で，三極作農民と山村の半封建的土地所有，

　および直接には紙業によって代表される資本，の三者の対抗関係を主軸として展開をとげてゆくの

　であるが，上.の三極作農家の特殊な再生産構造こそは，この資本，土地所有と耕作農民の生産関係

　の，生産過程における表現なのでと）り，最初に定位されたその脆弱さと矛盾は全体の構造変化＝資

　本と土地所有の発展の中で益々深められ，不安定性をましてゆかざるをえない．第１表に示される

　ような三極の生炭推侈は，そのような関係の発展を内にひそめている．表に見られるとおり三極の

　栽培面積と生産高は，明治年間を通じて漸増するが大正期には早くも停滞し，大正10年頃を境に急

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）　減しはじめ，その後若干の起伏はありながらも大正期の水準に1亥復しない．すなわち三極の商品作

　物としての発足後きわめて短期間に既に停頓している．この事実の意味を解明するためには，前に

　述べた，需要者たる和紙部門，栽培地における土地所有，および三極耕作農家の三者夫々力側にか

　けろ事情の変化と，それらのからみ合いが尋ねられねばならないであろう．今これの全面的な解明

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　を志すことは，木祖の目的ではない．しかしこのように全体として停滞，衰徴しつつある三極栽培

　に，現在においてもなおそり生活の主要部分を托さればならぬ山村農家が数多く存在することが，

　高知県における多くの山間部農村の特徴であ貼それらの山村の経済構造を明かにするためには三



56 知大 術研究報告　第５巻　第32号

栢栽培農家の再生産構造の特殊性が問われなければならないでむろう・

　　第１図　三極栽培面積及び生産高の推移（明治31年一昭和29年）（註１）三極栽培が山間農村における
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備考　内閣印刷局高知出張所調べ，及び高知県紙業史より作成

　　　　　第２図　三極価格の推移（大正元年＝100）
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備考　内閣印刷局高知出張所調べによる価格を日銀卸売物価指

　　　数（昭和9―12年基準）によって修正して作成

地主階級の新知勁ａの手によって村に

移入され，普及の努力がなされたこと

はたしかである．大野勇氏著「三極の

恩人jにあげられた三極の恩人十数名

中，敷名の製紙業考（藩政時代の御用

紙漉きの家柄が多い）と製紙技術者の

他はほとんどが地方旧家乃至有力者

　（地主）の出とされている．尚この点

については横川未吉氏「高知県の焼畑

耕作」「人文地理」第４巻第４号．

　叉耕作農民の方は最初は三極栽培の

奨励に対して進んでこれに呼応したわ

けではない．三極が有毒であるという

ことで耕作をしぶり，その誤解をとく

のに10年程もかかったといわれる．こ

のことは，このような形の上からの移

入に対する耕作農民が示した抵抗とも

考えられぬことはない.

（註２）三極の生産推移のこのような

全県的な傾向と同時に，夫々の地帯の

地域性を考察することが本来は重要で

あるが，資料の関係でここではふれる

ことができなかった．この点について

前記横川氏の論文は，三極栽培地帯と

して吉野川流域地帯と仁淀川流域地帯

を対比し，前者をもって三極栽培は明

治末年頃より急減して植林化が進んだ

地帯，後者をもって三極を守り続けて

植林が進まなかった地帯とされ，「そ

の理由は明かでないが，仁淀川流域が

土質が三極に好適であることと，山村

人口が祠密で大土地所有が少く，植林

を行うほど山地面積に余裕がなかっ

た」のに対し，一力吉野川流域は吉野

川の水運による刺戟が植林を進めた原

因となったであろうと述べられている．われわれも両者の相違の主なる原因を土地所有関係の様態と林業差

額地代の発展における前後関係にあると考える．両地帯における三極栽培上の密植と疎植の相違も，上の理

由によって説明されるのではあるまいか.

（註３）和紙製造部門との関連における三極の市場構造については,第５章においてふれられる．本章では以

下の叙述にあたっては，三極価格決定機構＝流通過程は一応捨象されるのであるが，第１図の生産推移との

関連のため，特に以下の叙述において前提される三唖の価格変動の特殊性を示すため第２図をあげておく.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□r】

高知県山間部切畑耕作地帯における切畑１,反歩での三極作付全期間にわたる労働過程を概略表示

すると第１表のとおりとなる.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1
　　さらに三柾栽培のために実際に投下された労働時間を月別に示すと第3'図のとお１となる
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　第１表　伐畑１反歩での三極作付全期間にわたる所要労働

伐畑１反に三極3,000本植栽し（疎植の場合）３回刈取り９年目以後放棄するものとする．

所要労働（人役）は男女を通じて労働換算せず．

労働手段=＝鍬，鎌，蒸煮用桶，釜，補助材料＝薪（自給）

上例は高知県高岡郡仁淀村別枝本村における聴取りによる．

5Z

　以上.の二つの表から，われわれは高知県山間部で現在普通に行われてい石三極栽培について，そ

の労働過程七おける次のような諸特徴を把握することができる.

　　（1）労働過程での生産用具の充用が，極めて低度であり，手労働が支配的である.

　　（2）労働力は概して単純幼稚なものでこと足り，その充用がはなはだしく不定期的であり，恒

常性を欠いている．しかしながら，季節的に，所謂クリティカル・モノントにおいては一時に多

量の労働を必要とすること．第３図において，Ａ農家の12月，Ｂ・Ｃ農家の３月の労働時間はい

ずれも刈取り，切揃え,･剥皮，乾媒のための労働であるが，それらはかなり短期間に行われるこ

とを必要とする．このことはさらに，第１表の第２年目における山焼きの場合一層決定的とな

る．後者の場合，特に事柄の性質上，家族内の労働力では到底問に合わす，通常部落の共同労働

　　　　　　　　　　　　　端３図　三極作月別実労働時間（昭和29年度）　●男　口女
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１　２　３４５　６７　8 9 10 11 12月

家族農業従男者　　男１　女２　計３人

三極作付実面積　　　樹令３年　1.7反

三栢実収量　総額59.00貫　反当34.71買

備考．農林省高知統計事務所，昭和29年度主要農産物
　　　生産費調査より作成，（高知県長岡郡大豊村）

それは叉，第２表にみられるような三極の反当生産

　　　　　　　　　　　　　　　（2）量の停滞性としても表現される．このような三極作

における生産力の絶対的低位性と停滞性は，それ自

体第１節に必げられﾌﾞこような三極栽培をめぐる生産

関係＝=経済隋造によって制約されているものと考え

乙ヒ

lご1
５巻　第日2号

　によって行われねばならない.

　　㈲　労働対象としての三極の特質，永年性

　植物であり，かつ一般に連作の困難なこと．

　そこから収穫時期は大体３年目毎とされ（９

　年目以後は不定期），普通10年乃至10数年を

　過ぎると約10年間は再植することができな

　い．労働対象に即しての技術的諸改善（品質

　改将，施肥，肥料木利用，遮蔽による日照制

　限等j）は，技術的可能性は認められても，実

　際にはほとんど全くという程取入れられてい

　ない．　　　　　　　　　　　　’

　以上の諸事実は，三極生産における労働生産

力の低削生一労働過程における労働力と生産諸

手段の有機妁爾成のきわめて低い段階，の個々

の側面をあらわしていると見ることができる．

　　　　第２表　各10年平均反当収量比較

　　　　　　　　　　反　当　収　量（黒皮）年　　次|コ［蜃ご県収|草地塑房Ｃ
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ねばならないが，それについてはここで立入らな　　備考第１図と同じ資料より算出

い．一方三極栽培のこのような低い生産力段防は，それが山間部農家において，最重要な現金収入

源で立）り，経営維持一再生産の主要条件であることからして，三極耕作農家の再生産構造の特質を

規定し，ひいては切畑耕作地帯山村の経済構造を規定するｍ要契機となる．それについてはおって

ふれてゆｙ沁さしきたり重要なことは次の諸点であろ．

　　１，上に述べたような三極生産における労働生産力の低位性は，他の製紙原料（例えばパル

　プ，-・ニラ麻）に対する三極の相対的高価の基礎的制約をなし，市場における代替物による三柾

　の躯逐の遠因をなしている．（一方三極栽培における技術の絶対的な低位性と労働充用における

　上述の断続性は富農的経営への発展に対して技術的な面からする制限条件をなす．しかし絶対的

　制限ではない．それを不可能にするのは技術的条件ではなくて，土地所有と価格関係から来る制

　約である．いすれにしてもそのような方向での生産力向上発展の途がとざされていることが，ひ

　るがえって三極と他の代替的製紙原料の個別的価値のひらきを大きくし，三極の凋落を益々決定

　的なものにすると考えられる．）

　　２，三柾作の標準的な反当所要労働時間は，米作や普通の畑作と比べればかなり低いが（昭和

　2冷灰高知県良林統計年報にあげる主要員産物生雇費調査より計算すると，昭和24年～28年平均

　で米191.1時間，裸麦217.7時間，小麦179.0時間，胡瓜1656. 8時間に対し,三極125. 3時間），山地

　の土地利用形態としてはたとえば造林業の場合と比べて巡かに高い労働力の吸収率をもつものと

　云える．このことは水田,熟畑の乏しい山間部で,三極栽培をして零細良家の自家労働力燃焼の場

　として重要な意味をもすこしめるとともに,反面三極の価格低落の場合,山村の労働力過剰を現象さ

　せる一半の根拠をなすと考えるごとができる．同時にこのことが，山村での土地所有，利用の上

　で，林業地代と三極価格の相互変動をめぐって生する大土地所有一地代一林業,の利用形態と,零
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　　細土地所有一家族労働力の完全燃焼一三極作，との対抗関係の一つの基礎をなすとも云えよう．

　　　しかしながら，かといって三極作のみによって自家労働力を完全に燃焼しつくすことは，その

　　労働過程の断続性，不定期性からして乱ほとんど不可能に近いといってよい．三極専業と云う

　．経営形態はありえず，自家労働力の連続的合理的な運用の面からしても，何らかの他の労働充用

　　と結びつくことが，かなりの経営規模の農家において’も必要となる．それは現実には，土地所

　　有，経営耕地の広狭によって低位自絵農業の形をとり，又山村における林業，土本業の賃労働へ

　　の流出となる．　●　　　　　‘　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　３，労働過程の決定的段階（山やき）にふヽいて集団労働を必要とすること，そり穴:めの労働力

　は伝統的な部落共同労働にまたなければならないこと，又クリティカル・モノントにおける労働

　力の補充が，臨時雇の形でよりは通常「手証代り」（結いﾐ）の形で行われろということが，部落

　の共同体的規制の強い残存の基礎となり一種の耕作強制的な要素を帯びさせている．とのように

　七て再生産される共同体的関係は，土地所有と結びついて，土地所有とそれに結びつく労働の半

　封建的形態の基礎となる．

　’４，労働対象としての三極の特殊性により制約される再生産過程の特徴について．永年|生作物

　であることから，需要の増減に対する増産又は減産には常に時間的すれが生じ，和紙部門の事情

　による需要の動揺と柑炭って三極の価棉変動を普通以上に大きくする．一方において，三極作農

　家の零細性から，法正状態において栽培を継続してゆくことは困難で直）り，そのため収僅時期と

　値上り時期との一致又はその逆の場合が常に生じ，三極作に一種の投機的色彩を帯びさぜること

　となる．　　　　　　　　　　．

　（註１）三極栽培における所要労働は，土壌，気候等の自然的条件および耕作地への距離等によってはなはだ

　　しいひらきを示すものであるから，これらの諸表の数字をもって一般をおしはかることにはかなりの無理が

　　ある．したがってこれらの表の示す数字（入役，時間）はさし当りは例示的なものと考えられねばならない

　　が，少くとも三極作労働過程の主要契機とその特徴を示すための指標としては役立ちうると考えられる．

　（註２）労働生産力の適確な表示としては，単位労働時間当りの生産物数量（或は同じことであるが生産物単

　　位当りの所要労働時間），すなわち所謂労働生産性が比較されなければならないが，前記註１に述べた自然

　　的条件の多榛詮のため，厳密な比較にたえるような適当な資料を見出すことが困難である．しかしながら，

　　:副司の三極栽培に関する諸極の書物によっても’（例えば大正４年農事彙纂第５「三極栽培調査」，大正９年

　　股商務省山林局「三極に関する調査ｺﾞ．それらの記載する事例によれば，三極作における反当，並に生産物

　　単位当り所要労働時間は現在のそれとほとんど変らないか，あるいは逆にはやかに少い場合もある．）三極

　　作の労働過程そのものはほとんど全く変化がないと云ってもよい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ｌ】

　上に述べた三極作の労働過程の諸特徴は三極の生産費構成を規定し，その再生産構造の独自の形

態を制約する．われわれは三檀の生産費の検討にうつろう.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　農林省高知統計調査事務所の昭和24年から29年に至る三極生産費調査をもとにして，第３表と第

４表を作成した．（第３表中反当生産費及び労働時間の各年次毎の出入りが多いのは，樹令の異る

作付地の種々の組合せにより作付面積中の収仮面積の比率が各ダース毎にかなりぴらきが生するた

めで忠）る．しかしながらそのひらきは，単位当り生産費では大分接近し，単位当り労働時間では大

体同じ水準に近すいている．）　　　　　　　　　　　　　　＝

　第３表から直ちに知られることは次のことである.ll欄に見られるように全年度を通じて，資本

利子と地代を含めた生産費が回収されているのは，三柾価棉が最も鵬貴した昭和27年度だけであ

り，その他の年はいずれも生産費を割っている．さらに資本利子と地代を差引いた生産費に対して

も，価格がそれを満しているのは，昭和26, 27の２ヶ年にすぎない．同上生産費計算では自家労働

がその土地，その月の標準的な剛庸労賃で評価されて生産費中に入れられているのであるから（昭
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　　　　　　第　３　表

年

次

Ｉ
生　　産　　　物

１

資本利了、
地代を合ひ
生産費

　　(Ｂ)

Ｉ

　Ａ一Ｂ

Ⅳ

資本利了、
地代を除い
た生産費

　　（Ｃ）

ｙ

　A―C

Vl

労働時間

　　(Ｄ)

Ⅶ

　A/D

数量(黒皮) 価額(Ａ)

24

25

26

27

28

29

平

均

反　当
単位当

反　当
単位当

反　当
単位当

反　当
単位当

反　当
単位当

反　当
単位当

反　当
単位当

　　貫
24.0
10.0

29.5
10.0

19.6
10.0

26.9
10.0

16.6
10.0

21.じ
10.0

22.9
10.0

　　　円

　3,117
　1,290

　7,334
　2,500

　5,582
　2,848

10,756
　4,000

　5,067
　3,000

　3,537
　1,700

　5,916
　2,556

　　　円

　6,371
　2,636

13,380
　4,530

　7,872
　4,020

　8,233
　3,060

　6,550
　3,947

　5,594
　2,652

　8,000
　3,45a

　　　円―3,254
､―1,346

―5,995

―2,030

一2,270
―1,172

　2,523

　　　940

―1,483

　―347

―2.007
　―352

―2,081

　―918

　　円
4,7G4
1,971

9,318
3,155

5,128
2,618

G,643
2,469

5,584
3,365

4,710
2,233

6,025
2,63Eﾖ

　　　円―1,647
　一一687

―1,934

　―S55

　　　454
　・230

　4,113

　1,331

　―517
　―3S5

―1,123

　―533

　一109
　―112

　　　時間

　　144.2

　　　59.7

,，　192.4

　　　65.1

　　　94.1

　　　48.1

　　136.9

　　　50.9

　　111.2

　　　67.0

　　　72.9

　　　34.6

　　125.2

　　　54.2

　　　　円
　21,62

　20,61

　38,31
　38,40

　59,32
　59,21

　78,57
　78,59

　45,57
　44,78

・49,21
　49,13

　48,76
　48,38

備考．高知農林統計年報（股林省高知統計潔査事務所編）昭和29年版より作成，但し昭和29年度分を追加

　　　　第４表　三極反当生産費（昭和24～29年６ヶ年平均）　和2∂年慶の場全平均時間当り約50円）

ii- 11'5?-J±　上の事実は生産手段の倣却と費.用柿填

豚　を行っ玄必とでは，労働力の価値の回

建靉
侃　　　却
修　　　繕

　　計
５

265

270 ４,５

農

具

費

大農具償却
　同　修繕

小　農　具
　　計

　27
148

９
９

149

342 5.7

§ 臨　時　屁
家　　　族

　　計

646
2,763

3,409 56,G

賃　　料　　費

費　用　合　計

同上頁分比

　　　6

　　829

13.8%

　3,140

52.0%

　2,057

34.2%

　　　6

6,026

100％

0,1

10C

収は殆ど満足に行われがた:いことを物

語っている．それどころでなく，実は

Ⅶ欄に見られるとおり一切の他の費用

を無視しても時間当り生産物価格が標

4･5　準日収労賃を割る場合さえ多いことで

　　ある．

　　　このように三極作において，その価

5.7　格がピークに達した時以外は，一般に

備考．高知農林統計年報昭和29年版より作成．但し資本利了及

　　　び地代を除く．

当該地における標準労賃も満足させな

いということは，一般的にいって三極

作の現段階においては雁尉労働を入れ

て富公的に経営を拡大する途が閉ざさ

れていることを意味する．そればかり

でなく，'普通の自営谷家の場合でも前

記のような事情がしぼしばくりかえさ

れるならば，三柾作を続けて行くことは困難で画るだろう．にも力いわらす三極作が続けられると

いうことは何にもとすくか．　われわれは今少し立入って三柾の生産費構成を検討しなければなら

ない・

　第４表は資本利子と地代を除いた反当生産費（６ヶ年平均）の内訳を示すものである．表に見ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）れるように，三極の生血費中最も主要なものは労働費(56.6%)･と成園費（27.2％）で忠）る．更に

生産諸要素の補填されるべき形態によって区別するならば，購入又は支払（14％）自給（52％）償

却(34%)となる．ここで問題となるのは次の二点である．第一に成園費はその内容は大部分過年

度に投ぜられた自家労働であることであり，第二に労働費中の臨時雇は一般の三極栽培地帯におい

てはむしろ例外と見なされてよいことで忠）る．そこで第４表に更に修正を加えて第５表の如くする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）ことが，生産費中の購入，自給，償却の割合をより正確に示すものと見て差支えない．これによっ



費　用　合　計

　　　購入及び支払

　　　自　　　　給

　　　償　　　　却

切畑経営地帯の経済囃造　ぐ川島･関田･原沢･二宮・森井）

　　　　　　　　　　第　５　表

6,026円

　829円

3,140円

2,057円

一

一

　　203円
(成園費中の地代相当分)

= 5,823円（100％）

　646円　　十　　98円　　　＝　281円( 5%)
（雇俯賃金）　　（成園費中’の購入分）

十　　　646円　　　十　1,317円　　　＝･5,103円( 88%)
　　（雇傭賃金）　　（成国費中の自給分）

　1,643円

(成園費)
十　　25円　　　＝　439円C 7%)
　（成園費中の償却分）
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て明かなように三柾の再生産諸要素中その９割までは自給によってまかなわれ得るもので忠）る．そ

れはほとんどが自家労働又は間接に自家労働によって調達されるものでき）り，前節にのべた三極作

における労働生産力の低位性の表現である．このことは三極の再生産を把握する上で重要な点てあ

ると考えられる．若し生産諸要素の主要部分が商品として購入されなければならないのであれば，

第３表に見られるような生産費と生産物価棉の背離は直ちにその再生産を破壊し，その商品の生産

は遠からずして放棄されなければならないであろう．しかし生産諸要素の大部分が自家労働である

場合，自家労働賃金の切りつめによって，これに対する弾力性は悪かに強いものとなる．したがっ

て他に適当な労働転換の分野がなく，経営耕地が家族内の労働力を燃焼させるに足るものであれぽ

三極耕作はある限度までは依然として続けられることとなる．　　　　　　　　　’

　もっ･とも上に述べ友:ことは，一般にわが国の農業生産物の再生産機構についてあてはまる事柄で

あるとも言えるが，三極については更に次の点がつけ加えられなければならない．すなわち三極は

工芸作物として，100％商品化七なければならぬ生産物であり，たとえば米，麦等のように一部分

自家消費されう名もりではない．そこでもしかりに三枝価棉がそのために充用された生産手段と労

働力の価値を常に著しく下廻るものとすれば，三極による現金収入が主要生活手段購入の唯一の源

泉であるような農家のぼ必いには，三板そのものは如何に生産諸要素として商品・＝貨幣の媒介を要

しないとはいえ，最も肝要な労働力そのものの再生産の破綻が生することにより三柾の生産を継続

せしめ得ないであろう．三板専業，或いは三極と賃労働というような経営形態のぽあいには，三極

の商品としての発展の停頓と価格の恒常的な低下は早晩そのような結果を招来せすにはおかないは

ずで必る．三極栽培が事実上殆ど何らかの程度の自給農業と結びついて行われること，又第１章で

かなり詳細にわすこって分析されたように，各農家における三植栽埓規模が自給的農業経営規模と一

般に照応し上層長家ほど食料の自給炭が高く下層ほど食料のための現金支出が多いと言う.ことはこ

こにもとすいている．

　三極の再生産諸要素中において自給部分が支配的であると言うことは，以上.の,ような，いわぼ二

重の構造として捉えられなけれぽならない．このことを三極価格の面より捉えるならば，ます第一

に，三極の価格の，その価値（･ここでは一応Ｃ十Ｖ，つま.り生産手段の価値と労働力の価値の合計

がそれであるとする）以下への下落が比較的小さく且つ短期である限りは，夫々の農家にぷヽけろ再

生産の阻害は余り表面化せす，又それによる階層分化も左程進むことは考えられない．（勿論この

場合といえどもなんらかの程度の生活水準の切下げが行われなければならたい．:）しかし次rこ価格

の下落がそれを超えて進む場合，自給農業のだめの経営耕地の広狭による分化がかなり尖鋭にあら

われて来る．第１章で述べられたように，三極をすてていち早く，劣悪な条件のもとで炭焼きなど

に出なければならぬのは自給のための耕地を殆どか或は全く持だない層である．勿論自給耕地をも

つ中又は上層嫂家も他のより有利な部面への労働転換を求め作物転換や多角経営の方向をとろか三

極栽培を急激に滅らし或は放棄するということはない．しかしながら三極作において労働力の価値

の実現が甚しく阻害されることから，その労働力は相対的に過剰の状態にあるというべく，山林，

土方等の賃労働の機会があれば進んでそこに流れてゆく．

　最上層農家を含む大土地所有者の側からするならば，三柾をすてて林業経営への方向が益々求め
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られる．’一般にわが国において，林業地代は歴史的にはyこえす増大しており，三極の価棉低落と相

依って，土地所有の規模と力の大きい所では植林が三極を晦逐してゆく過程が常に見られるところ

である．林業経営のための労働力は一般的には山村零細嫂家の過剰労働力が，特殊的には上述のよ

うにして下回，中固より析出される労働力が之を提供する．

　地主的植林経営，及びそれと結びついた素材資本家の存在を保証するものは，現実にはこのよう

な性質の労働力の存在である．そのさい三極栽培（一般的には切畑経営）は二重の意味でそれを保

証する・第一に上述の意味で．　第二に，切畑経営に随伴すろ種々の共同体的規制聞係の点にぷヽい

て．このことは山林所有と経営の強い牛封建的性格を規定する．このような意味においてまた，こ

こに生みだされ，且つ充用される労働力は純粋プロレタリブ的なものとは言えず半封建的，隷属的

性格を具備する，

　しかしながら三極生産において殆ど言うに足るほどの生血手段に対する現金支出を要しないこと

は，価格が多少鵬役すれば，土地所有の側からする�大な制約のない限り再びこれに山村の労働力

をひきよせ零細な三極栽培者の群を作り出す．三極作の生産力低位性はこのようにしてたえず再生

産される．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　（註１）高知県大豊村の三極作を行う中層自作農家４～５戸を対象としたものであり，年次により必ずしも一

　　定じていない.゛参考までに各年次毎の調査農家の概況（１戸当り平均）を掲げておく．（第６表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　６　表

１　　　　　　　調　　査　　晨　　家　　概　　況　（１戸当）

調査年次 家　　族　　従　　業　　希 経営耕地！三但作付娃
｜　家族人肌　|家族農業従業ぞy同左能力換算

2425

2G
27
28
29

　　　　　5.S人
　　　　　6.5

　　　　　6.4

　　　　　5.5
4　　　　6.0

　　　　　S.2

3.7人
４．０
３,６
５,５
４,２
３．４

3.7人
4.0
3.6

3.6
3.9
3.4

129.0畝
111.4
121.8

　99.5
129.0
102.8

40.0fA

25.9
B2.1
57.3
85.2
58.0

　（註２）相当の年月を経てから始めて収益をあげうるような永年性作物については，その育成期間に要した費

　　用を見積って育成価を算出しその育成価を耐用年数で除したものが各１年間に負担すべき成園費として計上

　　される．三唖の場合は育成期間２年，耐用年数10年として計算されている．

　（註３）修正にあたって成園費につりては，昭和29年度の育成価調査にもとずいて各費目の育成価中に占める

　　比率を算出し，同上比率によって第４表の成国費を分割し↑こ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Ⅳ〕

　上述のような山杜諒

って三極の価格のたえざる動揺と，それを貫く低価格を支える条件をなすとともに，山間部三極栽

埓長村における殖民層の分解を不透明ならしめて来た一半の理由で恚ったとも言える．それは明治

の本源的蓄積期において，三極を主要な現金収入の源として，当時新しくはじまった経済的条件に

対応ずることを余映なくされた山杜農民の存在規定をある意味においてはそのままひきついでいる

とも言うことができよう．しかしながらそれはあくまでも一面である．和紙部門の凋落による三極

需要の絶対的低下は三板の従来のまゝの形での再生産を益々困難にしてきている．そのことは零細

長家のプロレタ.リア化を益々進めざるを得ないであろうし，叉中層農家に対しても三柾中心の経営

を新しい方向へ転換することを真剣に求めさせる．大山林所有や林業資本も一方で三極栽培を媒介

とする零糾服家の再生産とそこから流出する半ば隷属的な労働力に基盤をおヽきながら乱林業地代

の発展をめぐって反面益々それをほりくすす方向に発展せざるを得ない．三柾の生産がそのような

事情のもとで益々重大な困難に逢着していることこそ，実は三柾作地帯山村における新しい展開の

兆しであると言えるのである．



附論　第5章　和　紙　と　製　紙･原　料

　　第１節　封建時代における土佐の製紙と製紙原料

　土佐において紙の生産が，遠く古代から行われていたことは，すでに「延喜式」の献上品目の中

にそれが挙げられていることからも知られるが，中世においても紙は土佐の特産物であった．しか

し，当時の紙が商品として生産されたのでないことは勿論であり，地万史料では．ます最初，荘園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・　　（1）領主への名主からの万雑公事（雑年貢）の一品目,として現れる．

　宝月圭吾氏は土佐国大忍庄について「この庄園における銭貨の流通は，比較的早期から認められ

るように思はれる．この事は，古く鎌倉時代からの売券に，土地の売買が銭貨を媒介として行はれ

ていた事実が立証,されることからも推察出来るのである．然るに室町時代中期における良民の訴状

の中には，かれらは租税，就中公事物の現物納を希望し，銭納せしめようとする領主側の要求に，

　　　　　　　　　　　‘（2）強い反対を表明している」といわれる．この状態は程度の差こそあれ，大忍庄に限られたことでは

なく，当時の土佐山間部一帯についていえることであろう．紙などの特産物は，ます貢租として領

主に紅られ，残余のものも名主層の手で「商品」化され，商品・貨幣の流通は名主層以上に普及は

しても，かれらに強く隷属させられていた直接生産者＝一般農民は自らの手による生産物の商品化

は殆んど行っていなかったといえよう.

，中世から近世初頭へかけての領主（荘園領主う在地領主）は，場合によっては，紙の生産を掌握す

るために紙漉たちに土地を給与し，それによっ,てかれらを緊縛するとともに，労働力を再生産させ

ていたと考えられる．例えば,天正17年(1589)の「津野柳原村地検帳」では，村内数名のうち払野

名・房六名・宮之野名などに，「弓細工地」などとともに「紙漉地」なるものが，多数記載吝れて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（･j）
いる･例示すれば，次のようなものである．

　　　　　　渡ノ上ノ南　（払野名）

　　　　一．三十代三歩下屋敷

先年カミすき地

催給 ヅ譲
　　　　　　　カチカフノ上　（房六名ｙ

　　　　一　外五一　　出四代三歩　　　　　　俗漉地
　　　　　　　　‘代　　　下々　　　　　　　催給

　近世初頭，山間部の名主層が，作人に土地を宛う際の年貢（小作料）としても，稗・米・えがま

などとともに，紙が記されている．「被山風土記」（高知県立図書館所蔵）所収の「根木屋文書」の

中に，年は不詳であるが，「根木屋五郎左衛門代二五王堂新兵衛へあて作被仕候，非時年貢ニハあ

つかみ弐拾請取中候，是八五十年二成中候」とある．

　近世大名たる山内氏も土佐への入国早々の座長６年（1601），土佐郡成山と吾川郡伊野村にふヽい

て.「御用紙」漉人を特置した．しかし，これは藩主ぷヽ抱えの紙漉人ともいうべきもので，一般の製

ｋの発展とはかかわり左いものであった．近世における一般民問の製紙業の発展は，松好貞夫氏著

「土佐藩経済史研究」等に詳しいので，ここには繰返さない．しかし，特に，以下のことは指摘し

　　　　C4r'　　　　　　　　　　　　　　・　　　　●てなきたい.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）　　　　゛　第一に，近世における製紙業の歴史は，入国早々から紙に目をつけた山内氏の藩権力およびそれ

と結ぶ城下町特権商人に対する，紙漉百姓の闘いの歴史であり，中世以来近世初頭まで，支配階級

の手に収められ，その手によってのみ「商品」ｲﾋされていた紙を，紙漉百姓が，生きるために，自

らの手に取返し，自らの手で自由に，価値通りに，売るうとする歴史であった．この闘いは寛文３

年(1663)の改替における愁訴にはじまり，宝暦５年(lToo)の津野山騒動，天明７年(1787)の

池川・用居・名野川郷民大逃散によって，承け継がれる．生産者の抵抗による専売制，或は関屋制

の廃止と,･藩の強引なそれの復活とは，数次にわたって繰返されながら，紙は次第に藩権力の掌握
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外に出てゆく．宝暦10年(1760)には定納の「御蔵紙」以外は「手紙」として自由に販売すること

が許され，天明７年（1787）には，平紙買込の指定問屋が廃止される．さらに万延元年（1860）に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）は「御.用紙御蔵紙皆既御免被仰付」ている．そして，明治の変革によって，御用紙・御蔵紙に対

する平紙の勝利が確定され，紙に対するむきだしの封建的収奪はなくなる．かくて，商人資本との

関係は以後も問題とはなるが，製紙業のブルジョア的発展の道は一応開かれたのである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　●●　　　　　　　　　　　　　　　１　第二は，紙漉が次第に専業化し，山間部以外にも新しい生産者が増えろとともに，原料としての

枯（および雁皮）の価格と紙の価格との関係が,重大な問題となる．枯は，元来,その生産力の低位性

により，生産量は自然条件に依存するところ大であって，供給の弾力性がない,というよりむしろ需

要の如何にかかわりなく生産量が年々増減する（雁皮の場合は，山野に自生するのを採取するのであるか

ら，この事情はなおさらのことである）．しかも，その生産＝販売者は山間部の銀納貢租に追われている

小農民であり，窮追販売のやむなきものでき）る．このような状態こそ，商人資本の吸着する絶好の

条件といえよう．「商人共立枯見付を以，前銀等旋置候」という方法まで用いられ．かれらは格の

買占めを行い，かださえ豊凶によって勁揺する相場を，一層不当に動揺せしめて，利を収めたので

　　（7）ある．一方，紙は大阪市場で捌かれ，全国的な価格変動の影響をうけるが，小生産者たる紙漉は．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）紙価下落のときも生産を止めることはできない．かくて，紙の価格と原料の価格に挾み撃ちされて

「紙漉共難儀之筋に相成」「小身之紙漉共は段段漉潰，忽当間之波世に難候」という事態も生れるの

　　　（9）でと）る．藩の措置である原料の仲買禁止（天明４年, 1784) ,原料相場の公定（天明６年, 1786) ,藩

による原料の買占め（天保７年, 183G)なども大しだ効果を奏しなかった．

　要するに，〔1〕「枯草生育の村は,紙の景気に不拘，惣分枯値段の最気に応じ，売捌」といわれる

ように,紙の価格と原料の価格は平行せす，〔2〕原料の価格は窮迫販売する農民にとっては安く，紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10)の価格との挾みヽ撃ちになる紙漉には甚しく高いことがあるということであった．この問題は，明治

以後夕卜的条件は変りながら，再生産され，現在の枯・三板生産と和紙生産との関係にまで引継がれ

ている．（第４章および本章第２節参照）

　第三に，紙漉と原料生産者がともに百姓として土地に緊縛されていたことである．古く「紙漉地」

があったことはすでに述べた．近世の「御用紙」漉人は公役一切を免ぜられ，給田及び切畑を与え

　　　　01)られていた．近世のづ

いたことは当然であるが，その緊縛のための経済的条件としての切畑（原則として貢租の対象とならぬ）

の意義は忘れられてはならない．一般に，土佐山間部百姓を山間に緊縛し，貢租および貢租に準す

る特産物を生産させ，かつ山林労働を提供させるために，かれらの労働力再生産の場として与えら

れていたのが切畑であったのである（第２章に既述）．明治以後，法制的緊縛はなくなり，製紙業は

山間部に殆んど消滅した現在に於て乱新しい「事情の力」が，製紙原料を生寂し，かつ山林労働

を提供する人々を，或る程炭，山間に緊縛しており，それを可能ならしめる経済的条件として，切

畑があることは第１章ですでに述べたところであるが，切畑の意義には現在まで共通するものが哉

るのでご）る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

　（註１）近世村落研究会編「土佐田地方史料」137頁，行宗文書，元徳２年（1330）年貢注文．

　．（註２）「土佐国地方史料」６頁.

　（註３）この紙漉地が検地当時において本文記述のような土地であったかどうかは，にわかに断定できない

　　が，少くともそれ以前にそのようなものであったと考えてよいであろう．

　（註４）以下，本節においては，特に註記するもの丿まか史料はすべて松好氏「土佐藩経済史研究」の224～

　　278頁に拠る．但し松好氏と異った史料解釈はわれわれの責任である.

　（註５）藤権力は，紙について，下から成長してくるものを把握しようとするとともに，上からも生産を強制

　　していったこと勿論である．野中兼山が「本山掟」（ﾕ643)や「田中掟」(1662)で桑・漆・茶などとともに，

　　楷の生産を強制したことはよく知られている．寛文３年(16G3)末歳計借に「一　銀百八十六貫二百十匁余

　　右は御国中山分方百姓共に，本銀五百廿七貫目余貸付置，諦代物を以取立売申利銀，向後は無之物」とある
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　が，諸代物のうち紙が主要なものであったこというまでもない．なお，このことは文政７年(1824) m庁布

　告の「覚」のなかの次の文章がよく示している．「（前略）根元御蔵紙之儀は，先年山分筋作間渡世之ため，

　格草生育作配敬仰付，其外他国より紙漉御屈入を以，漉方為相覚，夫より仕入銀無利を以御貸付被仰付，漉

　立候出来紙に而，御貸付銀御貢物上納に御取替被仰付候義に付（下略）」.

（註６）竹本源治氏校訂「池川年代記」28頁.

（註７）格の価格変動の激しさは，「池川年代記」の各年度の価格記載によって具体的に知られる．

（註８）御蔵紙は，また平紙でも，指定問屋制の場合は，その収納価格は市価以下に押えられているから，紙，

　漉の打撃は一層大きい．なお御蔵紙の特殊性として，市価下落の際には，公定収納価格は直ちには引下げら

　れはしないのでやゝ楽になる．（これらの事情は，納入品質が厳格なこととともに，現在の三極の局納の問

　題にも通ずる.）

（註９）天明７年(1787)の大逃敞事件の百姓よりの「奉願条々」にも「近年枯草高値に相成，御買上被下候

　値段之成は草代三歩一ならては御買上不被仰付，甚難俊仕候」（「池川年代記」47頁）と挾み撃ちされている

　苦境が述べられている．

（註10）従って，紙価格と原料価格の双方を支配する麗権力と特権商人はかれらの共通の敵である．天明７年

　（1787）の大逃散の際は,銀と銭の交換比率を二重に定めて,かれらの生産物の価格をともに抑える屋桁力と特

　権商人に「御貢物銀壱匁に付百八文に御取立，地下より売上申御蔵紙・御用紙・椿代は九拾文に被仰付段，

　此間違は如何に奉存候」と激しく抗議している（平尾道雄氏著「土佐農民一揆史考」34,44,50頁）．なお，

　ついでながら述べておけば，天保13年(1842)の名野川郷民の逃散も，従来見逃されているが「郷中諸紙枯

　草値段下落仕」という事情が背景にあったのである（竹本源治氏校訂「名野川逃散記」104頁）.

（註11）清水泉氏編著「土佐紙業史」16,17頁．

　　第２節　明治以後の和紙と製紙原料

　この節は，資料を，主として清水泉氏岬著「土佐紙業史」によった．吾々の紙の研究はきわめて

不充分であって，全く仮説の域をでない．しかしながら高知県における製紙原料の問題は和紙と不

可分であって，土佐における和紙生産発展の具体的様相のなかに，その原料の生産者を基本的に規

定する性格をさし示すものがあるのではないか，そういう意味において，あえてこの小文を一節と

して力いげた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｉ】

　　第　１　表
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,137,641

10,335,

14,127,

1,150,353,139

1,047,864,361

1,158,572,3a!!

1,989,845,300

1,429,385,100

2,740,913,690

2,496,195,000

2,592,433,24b

1,886,
2,712,
1,859,
1,321,
2,759,
3,117,
3,644,
3,454,
3,631,

699,945,643

ﾀ570,677,270
,416,778,613

函31,830,384-

ﾀ840,995,320
μ20,485,100

,732,295,490

β77,093,000

,440,586,535

　備考　1.明治40～44年は「土佐紙業史I p.76より．

　　　　　大正元年～７年は土佐紙業組合「土佐紙鳶一班」（大正８年調）より．

　　　　　昭和以降は県紙業課．

　　　　　但，昭和14年の数は「土佐紙.鳶史J P234～244より作製，機械漉工場数及抄機数は桂木隆夫氏「高

　　　　　知県製紙業の振興に関する一業界人の意見」より．

，　　２．大正７年までの数には機械漉を含む.

（1）第１表は明治以降の土佐和匯生産発展の概要である．

　明治40年以前については具体的な数字は不明であるが，この時代は，新生の日本資本主義市場に

ふヽいて，和紙が資本主義的商品として自己を確立してゆく発展の時代で忠）つたと考えられる.

　　「王政復古による明治政府の樹立は，欧米各国との交易により堅く閉された門戸の解放と共に文

化の交流が盛んに行はれた結果，紙業界にも又新しい分野が切り開かれ，所眉時勢に応じた紙の製

造を強ひるに至った．即ち毛筆から鉄筆，或はペン使用による文書の流行はインキ止紙の製造を促

し，胎写用紙・図引紙等の新しい製品を要求する一方，輸出用として典具帖紙・コッピー紙・鳥の

子紙等の生産増加が必然的な問題とし七取上げられるに至った．海外への輸出と囮内需要の上昇に

よって益々活気づいた紙業界は間もなく苛性ソーグ・晒粉・ソーダ灰等の化学薬品並に木材パル

プの輸入をはじめ，叩解狼・拠解機・乾燥檄等の出現によって長足の進歩を見るに至ったのであ

る」．（（土佐紙業史JP.50）

　この時代は庖長以来うけつがれてきた土佐和紙の伝統の上に立って，新しくおこった科学の応

乱印刷局抄紙部の技術指導等によって手漉和紙がその生産力をのばしていった時代であろう．

　明治初年には「時勢に応じた」新しい紙が次々につくりだされる．そのうち代表的なものをを）げ

れぱ次の通りである．

　脂人紙一樹脂漉入のインキ止紙，後の節記用インキ止紙・扇面用紙に発展する．

　郵便半切紙一雁皮・三極・梢を原料とする薄葉の書翰紙・典具帖紙・コッピー紙に発展する．

　嗇水漉入図引紙一透字用河葉紙，現在の図引紙に発展する．

　そして明治2∂年には，土佐紙業組合規約によって，「紙類ノ寸法及枚数ヅ定ムノレ左ノ如シ」と，

79種の紙種とその規格が定められるに至るのである．

　しかしながら，この発展の過程は勿嫡平安の大道ではなく，明治７年の紙価暴落，明治26年の外

商のコッピー紙取引拒絶等の難局を度々経験し，「為に産を倒し廃業の已むなきに至った例は枚帚

にいとまがない程で」｛前掲だI p. 87)あった．すなはち，弓の生産力の発展の過程は，いうまでもな

くはげしい階級分化の過程であり，問屋制前貸の形態と共に，広汎に製紙労働者をつくりだしてゆ

く過程であったと考えられる．

　手漉組合連合会長大川勘之助氏は，「明治32年から37.8年頃が手漉槽数の頂上であり, 42,3年ま

でが横ばい，以降漸減の傾向をたどり，大正の不況で非常にへった．現在は大体明治20年頃の槽数
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が動いているのではないか」といっている．

　明治28年，伊野製紙工場においてド｀イツ製木材パルプを従来の手漉紙に混入して所謂「模造紙」

がつくられた．「この模造紙は…･･･その価格も又従来のものより３，４割を減じ，しかも実用向と

して世の好評を博し，遂に土佐紙のほとんどが模造紙に変化し……日清戦争の直後，義務教育法が

布かれた時小学見童の教科書用紙がすべて本県抄造の模造紙でき）り，当局指定のもとに」（前掲書

P.90)ﾆﾋ佐の製紙業者はあげてこれを生産した．

　明治39年，土佐紙合資会社伊野工場にはじめて丸網式抄紙機が据えつけられ機械漉和紙の生産が

はじまる．「機械漉和紙の出現によって土佐紙業界の様相は一変した．即ち数百年の伝統を誇った

土佐紙業界の手漉和紙独占の夢は文化の発展と共にもろくも破れ，手漉対機械漉の対立とたってあ

らわれた」（前掲|iFP.158) .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・.

（2）土佐和紙業界は終始きわめて浮沈がはげしいが，第一次世界大戦が与えた影響ほど大なるもの

　はないといえるであろう.

｀「大正５年の土佐紙業界は瑞典パルプの輸出禁止による価格暴騰の･余波をうけ，桔・三極等の原

料はもとより，薬品高説の打撃を蒙って，一部小資本家の間には一時休業のやむなきものもあった

が，紙価の暴鵬は有力業者をして昼夜兼行その生産を急がせた．……その後洋紙の製造不足が和紙

にその需要を転換しだ為に紙価は狂奔の一途を辿り」（前掲≪P.174)前代未聞の紙景気を現出する.

　「欧州大戦は土佐紙業界に室前絶後の活況をもたらす反面，人的資源の不足，原料資材等の昂騰に

よって業者間の休廃業相つき………殊に機械抄紙の急速な発展は手漉業界に深刻な打撃を与えた」．

　（前掲書p.175) .

　大正８年「高知県産業調査書」第４節化学工業の指導奨励に閲する事項中，「製紙及その原料」

について次のように述べられてい乱「明治29年，県令取締規則を発布し，紙業組合を設立せしめ

て以来，技術の改善，製品の検査，販蜂の拡張を図り，同41年試験場を設置し和紙抄造に機械応用

試験を行い，又新紙類の発明に努むると同時に，原料の植栽を奨励して需要の円滑を図り，或いは

手漉業者に対し叩解器の設置をなさしむる等施設の経営敢て怠らすと雖も，時代の進ｲ巳駿々として

止まる処をしらす，之が斯業上に及ぼせる影響亦大なるものあり．即ち紙類の用途益々多さを加う

るに従い，和紙に代わるに洋紙を以てし，手漉に代るに機械漉を以てせらるいこ至り，今や県下に

おける機械製紙場及びこれに準すべきもの67ヶ所の多きに達し，尚続々企劃せられんとする状況に

あるは洵に喜ぶべき現象なり．だゞ一面当業者の最大限を占むる手漉業は漸くその砂造作業の統一

を欠き製品区々に流れ取引上損失少からす，加うるに時局の影響により原料及び薬品暴説し，為に

副業的当業者中には休廃業者頗る多く，産額自ら減退せんとする傾向あるは本県斯業上憂慮すべ,き

事態にして，之が救済は一日も忽諸に附すべからす」とご

　前掲第１表中大正年間の部分をより詳細にすれば次の,通りである．

　　第　２　表

製造戸数 職　　　　　　工
左の内職工10人以上使用工場

総生産価額 修正価額工場数
i服　　　　　　　工

男　｜　女　｜　計 男　｜　女　ｉ　計

大　　正
元　　年

２　　年
３　　年

４　　年５　　年
６　　年

７　　年

　4,703

　4,534

　4,250■3,981
　3,506
　3,559

　3,524

7,313
7,124

G,417
G,212
6,148
6,426

6,754

　　　19,835, 17,148
9,168'　16,292
8,935l　15,352
8,263　14,475
8,698　14,846
9,201　15,627

9,29

j　

16,046

29
31
53
42
S7
62

60

　　529
、587

　　801
　　741
　　915

1,072

1,273

　521
　S41
　8S7
　738

1,491
1,740

1,599

1,050
1,128
1,658
1,479
2,406
2,812

2,872

　　　　　　円

3,714,197
3,740,187
3,444,609
4,751,513
4,092,188
7,133,701

10,274,145

　　(100)円

5,990,640

7,808,323

5,665,475

6,002,420

5,412,947
7,501,202

　　(138)

8,244,899

備考 1｡

2.

大正８年調土佐紙業組合「土佐紙業一班より」

修正価額とは日銀卸売物価調により昭和９年～昭和12年平均を100として修正せるもの
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－

尚大正７年の職工10人以上使用･の60工場についてより詳細に分析すれば次の通りとなる．

　第　３　表

備考　ｌ

　　　２

100人以上使用の印工場中4, 50人～100人使用７工場中２は機械漉工場である．

カッコ内は動力なきもの．　　　　　　　　　　　　　　　　｀･　　　　　　　’

　明治40年以降製造戸数および槽数は漸次減少の傾向をたどり，大正に入って吏にそれは激しくな

るが，逆に職工数iO人以上の工場はその数において，職工数において著しい増加の傾向を示してお

り，それは第３表と共に「一部資本家の間には一時休業のやむなきものがあったが，価格の暴論は

有力業者をして昼夜兼行その生産を急がせた」こと，「手漉に代るに機械漉を以てせる」ことを語

っている．だゞ注意しなけれぼならないことはこのような集中の過程において，その総生産額が増

加していること，大正元年に比べ，同７年が38％の増加を示していることである．最後に注意すべ

きことは，この時期に土佐紙業組合製紙試験場において完成された製紙原料としての’・ニラ麻の使

用である．爾来－ニラ麻は三極にかわる原料として広く使用せられるにいたる．

　主要製紙原料としての枯・三極と，ジルプ・-・ニラ麻の問題はいうまでもなく，原料としての質

に価額がうち勝ってゆく過程を内容とするものであって，このように相当早くからはじまる．そし

てそれは日本の洋紙独占資本が移入パルプと競争し遂にこれを排除して市場を独占する過程に照応

するであろう．゛

　゛三極価額については局納の問題が重要な要素をなすが，この問題は一切省略する．

卯　大正時代が第一次世界大戦による空前の好景気をもうてスタートしたとすれば，昭和は元年か

ら２年にかけての深刻な不況をもってはじまる．この時代り前後については又一切の資料が欠けて

いるが，大正の時代が未曾有の好況を通じて激しい集中が行はれたと同様に，昭和の初頭は深刻な

不況を通じて苛酷な集中が行われたものと考えら･れる．この未曾有の不況に好転の曙光を与えたも

のは昭和８，９年頃からの戦争気構であり，昭和12年から紙業界もようやく石況を呈しやがて統制

時代に入ることtヽなるが戦争中の事情はこうでは一切省略する．゛

　゛第１表中機械漉工場数が昭和18年から19年にかけて27工場から13工場に減少しているのは「ドライ面積７万

　平方吋」を基準としてそれ以下のものは強制的に統合せしめられたものである｀

　戦後は「紙飢饉」にあふられた杢前の紙景気をもっ.てはじまる．しがしその内容は主として洋紙

生産額の絶対的不足による過渡的な「仙貨ブーム」であって，゛洋紙独占の回復と共に急速に反動

期に入る.

　゛昭和22年，和紙総生産額中に占める機械漉の比率（Ａ）63％　機械漉中に占める仙貨の比率(B)22%

　　.グ23年　A　73％　　B　34％

　　”24年　A　73％　　B　26％

　　z/ 25年　　A　71％　　B　17％

　26年から生産は再び徐々に回復して現在に至っているのであるが，今こいこ戦前と戦後を比較し

てみるならば，
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工　　場　　倣 禎・妙機倣 生　　　鹿　　　額

手　　　漉
戦前(昭和15年)

戦後(昭和30年)

1,020 (100) -･

　523 ( 51)

3,181 (100)

1,022 ( 32)

　　　　貢

1,776,880 (100)

　494,062 ( 28)

機　械　漉
戦前(昭和14年)

戦後(昭和30年)

24 (100)

28 (117)

45 (100)

55 (122)

2,803,482 (100)

■3,137,641 (112)

　戦後におけるもっとも顕著な事実は上表に示される如き極端な手漉の凋落である．しかも機械漉

においては, 12%と僅かではあるが発展しているにも力いわらす，この手漉の‘はげしい凋落のため

に和紙総生産額において

　　　　　戦　前　4,580,362頁（100）

　　　　　戦　後　　3,631, 702　（79）

　　　　　備考　戦前の数は昭和IS年の手漉生産額と昭和14年の機械漉生産額の合計である．

　上記の如く全体として著しく縮少している．この事実は一体何を意味するであろうか．

　　第　５　表　　　　　’

昭和

20
21 22 23　’ 24 25 26 27 28 29 30

和　　　紙

洋　　　紙

板　　紙・

100

100

100

137

　79

　73

226

　93

　57

328

124

173

222

180

306

196

268

477

　316

" 335

　718

330

398

840

　374

　520

1,180

　　362

　　S72

1,300

　　395

　　644

1,218

　備考　1.桂木隆夫氏「高知県製紙業に関する.一業界人の意見」より．

　　　　２．和紙とは機械漉和紙のみで手漉を含まない.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂
　上表は全国製紙業生産高の年次別生血指数の推移をあらわすものでき）るが，それは洋紙，板紙の

戦後の回復と発展が和紙をはるかに凌駕することを明かにしている．この洋紙独占の支配の回復と

伸張こそ戦後における機械漉和紙の停滞と，手漉和紙のはげしい凋落とをもたらしだ原因である．

　それでは洋紙独占の製紙業における支配の確立は何時からか．

　　第　６　表

　洋　　　　　紙
生　鹿　量　｜比率

　　　板　　　　　紙

●-〃　　　　－　－■　-●←-　生　鹿　量　｜比率

和　　　　紙 合　　　　　計

生　鹿　量 比率 生　鹿　量 比率

昭和５年

　　　6

　　　7

　　　8

　　　9

　　　10

　、11

　　　12

　　　　千斤
1,306,058

1,263,950

1,258,202

1,376,180

1,525,968

l,645,a)6

I,a39,466

2,132,598

　％

67

66

67

68

68

67

66

66

　　　千斤
372,982

364,814

372,278

408,400

447,196

515,474

607, oa〕

267,346

　％

19

19

20

20

20

21

22

23

　　　千斤
262,242

272,826

226,232

230,058

241,248

278,680

294,912

300,202

　％

14

1S

13

12

12

12

12

n

　　　　　千斤
　1,941,282

　1,901,590

　1,856,712

　2,014,638

　2,212,412

・2,439,960

　2,711,4B8

　3,2C〕0,146

　　％

100

　〃

　.ｹﾞ

　.ｸﾞ

　.ゲ

　ゲ

　ゲ

　ゲ

　備考　成田潔英氏「紙業提要」より作成

　第６表は遺憾ながら昭和５年以前の数を朗かにしないが，少くとも昭和５年以降においてはすで

に洋紙独占の市場支配が確立さ,れていることが明かである．ところで前記（2）において述べたように

大正元年より７年にかけては，第一次世界大戦を契機として手漉対機械漉の対立が深まり，後者が
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前者に対して打脇って行きながらなお和紙の生産総価額を伸ばしえた時代であっ記．勿論この時期

が欧州大戦という好況の特殊な時期でお)つたとしても，和紙が全体としてのびているという事実よ

りして洋紙独占の支配はなお確固たるものでなかったといいうるであろう．そうでき)るとすれば，

洋紙独占確立の時期は大正７年以降昭和５年までの間を一応想定できる．

　そうすると，前述してきた手漉対機械漉の対立は，実ははるかにより多く，両者を含めての，対

洋紙独占との対立であっ穴:ことが，ここで明かにせられる．

　和紙対洋紙独占の対立と競争は単に紙の面においてのみではない．それは原料の面を通じても行

われる．勿論両者はきり雛された問題ではなく，和紙が紙の面にふヽける競争において劣勢に立てば

立つほどより安い原料へと固り立てられるだろう．第７表はこの事項を明かに示している．洋紙独

占が和紙に対して制覇してゆく過程は又，製紙原料としての桔，三枝がバルブ，－ニラ麻に交替し

てゆく過程であった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

700

1卯

り･

300

畑
　
″

４ al― Tn-T".・細寸ｆよ

　　　･･-･-･B M-t-BSAよ

　　　ー－･~ it ts i t i

　　１パ'り■≫f≪|ttAtt≪≫lfMC

　　　　flVUtV々｢.≪. n (14t n｣より

　　　　３飛､Hii畠I'lktり剛ｊ

　　　　in i<t鳥畑

・２　５　４　Ｓ ３　十　Ｓ　ぶ 9　1eμ

　土佐和紙生産における製紙原料の変遷については正確な資料をもﾌﾟとないが第８表は大体の推移を

うかがわせるであろう．　　　　　　Ｑ

　　第　８　表

大正４年

大正５年

大正６年

昭和28年

昭和29年

昭和30年

　(38%)

3,557t
　(34　)

3,081t
　(42　)・

4,014t

　(80％)

9,443t
　(76　)

6,186t
　(69　)

5,2G9t

　　－

　　－

　　－

　(12%)

367,446
　(13　)

275,489

　(18　)

376,346

　　(29%)
736,310R

　　（28　）

686,646
　　（27　）

687,683

　　（3％）

100,763
　　（4　）

76,730
　（S　）

101,230

　　(35%)
814,300貫

　　（38　）

937,709

　　（31　）a)7,377

　　（5％）

157,215
　　（7　）

159,466
　　（8　）

160,865

　備考　1.大正4,5,6年は，土佐紙業組合「土佐紙,業一班」（大正８年調）より作成，パルプは高知県への移入

　　　　額であり，三極，楷はそれぞれの年の生産高に移人額をプラス移出額をマイナスしたものである．三

　　　　者とも実際の消費類よりも多いと思はれる．

　　　２．昭和28, 29, 30年の数は県紙業課の資料．これは正確に消費高である.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1r】’

　〔1〕において述べたところは土佐和紙発展の概要である．しかしそれは概要であるにとゞま，

らす抽象でき）る．なんとなれぼ，それに固有の内部的な阻止要因がすべて抽象されているからで
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　ある．

　　土佐和紙発展の固有の停滞は，まづ明治の当初からかこる「粗製濫造，取引拒絶」にはじまる．

　明治維新直後の混乱期をはじめとして，明治23年の典具帖紙の外商取引拒絶，明治26年のコ．ピー

｀紙の外商取引拒絶がこれである．それは土佐和紙の一紙種が商品としてようやく確立され，需要が

　増加しはじめる時必ずそれに伴っておこったもののように思われる．

　　この当時の和紙生産者の性格と発展段階を明確にすることは今のどころできない．しかしながら

　大正７年の数

職工10入以下 10人　～　50人 ・　SO人　～100人 100入　以　上 計

3,424工場 47工場 ７工場 ６工場 3,464工場

よりすれば，明治初期の規模は，はるかにこれより小さいものであっ九と推定して誤りないであろ

う．しかも第一節において詳述せられているように，明治以前における土佐の製紙が津野山騒動，

池川大逃散にみられる如く，正常なブルジ．ア的発展のうえに生れたものでなく，山にしぼりつけ

られた土地をもたない農民の生存の為の必然性を基底として広くもつところの商晶生産の発展の上

に生れたものであ）る以上．極端に零細な小生産者及び家内工業的生産者の広汎な存在と，それに対

して相対的に絶大な紙問屋一前期的商業資本の存在を想定して誤りないものと考える.

　　「粗製濫造，取引拒絶」の頻発は生産者的性格からは遠いものである．少くとも生産者の正当な

ブルジ・ア的発展からはおこらない．商業資本の支配の証左であると考えて誤りないであろう．

　従って「粗製濫造」は下からのブルジ．ア的発展の道によってのみ解決されるものであるに力い

わらず，それとは恰度逆の方向で，上部構造の力によって，上からの道をより強化する方向で解決

しようとする．明治29年２月３日，高知県令第３号紙業取締規則がそれである．その条文中重要な

ものを摘記すれば次の通りである．

　第一条　本則二於テ紙業者ト称スノレハ原料ノ何タルテ問ハズ他ノ需要二供スル為製紙テ業トシ叉

　　ハ紙類ヲ仲買若ハ販売スノレ者テ云フ

　第二条　紙業者ハ製造及売買上ノ弊害ラ矯正シソノ発達ヲ図ル為組合ラ設置i,･組合規約テ規定ス

　　ヘシ

　第十四条　製造人ハ其標章テ押捺セスシテ紙類タ販売スノレコトテ得ス

　明治29年３月，紙業取締規則にもとづいて土佐紙業組合が生れる．組合は「製紙ヲ業トシ又ハ紙

類ヲ仲買若ハ販売スノレ者」を組合員とし，製品の検査と監督を厳にし，以後目

捺セスシテ紙類テ販売スノレコトテ得」なくなる．いうまでもなく，紙業取締規則およびこれと結び

ついた紙業組合を通じて生産者を支配したものは「仲買叉ハ販売スル者」であって，この支配は紙

業取締規則が改正されるまで30年にわたって続き，昭和当初の不況期に手漉業者の闘いとなってあ

らわれる・

　　「この不況はやがて一種の革命運動となって現れた．即ち県下の手漉業者が団結して高知県令の

改正を叫び，土佐紙業組合を説会して別に自己の製品を’自らの手で捌く所謂生産販売を兼ねた製紙

組合の設立を企図し，先づ畑山，井ノロ，香宗，野市，国分，久礼田，神谷，川内，吾桑，高岡，

具同，北原，波介，大崎等にこの種の組合を設立した．この運動に刺戟を受けた県下数千の手漉業

者は大同団結を目諭んだ．……手漉業者は不況打開の一手段として製紙組合設立の障碍となった県

令の廃止を叫んだが，県はこれに対しあくまでも既定方針を変えなかった．その為手漉業者の大同

団結は失敗に帰したが，しかしこの運動を契機として従来厳守されていた組合証紙の貼用は廃止さ

れ」（前掲書Ｐ.208）だ．

　この闘いが中途半端に終ったのは，この時期には既に機械漉が強大なものとなり，特に洋紙独占
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の市場支配が確立されていて，それが手漉の下からの発展を完全にとざしていたことによることい

うまでもないであろう．

　商業資本の支配は生産力の発展を阻害する．明治39年に生れた丸網式機械工場は，昭和17年戦時

強制統合の直前には27工場となる．その内.県外資本１，洋紙工場１を除いた25工場中，明かに商業'

資本より転化したとみられるものは５工場である．その他の工場については今吾々は機縁漉への転

化の内容を明かにしえていない．勿論下からの発展がなかったとはいえないが，機械漉への転化は

手漉からの発展というよりはより多く商業資本からの転化という色彩が濃厚だと考えられる．゛

　馴

　　の及ばなかった．或はうすかった地方と想像される．

　この様な土佐におヽける和紙生産発展の性格は，機械漉への発展の停滞となってあらわれ，土佐に

おヽける全体としての和紙生産力の発展を著しく阻害しだ．

　昭和14, 5年頃の土佐和紙の生産額をこいこ再び力いげてみるならば．

　　　　　　総生底額　4,580,362貫　　　　　　　　　　プ

　　　　　　　内　手　漉　1,776,880貫　　49％

　　　　　　　　　機械漉　2,803,482　　　61％

　上記の如くでき)つて，昭和14, 5年以前の数が不明であるためその時期を確定することはできな

いが，昭和14, 6年頃に至ってようやく機械洗の生産額が手漉をこえるに至る．

　勿論土佐和綴の発展の停滞性をその内部的な停滞要因からのみ見ることはｍ大な誤りである．土

佐和紙が上述した条件によってその発展が極めて停滞的であったのに対し，洋紙独占の生成と確立

が早かったこと，封建遺制を土台として，上部構造の力によって極めて急速につくり上げられたと

いう点はすぐれて重要でき)る．しかし問題をこの側面からのみヽみることも亦まえにおとらすｍ大な

誤りである．この和紙の発展の停滞性こそ洋紙独占をしてその制覇を容易ならしめた重要な内部的

要因であった．

　古来和紙の価格は変動が極めて大きいといわれる．変動の幅は時代により又紙種によって異るが

その原囚の一として，対洋綴独占との競争による市場の不安定性および手漉より機械漉への発展の

停滞性をあげることができるであろう．すなはち昭和14年に至るまで和紙生産総額の半ばに近いも

のが，非常に分敞しﾌﾞこ零細な手漉業者によって生産されていたということは，供給の弾力性が弱い

ことを意味し，かつそれが商業資本によって強く支配されていたことは，価格に投機的要素を極め

て強く附加するであろう．それのみならず主要原料である枯，三極，パルプの価格変動が極めて大

きい．この様な条件のもとでは和紙生産者の利潤はより多く流通部面によって左右され，製紙生産

力の発展を停滞せしめる．それは単に手漉より機械,漉への発展を停滞せしめるのみヽでなく機械漉そ

のものゝ生産力の発展を阻害する．

　明治39年土佐紙合資会社に据付けられた丸網抄総賎は全国で最初のものであった．機械漉でトッ

プをきった土佐に今日に至っても本格的な抄紙機たる長締式は１台もない．しかも丸網式のなかで

も最も能率のひぐいヤンキー式ばかりである．今本県の抄紙機の設備年次を拾ってみると次表の通

りである．

　　第　９　表
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　上表によれぼ昭和21年以降設置，経過年数10年未満のものが69％を占め極めて設備の吏新が活発

であるようにみえる．しかしながら戦後の機械漉工場の興亡の目まぐるしさからして，この36台が

全部新品だとは到底考えられない．転廃業工場からの移転が大部分を占めるものと考えられ,る．で

はこの本県の状態を全国的な趨勢からみればどうであろうか．　　　　　　　（

　　第　10　表

丸　　　　　　　　　　網 長　　　　　　　　　　網

ヤンキー|ティッシュ 多　　筒 計 ヤンキー ティッシュ1多　　筒｜　　計

台　　数
昭和

24
29

547

478
101
169

・　44

　　84
692
731

41

39

35
35

98
1印

174
254

ドライ巾
(インチ)

24
29

25,187

21,477
５,刀9
9,499

3,289
6,140

34,255
37,116

1,486

3,198

1,617

2,343
　8,468

16,165
11,571
21,706

一台当り
ドラィ巾 づ

46

45

57
56

7S
74

50
51

36
82

46
67

86
90

66.5
85.4

　　備考　桂木隆夫氏前掲轡

　以上はすべて本県の機械漉の極端な停滞性を極めて明瞭に物語るであろう．

　さて，前述したように土佐の和紙生産は，洋紙独占の強大な圧力の下に，下からのブルジョア的

発展の道と，前期的商業資本の上からの転化の道との闘いの過程として発展してきた．そして土佐

和紙生産の現在は上からの道の上にきづかれた．昭和30年度高知県和紙生産総額のうち，機械漉

3,137,641貰, 86%,手漉494,062貫, 14%と，機械漉は明かに支配的地位に立った．しかしながら

その成立の性格と条件よりして，それは生産総額が減少ヽするという形においてであった．そしてど

の成立の性格と条件は,｀極めて不安定な市場と，上述した極めて低い生産力とを,も？て洋紙独占と

の対決におかれている土佐和紙がその内部にもつ問題としてあらわれる．その一は極めて停滞的な

設備のまゝで如何にして絶対的剰余仙値をより多く搾取するかということであり，゛

昭和23 24 25 26 27 28 29 30

移動工場指数

生産量指数

100

100

47

83

37

4S

　84

101

1n

113

n1

126

116

124

116

129

　　備考　桂木氏･前掲書

　　　上表は，戦後３ヶ年間は原料の不足もあったことを考慮に入れ，戦後はじめて１つの生産量のピークをな

　　　した昭和23年を基準として作られたものである．

　　　移動工場数の指数よりも生産量指数が常に相当上廻っていることは，労働強化を物語るものではないか．

　今一は原料価格の問題である．安い原料－これが彼等の絶対の要求である．安い原料という要求

が三極のパルプ，-・ニラ麻との交替としてあらわれること既述の如くであるが，戦後におけるこの

要求は戦前に比しはるかに厳しいものとなる．それでは彼等は三極への要求を全然もっていない

か．そうではない．既述の如く，長期的傾向としては柿三極の減少が顕著であるが短期的にみれぽ

次表の如く極めて動揺的である．

　　第　Ｕ　表

パ　　ル　　　プ マ　ニ　ラ　麻 楷 三　　　　　栢

限　和　　26

　　　　　　　27

　　　　　　　28

　　　　　　　29

　　　　　　　30

　5,924t (69%)

10,032　(79　）

　9,443 (a)　）

　6,186 (76　）

　5,269 (69　）

133,508貢（6％）

274,923 ( 8　）

367,446 (12　）

275,469 (13　）

376,346 (18　）

　　　　ぶ　　　　546,903

152,639貢(4%J

100,763 (3　）

　76,730 (4　）

ﾕ01,230 (5　）

11(25%)

　　　293,361貢（9％）

　　　157,219 (5　）

　　　159,646 (7　）

　　　1GO,8G5 (8　）
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　上表は年別合計であるが，これを更に月別にみヽれぼその動揺は慨に一層はげしい．その原因はい

うまでもなく梧・三極とパルプ・－ニラ麻との価格の「かねあい」であって，前者は後者によって

おし出される傾向をもちながらもなお，梧・三極への根強い帰向性があることを示している．゛

　゛幟後の全国和紙総生産量中，常に第一位にあるものは仙貨紙であって，全体の30％以上を占めている．薄葉

　紙は４％～６％であって，全国的にみると極めて下位に属する．しかるに高知県についてみると，薄葉紙は6〔〕

　％～20％しめ塵紙類の20％～60％と共に常に1,2位を下らない（戦後前半は惣葉が多く，後半は塵紙が多い）．

　この傾向は，昭和12,13,14年においても同じであり，薄葉・漉紙が常に1，2位である．薄葉紙と競合する洋紙

　は茫摸造で，これはその名の示す如く薄膜造が薄葉紙に模レてつくられたものである. (3-P!仙貨紙が競合す

　る洋紙はザラ紙であるが，これは惣菜紙の場合と反対に,３号仙貨がザラ紙に模して作られたものである.）前

　述のように薄菜紙は，極めて不安定な土佐和紙のなかで常に1，2位を占めてきた．現在では簡葉紙は最も高級

　なものにのみ六体20％程度の三極が漉入れられる程度にすぎない．しかしながら，現在なお土佐でのみ薄葉紙

　の占める地位が極めて高いということは･三極を主原料とした手漉時代からの伝統に負うところが極めて六で

　あるからではないであろうか．なんとなれば機械化されたといっても蒔菜紙を漉くのには特殊技術を必要とす

　るからである．そして土佐和紙のホープである惣葉紙が戦後後平にかけて漸次その生産量が低下するという危

　機において，しかも丸網ヤンキーという低能率の設備をもって対洋紙との競争に立つ場合頼みとするところは

　たｙ質のみではないであろうか．しかも機械設備が劣悪である場合にはその質も原料の質に依存するところが

　極めて大だといえるのではないか．そしてこれらの事情が「三極の排除」と「三極への帰向」という矛盾とな

　ってあらわれるのではないか．そして又，それは和紙生産の二つの型，即ち静岡型＝模洋紙型，高知型＝摸手

　漉型の問題，および，静岡型短網と高知型の懸吊式短網の問題にも通じるものをもっているのではないか．吾

　々の現在の研究の段階ではこれ以上をいうことができない．だμlj題を捉起するにとｙめる．

　　このようにl肪長の和綴生産者にとっては低価額の楷・三極は極めて切実な問題となる．

　　然るに，ちようどそれとは全く反対に，山の人々にとっては三極は安い．食ってゆけない程に安

い．　これはどういうことなのか．楕・三極の価榴が価値以下だが社会的必要労但時間以上だという

　ことであろう．前述したように，日本の洋紙独占資本が輸入パルブに打勝ってパルブ市場を独占す

　るに至る過程が，桔・三板を高いものとする過程，換言するならばこの過程こそ桔・三極が社会的

　必要労働時間以上であることをあらわす過程である･.梢・三極の価棉がその生産者ならびに和紙生

　産者にとって切実な問題となればなるほど，今までのように，単に増殖奨励金によって供給量を増

　すことによって価格を下げる．即ち梧・三極の価格を価値以下におし下げる，今一度換言すれば犠

　牲をすべてその生産者におしつけるということでは問題をおゝえなくなる．問題は今単に枯・三極

　の価格の面のみにとヽゞまりえなくなった．問題は三極の生産性の問題であり，三植生産者をめぐ

　る社会的．経済的溝造の問題である．そのことを明かにしたものは，外でもない，独占資本そのも

　のでき）る．

　　日本の独占資本はその成立と発展の為に，山の人々を山林所有から切り離して山にしばりつけ

た．今，彼等はわれとわが手によってその基本的矛盾をあばき出そうとしている．

(1956年９月30日受理)
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